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【届出の対象とした募集

（売出）外国投資信託受益証

券に係るファンドの名称】

グローバル・Ｍ＆Ａオポチュニティ・ファンド

（Nineteen77 Global Merger Arbitrage Opportunity Fund）

【届出の対象とした募集

（売出）外国投資信託受益証

券の金額】

米ドル建クラス受益証券 10億アメリカ合衆国ドル（約1,603億

9,000万円）を上限とする。

円建（ヘッジなし）クラス

受益証券

1,000億円を上限とする。

円建（ヘッジあり）クラス

受益証券

1,000億円を上限とする。

（注）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）の円換算は、便宜上、2026年４

月末日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ド

ル＝160.39円）による。以下、別段の記載がない限り同じ。

【縦覧に供する場所】 該当事項なし

（注）グローバル・Ｍ＆Ａオポチュニティ・ファンドの管理会社は、2025年12月１日付で「UBSファンド・マネジメント（アイルラン

ド）リミテッド」から「カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ（アイルランド）リミテッド」に、グローバル・Ｍ＆

Ａオポチュニティ・ファンドの投資運用会社は、2025年12月１日付で「UBSアセット・マネジメント（アメリカス）エルエル

シー」から「オコーナー・オルタナティブ・インベストメンツ・エルエルシー」に変更された。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2025年11月14日に提出した有価証券届出書の記載事項について、表紙、「第一部　証券情報」の

「（３）発行（売出）価額の総額」、「第二部　ファンド情報、第１　ファンドの状況、１　ファンドの

性格」の「（１）ファンドの目的及び基本的性格」、「（３）ファンドの仕組み」および「（６）監督官

庁の概要」、「第二部　ファンド情報、第１　ファンドの状況、２　投資方針」の「（３）運用体制」、

「第二部　ファンド情報、第１　ファンドの状況、３　投資リスク」、「第二部　ファンド情報、第１　

ファンドの状況、４　手数料等及び税金」の「（５）課税上の取扱い」、「第二部　ファンド情報、第

１　ファンドの状況、５　運用状況」、「第二部　ファンド情報、第２　管理及び運営、４　受益者の権

利等」の「（３）本邦における代理人」、「第二部　ファンド情報、第３　ファンドの経理状況」、「第

三部　特別情報、第１　管理会社の概況」の「１　管理会社の概況」、「２　事業の内容及び営業の概

況」および「３　管理会社の経理状況」、「第三部　特別情報、第２　その他の関係法人の概況、１　名

称、資本金の額及び事業の内容」ならびに「第三部　特別情報、第３　投資信託制度の概要」の一部記載

を訂正および追加するため、本訂正届出書を提出するものです。

なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりま

すので、訂正前の換算レートとは異なっております。

 

 

２【訂正の内容】

下線の部分は訂正箇所を示します。

 

表紙

＜訂正前＞

（前略）

届出の対象とした募集（売

出）外国投資信託受益証券の

金額

米ドル建クラス受益証券 10億アメリカ合衆国ドル（約1,493億

9,000万円）を上限とする。

円建（ヘッジなし）クラス

受益証券

1,000億円を上限とする。

円建（ヘッジあり）クラス

受益証券

1,000億円を上限とする。

（注）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）の円換算は、便宜上、2025年７

月末日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ド

ル＝149.39円）による。以下、別段の記載がない限り同じ。

縦覧に供する場所 該当事項なし

（注）グローバル・Ｍ＆Ａオポチュニティ・ファンドの管理会社は、2025年12月１日付で「UBSファンド・マネジメント（アイルラン

ド）リミテッド」から「カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ（アイルランド）リミテッド」に、グローバル・Ｍ＆

Ａオポチュニティ・ファンドの投資運用会社は、2025年12月１日付で「UBSアセット・マネジメント（アメリカス）エルエル

シー」から「オコーナー・オルタナティブ・インベストメンツ・エルエルシー」に変更される。本書は、その届出の効力が2025

年12月１日時点で生じているよう提出しているため、同日現在の管理会社である「カーン・グローバル・ファンド・マネー

ジャーズ（アイルランド）リミテッド」を管理会社、同日現在の投資運用会社である「オコーナー・オルタナティブ・インベス

トメンツ・エルエルシー」を投資運用会社として作成している。
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＜訂正後＞

（前略）

届出の対象とした募集（売

出）外国投資信託受益証券の

金額

米ドル建クラス受益証券 10億アメリカ合衆国ドル（約1,603億

9,000万円）を上限とする。

円建（ヘッジなし）クラス

受益証券

1,000億円を上限とする。

円建（ヘッジあり）クラス

受益証券

1,000億円を上限とする。

（注）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）の円換算は、便宜上、2026年４

月末日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１米ド

ル＝160.39円）による。以下、別段の記載がない限り同じ。

縦覧に供する場所 該当事項なし

（注）グローバル・Ｍ＆Ａオポチュニティ・ファンドの管理会社は、2025年12月１日付で「UBSファンド・マネジメント（アイルラン

ド）リミテッド」から「カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ（アイルランド）リミテッド」に、グローバル・Ｍ＆

Ａオポチュニティ・ファンドの投資運用会社は、2025年12月１日付で「UBSアセット・マネジメント（アメリカス）エルエル

シー」から「オコーナー・オルタナティブ・インベストメンツ・エルエルシー」に変更された。

 

第一部　証券情報

（３）発行（売出）価額の総額

＜訂正前＞

米ドル建クラス受益証券　　　　　　10億米ドル（約1,493億9,000万円）を上限とする。

（後略）

 

＜訂正後＞

米ドル建クラス受益証券　　　　　　10億米ドル（約1,603億9,000万円）を上限とする。

（後略）

 

第二部　ファンド情報

第１　ファンドの状況

１　ファンドの性格

（１）ファンドの目的及び基本的性格

＜訂正前＞

①　ファンドの形態

（前略）

ファンドへの投資条件、またはファンドの運用に変更がある場合、受託会社が、投資運用会社と協

議して、重要であると判断した場合、英文目論見書の補足または修正された英文目論見書が作成さ

れ、ファンドの既存の投資者および投資予定者に提供される。

 

＜訂正後＞

①　ファンドの形態

（前略）

ファンドへの投資条件、またはファンドの運用に変更がある場合、受託会社が、投資運用会社と協

議して、重要であると判断した場合、英文目論見書の補足または修正された英文目論見書が作成さ

れ、ファンドの既存の投資者および投資予定者に提供される。

ファンドについて、信託金の限度額に関する定めはない。ファンドの目的については、後記「２　

投資方針、（１）投資方針」を参照のこと。
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（３）ファンドの仕組み

＜訂正前＞

（前略）

③　管理会社の概況

（中略）

（ⅲ）資本金の額

2025年９月末日現在、管理会社の授権資本金は10,000,000ユーロ（約17億750万円）であり、払込

済株式資本金は1,575,100ユーロ（約２億6,895万円）である。なお、管理会社は、１株当たり１

ユーロの株式1,575,100株を発行済である。

（注）ユーロの円換算は、便宜上、2025年７月末日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝

170.75円）による。以下、別段の記載がない限り同じ。

（中略）

（ⅴ）大株主の状況

（2025年９月末日現在）

名　　　称 住　　　　　所 所有株式数 比　　　率  

カーン･グローバル・フィ

ナンシャル・サービシ

ズ・リミテッド

（Carne Global

Financial Services

Limited）

アイルランド、ダブリン２　D02

F985、シャールモント・プレイス

55、３階

（3rd Floor, 55 Charlemont

Place, Dublin 2 D02 F985,

Ireland）

1,575,100株 100パーセント  

 

＜訂正後＞

（前略）

③　管理会社の概況

（中略）

（ⅲ）資本金の額

2026年４月末日現在、管理会社の授権資本金は10,000,000ユーロ（約18億7,370万円）であり、払

込済株式資本金は1,575,100ユーロ（約２億9,513万円）である。なお、管理会社は、１株当たり１

ユーロの株式1,575,100株を発行済である。

（注）ユーロの円換算は、便宜上、2026年４月末日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝

187.37円）による。以下、別段の記載がない限り同じ。

（中略）
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（ⅴ）大株主の状況

（2026年４月末日現在）

名　　　称 住　　　　　所 所有株式数 比　　　率

カーン･グローバル・フィ

ナンシャル・サービシ

ズ・リミテッド

（Carne Global

Financial Services

Limited）

アイルランド、ダブリン２　D02

F985、シャールモント・プレイス

55、３階

（3rd Floor, 55 Charlemont

Place, Dublin 2 D02 F985,

Ireland）

1,575,100株 100パーセント

 

（６）監督官庁の概要

＜訂正前＞

（前略）

ケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止規則

（中略）

投資予定者は、それぞれ、ファンドに対して、管理会社、投資運用会社、受託会社または管理事務代

行会社が、適用あるAML／OFAC義務に関連して要求する表明を行わなければならない。これには、かかる

投資予定者が、OFACのウェブサイトまたは制裁が英国政府により可決された枢密院勅令により英国政府

からケイマン諸島に対して適用されている場合においては国際連合、EUまたは英国が採択したケイマン

諸島に対する制裁リスト（それぞれの場合においてかかるリストは随時修正される可能性がある。）

（以下「制裁リスト」という。）に記載されている取引禁止対象の国、領土、個人または団体ではない

こと、OFACのリストに記載されているか、またはいずれかのOFACの制裁プログラムにより、もしくはい

ずれかの制裁リスト上で取引禁止対象の国、領土、個人または団体と直接または間接に関係がないこと

および国際連合、EUまたは英国が課す制裁が適用される国または領土に運営拠点を置いていないまたは

住所を有しないことまたはその他の方法により当該制裁の対象（以下、総称して「制裁対象」とい

う。）でないことの表明が含まれるが、これらに限られない。また、各申込者は、申込金が、直接的に

も間接的にも、ケイマン諸島法、米国の連邦法または州法もしくは国際法および規則（マネー・ロンダ

リングの防止に関する法律および規則を含む。）に違反し得る活動から派生したものでないことを表明

することを要する。

（中略）

実質的所有者制度

2023年ケイマン諸島実質的所有者透明性法（以下「BOT法」という。）および関連する2024年実質的所

有者透明性規則（以下「実質的所有者透明性制度」という。）は、2024年７月31日に施行された。

信託はBOT法で定義される「法人」ではないため、信託自体はBOT法の対象外である。しかし、信託の

ストラクチャー内のケイマン諸島の法人（例えば、ケイマン諸島の受託会社）は、BOT法に基づく義務を

負う。かかる「法人」は、実質的所有者透明性制度（ケイマン諸島登記官への一定の実質的所有者情報

の提供を含む。）を遵守する必要があり、これを怠ると、行政上の制裁金が課せられることがある。

 

EDINET提出書類

カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ（アイルランド）リミテッド(E41178)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

  5/159



＜訂正後＞

（前略）

ケイマン諸島のマネー・ロンダリング防止規則

（中略）

投資予定者は、それぞれ、ファンドに対して、管理会社、投資運用会社、受託会社または管理事務代

行会社が、適用あるAML／OFAC義務に関連して要求する表明を行わなければならない。これには、かかる

投資予定者が、OFACのウェブサイトまたは制裁が英国政府により可決された枢密院勅令により英国政府

からケイマン諸島に対して適用されている場合においては国際連合、欧州連合（以下「EU」という。）

または英国が採択したケイマン諸島に対する制裁リスト（それぞれの場合においてかかるリストは随時

修正される可能性がある。）（以下「制裁リスト」という。）に記載されている取引禁止対象の国、領

土、個人または団体ではないこと、OFACのリストに記載されているか、またはいずれかのOFACの制裁プ

ログラムにより、もしくはいずれかの制裁リスト上で取引禁止対象の国、領土、個人または団体と直接

または間接に関係がないことおよび国際連合、EUまたは英国が課す制裁が適用される国または領土に運

営拠点を置いていないまたは住所を有しないことまたはその他の方法により当該制裁の対象（以下、総

称して「制裁対象」という。）でないことの表明が含まれるが、これらに限られない。また、各申込者

は、申込金が、直接的にも間接的にも、ケイマン諸島法、米国の連邦法または州法もしくは国際法およ

び規則（マネー・ロンダリングの防止に関する法律および規則を含む。）に違反し得る活動から派生し

たものでないことを表明することを要する。

（中略）

実質的所有者制度

信託は、ケイマン諸島実質的所有者透明性法（改正済）（以下「BOT法」という。）で定義される「法

人」ではないため、信託自体は、BOT法および関連する実質的所有者透明性規則（改正済）（以下、総称

して「実質的所有者透明性制度」という。）の対象外である。しかし、信託のストラクチャー内のケイ

マン諸島の法人（例えば、ケイマン諸島の受託会社）は、BOT法に基づく義務を負う。かかる「法人」

は、実質的所有者透明性制度（ケイマン諸島登記官への一定の実質的所有者情報の提供を含む。）を遵

守する必要があり、これを怠ると、行政上の制裁金が課せられることがある。

 

２　投資方針

（３）運用体制

「２　投資方針、（３）運用体制」については、以下の内容に更新されます。

 

米国デラウェア州法に基づき設立された有限責任会社であるオコーナー・オルタナティブ・インベス

トメンツ・エルエルシーが、ファンドの投資運用業務を行い、他にも複数の投資戦略を運用する。オ

コーナー・オルタナティブ・インベストメンツ・エルエルシーは、キャンターフィッツジェラルド・ア

セット・マネジメントの一部である。キャンターフィッツジェラルド・アセット・マネジメントは、機

関投資家および富裕層顧客向けに一連の投資運用および助言業務を提供する。その能力は、不動産およ

び私募市場、インフラ、株式、債券、マルチアセット、現金管理ならびにヘッジファンドにわたる積極

的付加価値戦略に重点を置いている。
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投資運用会社には、複数の投資戦略があるが、ファンドは、そのうちの一つであるグローバル・イベ

ント・ドリブン戦略傘下のマージャー・アービトラージ・チームが主に運用する。

 

 

上記の運用体制は、2026年４月１日現在のものであり、今後予告なく変更になる場合がある。

 

キャンターフィッツジェラルド・アセット・マネジメント

キャンターフィッツジェラルド・アセット・マネジメントのグローバル投資プラットフォームは、

ミューチュアル・ファンド、インターバル・ファンド、上場投資信託（ETF）、個別管理口座、統一管理

口座、非上場REIT、オポチュニティゾーン・ファンド、内国歳入法典第1031条および第721条交換ビーク

ル、その他プライベート投資ビークルなどを通じて富裕層および機関投資家向けに運用する約256億米ド

ル（約４兆1,060億円）（2026年３月31日時点）の資産運用残高で構成されている。

 

オコーナー・オルタナティブ・インベストメンツ・エルエルシー

キャンターフィッツジェラルド・アセット・マネジメントの一部である、オコーナー・オルタナティ

ブ・インベストメンツ・エルエルシーは、新たに設立された法人であり、キャンターフィッツジェラル

ド・エル・ピーの子会社である。投資運用業務は、投資運用会社のマージャー・アービトラージ・チー

ムが行う。オコーナー・オルタナティブ・インベストメンツ・エルエルシーの運用資産総額は、約90億

米ドル（約１兆4,435億円）（2026年３月31日時点）である。

 

 

３　投資リスク

（１）リスク要因

＜訂正前＞

①　リスク要因
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（中略）

EUの空売り規制　空売りおよびクレジット・デフォルト・スワップに関する欧州連合規則（EU）No.

236／2012（委員会委任規則918／2012、919／2012および829／2012ならびに委員会実施規則827／2012

で補足済み）（以下「空売り規則」という。）は、欧州連合（以下「EU」という。）の全ての加盟国

において直接適用されている（すなわち、各国での施行を要しない。）。

（後略）

 

＜訂正後＞

①　リスク要因

（中略）

EUの空売り規制　空売りおよびクレジット・デフォルト・スワップに関する欧州連合規則（EU）No.

236／2012（委員会委任規則918／2012、919／2012および829／2012ならびに委員会実施規則827／2012

で補足済み）（以下「空売り規則」という。）は、EUの全ての加盟国において直接適用されている

（すなわち、各国での施行を要しない。）。

（後略）
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（３）リスクに関する参考情報

「３　投資リスク、（３）リスクに関する参考情報」については、以下の内容に更新されます。
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４　手数料等及び税金

（５）課税上の取扱い

＜訂正前＞

（前略）

（Ａ）日本

2025年10月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。

Ⅰ　ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合

（中略）

（ハ）国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受ける

ファンドの分配金については、20.315％（所得税15.315％、住民税５％）（2038年１月１日以

後は20％（所得税15％、住民税５％））の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。

（中略）

（ニ）日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金（表示通貨ベースの償還金額と元本相当

額との差益を含む。）については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、所

得税のみ15.315％の税率による源泉徴収が日本国内で行われ（一定の公共法人等（所得税法別

表第一に掲げる内国法人をいう。以下同じ。）または金融機関等を除く。）、一定の場合、支

払調書が税務署長に提出される（2038年１月１日以後は15％の税率となる。）。

（ホ）日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合（他のクラスの受益証券に

転換した場合を含む。）は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡益

（譲渡価額から取得価額等を控除した金額（邦貨換算額）をいう。以下同じ。）に対して、源

泉徴収選択口座において、20.315％（所得税15.315％、住民税５％）（2038年１月１日以後は

20％（所得税15％、住民税５％））の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。受益証券の

譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を

選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。

（中略）

Ⅱ　ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合

（中略）

（ハ）国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受ける

ファンドの分配金については、20.315％（所得税15.315％、住民税５％）（2038年１月１日以

後は20％（所得税15％、住民税５％））の税率による源泉徴収が行われる。

（中略）

（ニ）日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金（表示通貨ベースの償還金額と元本相当

額との差益を含む。）については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、所

得税のみ15.315％の税率による源泉徴収が日本国内で行われ（一定の公共法人等を除く。）、

一定の場合、支払調書が税務署長に提出される（2038年１月１日以後は15％の税率とな

る。）。

（ホ）日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合（他のクラスの受益証券に

転換した場合を含む。）は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡益に

対して、源泉徴収選択口座において、20.315％（所得税15.315％、住民税５％）（2038年１月

１日以後は20％（所得税15％、住民税５％））の税率による源泉徴収が行われる。受益証券の

譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告不要を

選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。

（後略）
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＜訂正後＞

（前略）

（Ａ）日本

2026年５月末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。

Ⅰ　ファンドが税法上公募外国公社債投資信託である場合

（中略）

（ハ）国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受ける

ファンドの分配金については、20.315％（所得税15.315％、住民税５％）（2048年１月１日以

後は20.15％（所得税15.15％、住民税５％））の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。

（中略）

（ニ）日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金（表示通貨ベースの償還金額と元本相当

額との差益を含む。）については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、所

得税のみ15.315％の税率による源泉徴収が日本国内で行われ（一定の公共法人等（所得税法別

表第一に掲げる内国法人をいう。以下同じ。）または金融機関等を除く。）、一定の場合、支

払調書が税務署長に提出される（2048年１月１日以後は15.15％の税率となる。）。

（ホ）日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合（他のクラスの受益証券に

転換した場合を含む。）は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡益

（譲渡価額から取得価額等を控除した金額（邦貨換算額）をいう。以下同じ。）に対して、源

泉徴収選択口座において、20.315％（所得税15.315％、住民税５％）（2048年１月１日以後は

20.15％（所得税15.15％、住民税５％））の税率による源泉徴収が日本国内で行われる。受益

証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告

不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。

（中略）

Ⅱ　ファンドが税法上公募外国株式投資信託である場合

（中略）

（ハ）国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、日本の個人受益者が支払を受ける

ファンドの分配金については、20.315％（所得税15.315％、住民税５％）（2048年１月１日以

後は20.15％（所得税15.15％、住民税５％））の税率による源泉徴収が行われる。

（中略）

（ニ）日本の法人受益者が支払を受けるファンドの分配金（表示通貨ベースの償還金額と元本相当

額との差益を含む。）については、国内における支払の取扱者を通じて支払を受ける場合、所

得税のみ15.315％の税率による源泉徴収が日本国内で行われ（一定の公共法人等を除く。）、

一定の場合、支払調書が税務署長に提出される（2048年１月１日以後は15.15％の税率とな

る。）。

（ホ）日本の個人受益者が、受益証券を買戻請求等により譲渡した場合（他のクラスの受益証券に

転換した場合を含む。）は、上場株式等に係る譲渡益課税の対象とされ、受益証券の譲渡益に

対して、源泉徴収選択口座において、20.315％（所得税15.315％、住民税５％）（2048年１月

１日以後は20.15％（所得税15.15％、住民税５％））の税率による源泉徴収が行われる。受益

証券の譲渡損益は申告分離課税の対象となり、税率は源泉徴収税率と同一であるが、確定申告

不要を選択した場合は源泉徴収された税額のみで課税関係は終了する。

（後略）

 

５　運用状況

「５　運用状況」については、以下の内容に更新されます。
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運用実績は、あくまで過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではない。

（１）投資状況

資産別および地域別の投資状況

（2026年４月末日現在）

資産の種類 国　　名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）

普通株式

アメリカ合衆国 190,088,704 97.85

日本 27,591,711 14.20

スウェーデン 98,841 0.05

オランダ 72,660 0.04

ベルギー －66,181 －0.03

小計 217,785,734 112.11

社債 アメリカ合衆国 8,059,681 4.15

SPAC ユニット

（普通株式およびワラント

の組合せ）

アメリカ合衆国 7,249,454 3.73

米国預託証券 アメリカ合衆国 5,574,941 2.87

偶発債権

アメリカ合衆国 2,854,004 1.47

ドイツ 577,059 0.30

小計 3,431,063 1.77

未公開株 アメリカ合衆国 856,491 0.44

外国為替先渡取引

日本 25,278,517 13.01

アメリカ合衆国 －24,861,627 －12.80

小計 416,890 0.21

株式スワップ

ノルウェー 631,497 0.33

ドイツ 193,992 0.10

オランダ 134,247 0.07

スペイン 125,394 0.06

オーストラリア 33,071 0.02

カナダ 20,917 0.01

バミューダ 307 0.00

アイルランド 223 0.00

フランス －3,348 0.00

アメリカ合衆国 －109,820 －0.06

イギリス －168,046 －0.09

イタリア －649,917 －0.33

小計 208,517 0.11

新株引受権 アメリカ合衆国 184,998 0.10

権利 アメリカ合衆国 88,279 0.05

上場投資信託 アメリカ合衆国 －979,864 －0.50

小　　　　　　　計 242,876,185 125.03

現金・その他の資産（負債控除後） －48,616,883 －25.03

合　　　　　　　計

（純 資 産 総 額）

194,259,302

（約31,157百万円）
100.00
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（注）「投資比率」とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。

 

（２）投資資産

①　投資有価証券の主要銘柄

＜普通株式＞ （2026年４月末日現在）

順位 銘柄 国名 種類 業種
数量／

額面

取得金額（米ドル） 時価（米ドル） 投資

比率

（％）単価 金額 単価 金額

１ CHART INDUSTRIES INC
アメリカ

合衆国
普通株式

資本財・

サービス
199,412 203.48 40,576,464 207.90 41,457,755 21.34

２ NORFOLK SOUTHERN CORP
アメリカ

合衆国
普通株式

資本財・

サービス
90,984 284.05 25,843,944 315.83 28,735,477 14.79

３ TOYOTA INDUSTRIES CORP 日本 普通株式
景気連動型

消費財
176,200 127.94 22,542,861 130.47 22,988,479 11.83

４ ELECTRONIC ARTS INC
アメリカ

合衆国
普通株式 テクノロジー 94,799 200.71 19,027,204 202.37 19,184,474 9.88

５
TERNS PHARMACEUTICALS

INC

アメリカ

合衆国
普通株式

景気非連動型

消費財
249,569 52.63 13,135,361 52.93 13,209,687 6.80

６ MASIMO CORP
アメリカ

合衆国
普通株式

景気非連動型

消費財
70,707 177.42 12,544,559 178.43 12,616,250 6.49

７ PENUMBRA INC
アメリカ

合衆国
普通株式

景気非連動型

消費財
37,862 343.65 13,011,329 326.48 12,361,186 6.36

８ KENVUE INC
アメリカ

合衆国
普通株式

景気非連動型

消費財
698,547 17.73 12,383,844 17.53 12,245,529 6.30

９
WARNER BROS DISCOVERY

INC

アメリカ

合衆国
普通株式 通信 441,571 27.62 12,195,762 27.05 11,944,496 6.15

10
CLEARWATER ANALYTICS

HDS-A

アメリカ

合衆国
普通株式 テクノロジー 443,956 24.12 10,708,609 24.20 10,743,735 5.53

11 SOLENO THERAPEUTICS INC
アメリカ

合衆国
普通株式

景気非連動型

消費財
193,672 52.43 10,154,292 52.82 10,229,755 5.27

12 LIBERTY BROADBAND-C
アメリカ

合衆国
普通株式 通信 229,610 68.62 15,756,363 38.49 8,837,689 4.55

13 TOPBUILD CORP
アメリカ

合衆国
普通株式

資本財・

サービス
18,960 463.00 8,778,483 442.70 8,393,592 4.32

14 DIGITALBRIDGE GROUP INC
アメリカ

合衆国
普通株式 金融 506,258 15.56 7,878,604 15.56 7,877,374 4.06

15
BRIGHTHOUSE FINANCIAL

INC

アメリカ

合衆国
普通株式 金融 114,880 64.85 7,449,914 62.26 7,152,429 3.68

16 VALARIS LTD
アメリカ

合衆国
普通株式 エネルギー 64,554 94.77 6,117,830 101.98 6,583,217 3.39

17 SILICON LABORATORIES INC
アメリカ

合衆国
普通株式 テクノロジー 28,747 208.69 5,999,224 217.70 6,258,222 3.22

18 INDUSTRIVARDEN AB-A SHS
スウェー

デン
普通株式 金融 111,084 31.21 3,467,421 52.68 5,851,904 3.01

19 VALARIS LTD
アメリカ

合衆国
普通株式 エネルギー 51,015 95.94 4,894,602 101.98 5,202,510 2.68

20 ATLAS COPCO AB-B SHS
スウェー

デン
普通株式

資本財・

サービス
239,637 12.92 3,094,924 16.76 4,015,690 2.07

21 QORVO INC
アメリカ

合衆国
普通株式 テクノロジー 41,808 85.10 3,557,969 94.22 3,939,150 2.03

22
HISAMITSU PHARMACEUTICAL

CO
日本 普通株式

景気非連動型

消費財
89,000 38.38 3,415,659 38.57 3,432,914 1.77

23 COTERRA ENERGY INC
アメリカ

合衆国
普通株式 エネルギー 85,725 30.30 2,597,389 35.91 3,078,385 1.58

24 COFINIMMO ベルギー 普通株式 金融 28,194 95.99 2,706,372 98.36 2,773,287 1.43

25 ALPHABET INC-CL C
アメリカ

合衆国
普通株式 通信 6,302 323.18 2,036,710 381.94 2,406,986 1.24

26 SSAB AB-A SHARES
スウェー

デン
普通株式 素材 171,626 7.18 1,232,898 8.92 1,531,145 0.79

EDINET提出書類

カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ（アイルランド）リミテッド(E41178)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

 14/159



27
APELLIS PHARMACEUTICALS

INC

アメリカ

合衆国
普通株式

景気非連動型

消費財
34,496 40.34 1,391,563 40.95 1,412,611 0.73

 

＜社債＞ （2026年４月末日現在）

順位 銘柄 国名 種類
利率

（％）

満期

（年/月/日）

数量／

額面

取得金額（米ドル） 時価（米ドル） 投資

比率

（％）単価 金額 単価 金額

１ EDR-VAR-10NOV30
アメリカ

合衆国
社債 0.0 2030/11/10 8,059,681 1.00 8,059,681 1.00 8,059,681 4.15

 

＜米国預託証券＞ （2026年４月末日現在）

順位 銘柄 国名 種類 業種
数量／

額面

取得金額（米ドル） 時価（米ドル） 投資

比率

（％）単価 金額 単価 金額

１
CENTESSA

PHARMACEUTICALS-ADR

アメリカ

合衆国

米国

預託証券

景気非連動型

消費財
99,441 39.44 3,921,593 39.42 3,919,964 2.02

２ CARNIVAL PLC-ADR
アメリカ

合衆国

米国

預託証券

景気連動型

消費財
62,570 24.95 1,560,988 26.45 1,654,977 0.85
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種類別投資比率（全銘柄）  業種別投資比率（全株式）

（2026年４月末日現在）  （2026年４月末日現在）

種類 投資比率（％）  業種 投資比率（％）

普通株式 112.11  資本財・サービス 28.91

社債 4.15  景気非連動型消費財 28.20

SPAC ユニット

（普通株式およびワラントの

組合せ）

3.73

 テクノロジー 19.21

 多角経営 14.32

 金融 8.05

米国預託証券 2.87  通信 6.79

偶発債権 1.77  景気連動型消費財 6.05

未公開株 0.44  分類不能 0.70

外国為替先渡取引 0.21  公益事業 0.00

株式スワップ 0.11  素材 －0.01

新株引受権 0.10  エネルギー －0.12

権利 0.05  合計 112.11

上場投資信託 －0.50    

合計 125.03    

 

②　投資不動産物件

該当事項なし（2026年４月末日現在）。

 

③　その他投資資産の主要なもの

＜外国為替先渡取引＞ （2026年４月末日現在）

購入通貨 購入された通貨の金額 売却通貨 売却された通貨の金額 決済日 時価（米ドル）
投資比率

（％）

日本円 3,948,697,441 米ドル 24,861,627.26 2026年５月29日 25,278,517 13.01
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（３）運用実績

①　純資産の推移

下記会計年度末および2026年４月末日までの１年間における各月末の純資産の推移は、以下の通り

である。

 

米ドル建クラス受益証券

 
純　資　産　総　額 １口当たり純資産価格

千米ドル 百万円 米ドル 円

第１会計年度末

（2019年12月30日）
14,536 2,331 100.41 16,105

第２会計年度末

（2020年12月30日）
134,977 21,649 111.41 17,869

第３会計年度末

（2021年12月30日）
158,141 25,364 112.59 18,058

第４会計年度末

（2022年12月30日）
88,999 14,275 111.95 17,956

第５会計年度末

（2023年12月29日）
65,998 10,585 118.79 19,053

第６会計年度末

（2024年12月30日）
58,427 9,371 122.06 19,577

第７会計年度末

（2025年12月30日）
62,364 10,003 135.31 21,702

2025年５月末日 58,732 9,420 126.94 20,360

６月末日 58,951 9,455 128.19 20,560

７月末日 59,651 9,567 129.57 20,782

８月末日 60,061 9,633 130.47 20,926

９月末日 59,241 9,502 131.62 21,111

10月末日 59,386 9,525 132.50 21,252

11月末日 62,101 9,960 134.13 21,513

12月末日 62,364 10,003 135.31 21,702

2026年１月末日 62,872 10,084 136.78 21,938

２月末日 61,126 9,804 136.67 21,921

３月末日 67,515 10,829 137.23 22,010

４月末日 67,839 10,881 137.89 22,116
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円建（ヘッジなし）クラス受益証券

 
純　資　産　総　額 １口当たり純資産価格

百万円 円

第１会計年度末

（2019年12月30日）
1,262 10,069

第２会計年度末

（2020年12月30日）
21,572 10,669

第３会計年度末

（2021年12月30日）
26,072 12,017

第４会計年度末

（2022年12月30日）
21,518 13,617

第５会計年度末

（2023年12月29日）
17,955 15,551

第６会計年度末

（2024年12月30日）
16,093 17,768

第７会計年度末

（2025年12月30日）
16,006 19,643

2025年５月末日 15,228 16,964

６月末日 15,106 17,133

７月末日 15,563 18,127

８月末日 15,146 17,803

９月末日 15,213 18,064

10月末日 15,720 18,936

11月末日 15,932 19,443

12月末日 16,006 19,643

2026年１月末日 15,637 19,648

２月末日 15,742 19,794

３月末日 15,966 20,215

４月末日 15,827 20,039
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円建（ヘッジあり）クラス受益証券

 
純　資　産　総　額 １口当たり純資産価格

百万円 円

第１会計年度末

（2019年12月30日）
801 10,013

第２会計年度末

（2020年12月30日）
9,603 11,008

第３会計年度末

（2021年12月30日）
11,859 11,073

第４会計年度末

（2022年12月30日）
10,253 10,796

第５会計年度末

（2023年12月29日）
7,588 10,834

第６会計年度末

（2024年12月30日）
5,776 10,523

第７会計年度末

（2025年12月30日）
4,140 11,196

2025年５月末日 4,626 10,748

６月末日 4,574 10,820

７月末日 4,496 10,895

８月末日 4,448 10,936

９月末日 4,456 10,997

10月末日 4,271 11,031

11月末日 4,182 11,143

12月末日 4,140 11,196

2026年１月末日 4,089 11,279

２月末日 3,980 11,245

３月末日 3,963 11,260

４月末日 3,970 11,279
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＜参考情報＞

純資産総額および受益証券１口当たり純資産価格の推移

 

 

②　分配の推移

該当事項なし。
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③　収益率の推移

下記の各会計年度における収益率は、以下の通りである。

米ドル建クラス受益証券

会計年度 収益率

第１会計年度 0.41％

第２会計年度 10.96％

第３会計年度 1.06％

第４会計年度 －0.57％

第５会計年度 6.11％

第６会計年度 2.75％

第７会計年度 10.86％

（注）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ

ａ＝当該会計年度末現在の１口当たり純資産価格（当該会計年度の分配金（税引き前）の合計額を加えた額）

ｂ＝当該会計年度の直前の会計年度末現在の１口当たり純資産価格（分配落ちの額）（ただし、第１会計年度につ

いては当初申込価格（米ドル建クラス受益証券については100米ドル、円建（ヘッジなし）クラス受益証券およ

び円建（ヘッジあり）クラス受益証券については10,000円））

以下同じ。

 

円建（ヘッジなし）クラス受益証券

会計年度 収益率

第１会計年度 0.69％

第２会計年度 5.96％

第３会計年度 12.63％

第４会計年度 13.31％

第５会計年度 14.20％

第６会計年度 14.26％

第７会計年度 10.55％

 

円建（ヘッジあり）クラス受益証券

会計年度 収益率

第１会計年度 0.13％

第２会計年度 9.94％

第３会計年度 0.59％

第４会計年度 －2.50％

第５会計年度 0.35％

第６会計年度 －2.87％

第７会計年度 6.40％
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＜参考情報＞

収益率の推移
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（４）販売及び買戻しの実績

下記会計年度における受益証券の販売および買戻しの実績ならびに下記会計年度末日現在の発行済口

数は以下の通りである。

 

米ドル建クラス受益証券

会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数

第１会計年度
144,767

（144,767）

0

（0）

144,767

（144,767）

第２会計年度
1,211,870

（1,211,870）

145,100

（145,100）

1,211,537

（1,211,537）

第３会計年度
430,400

（430,400）

237,360

（237,360）

1,404,577

（1,404,577）

第４会計年度
45,040

（45,040）

654,630

（654,630）

794,987

（794,987）

第５会計年度
4,090

（4,090）

243,488

（243,488）

555,589

（555,589）

第６会計年度
3,600

（3,600）

80,515

（80,515）

478,674

（478,674）

第７会計年度
19,000

（19,000）

36,780

（36,780）

460,894

（460,894）

（注）（　）の数は、本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。以下同じ。

 

円建（ヘッジなし）クラス受益証券

会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数

第１会計年度
125,299

（125,299）

0

（0）

125,299

（125,299）

第２会計年度
2,069,745

（2,069,745）

173,150

（173,150）

2,021,894

（2,021,894）

第３会計年度
655,885

（655,885）

508,155

（508,155）

2,169,624

（2,169,624）

第４会計年度
192,690

（192,690）

782,053

（782,053）

1,580,261

（1,580,261）

第５会計年度
13,270

（13,270）

438,922

（438,922）

1,154,609

（1,154,609）

第６会計年度
3,888

（3,888）

252,787

（252,787）

905,710

（905,710）

第７会計年度
34,760

（34,760）

125,623

（125,623）

814,847

（814,847）
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円建（ヘッジあり）クラス受益証券

会計年度 販売口数 買戻口数 発行済口数

第１会計年度
79,972

（79,972）

0

（0）

79,972

（79,972）

第２会計年度
855,304

（855,304）

62,930

（62,930）

872,346

（872,346）

第３会計年度
402,380

（402,380）

203,708

（203,708）

1,071,018

（1,071,018）

第４会計年度
63,500

（63,500）

184,820

（184,820）

949,698

（949,698）

第５会計年度
0

（0）

249,285

（249,285）

700,413

（700,413）

第６会計年度
0

（0）

151,541

（151,541）

548,872

（548,872）

第７会計年度
0

（0）

179,080

（179,080）

369,792

（369,792）
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第２　管理及び運営

４　受益者の権利等

（３）本邦における代理人

＜訂正前＞

（前略）

なお、財務省関東財務局長に対するファンド受益証券の募集に関する届出および継続開示に関する代

理人および金融庁長官に関する届出代理人は、

弁護士　三浦　健

弁護士　中野　恵太

東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング

森・濱田松本法律事務所外国法共同事業

である。

 

＜訂正後＞

（前略）

なお、財務省関東財務局長に対するファンド受益証券の募集に関する届出および継続開示に関する代

理人および金融庁長官に関する届出代理人は、

弁護士　中野　恵太

東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング

森・濱田松本法律事務所外国法共同事業

である。
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第３　ファンドの経理状況

「第３　ファンドの経理状況」については、以下の内容に更新されます。

 

１　財務諸表

 

ａ．　ファンドの直近２会計年度の日本文の財務書類は、米国における法令に準拠して作成された原文の財

務書類を翻訳したものである（ただし、円換算部分を除く。）。これは「特定有価証券の内容等の開示

に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第328条第５項た

だし書の規定の適用によるものである。

 

ｂ．　ファンドの原文の財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第

７項に規定する外国監査法人等をいう。）であるアーンスト・アンド・ヤング・リミテッドから監査証

明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報

告書に相当するもの（訳文を含む。）が当該財務書類に添付されている。

 

ｃ．　ファンドの原文の財務書類は米ドルで表示されている。なお、各クラス受益証券の情報に関しては、

それぞれの通貨で表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額について円換算額が併記されて

いる。日本円への換算には、2026年４月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の

仲値（１米ドル＝160.39円）が使用されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
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（１）2025年12月30日終了年度

①　貸借対照表

 

グローバル・Ｍ＆Ａオポチュニティ・ファンド

貸借対照表
（米ドルで表示）

 

2025年12月30日現在

 

（米ドル）  （千円）

資産  

現金および現金等価物 1,643,675  263,629

投資有価証券－公正価値

（取得原価：340,559,246米ドル） 344,843,784
 

55,309,495

デリバティブ資産（取得原価：45,875米ドル） 935,656  150,070

証券業者からの未収金 12,852,468  2,061,407

未収損害賠償請求 744,277  119,375

未収配当金および未収利息 350,650  56,241

その他の資産 173,478  27,824

資産合計 361,543,988  57,988,040

    

負債   

売り渡し有価証券（未買戻し）－公正価値

（売値：100,033,150米ドル） 102,920,882
 

16,507,480

デリバティブ負債 88,647  14,218

買戻未払金 1,253,034  200,974

証券業者への未払金 65,209,598  10,458,967

オコーナー・オルタナティブ・インベストメンツ・

エルエルシーへの未払金 482,045
 

77,315

未払分配金および未払利息 69,544  11,154

未払費用およびその他の負債 350,940  56,287

負債合計 170,374,690  27,326,397

    

純資産 191,169,298  30,661,644

    

    

受益証券１口当たり純資産価格  

円建（ヘッジなし）クラス

（発行済口数814,847口を基準とする） 19,643円  

円建（ヘッジあり）クラス

（発行済口数369,792口を基準とする） 11,196円  

米ドル建クラス（発行済口数460,894口を基準とする） 135.31米ドル  21,702円

 

 

注記を参照のこと。
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②　損益計算書

 

グローバル・Ｍ＆Ａオポチュニティ・ファンド

損益計算書
（米ドルで表示）

 

2025年12月30日終了年度

 

（米ドル） （千円）

 

投資有価証券、デリバティブ取引および為替に係る  

実現および未実現損益

投資有価証券および為替に係る実現純利益 19,187,422  3,077,471

デリバティブ取引および為替に係る実現純利益 492,956 79,065

投資有価証券および為替に係る未実現評価損益の純変動額 5,767,109 924,987

デリバティブ取引および為替に係る未実現評価損益の純変動額 560,746 89,938

投資有価証券、デリバティブ取引および為替に係る純利益 26,008,233 4,171,460

    

投資収益  

利息 4,748,399 761,596

配当金（源泉徴収税543,504米ドル控除後） 2,201,896 353,162

投資収益合計 6,950,295 1,114,758

    

費用  

利息 4,438,079  711,823

分配金 1,525,459 244,668

管理報酬（注記３） 2,155,644 345,744

成功報酬（注記３） 3,558,830 570,801

販売報酬 978,408  156,927

その他の費用 932,477 149,560

費用合計 13,588,897 2,179,523

    

投資純損失 (6,638,602) (1,064,765)

    

運用による純資産の純変動 19,369,631 3,106,695

    

 

注記を参照のこと。
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グローバル・Ｍ＆Ａオポチュニティ・ファンド

純資産変動計算書
（米ドルで表示）

 

2025年12月30日終了年度

 

（米ドル） （千円）

運用

　　投資純損失 (6,638,602) (1,064,765)

　　投資有価証券および為替に係る実現純利益 19,187,422 3,077,471

　　デリバティブ取引および為替に係る実現純利益 492,956 79,065

　　投資有価証券および為替に係る未実現評価損益の純変動額 5,767,109 924,987

　　デリバティブ取引および為替に係る未実現評価損益の純変動額 560,746 89,938

　　運用による純資産の純変動 19,369,631 3,106,695

    

資本取引  

　　円建（ヘッジなし）クラスの発行 3,979,772 638,316

　　米ドル建クラスの発行 2,516,720 403,657

　　円建（ヘッジなし）クラスの買戻し (15,023,538) (2,409,625)

　　円建（ヘッジあり）クラスの買戻し (12,832,377) (2,058,185)

　　米ドル建クラスの買戻し (4,698,512) (753,594)

　　資本取引による純資産の純変動 (26,057,935) (4,179,432)

    

純資産の純変動 (6,688,304) (1,072,737)

期首現在の純資産 197,857,602 31,734,381

期末現在の純資産 191,169,298 30,661,644

    

 

注記を参照のこと。
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グローバル・Ｍ＆Ａオポチュニティ・ファンド

キャッシュ・フロー計算書
（米ドルで表示）

 

2025年12月30日終了年度

 

（米ドル） （千円）

運用活動  

運用による純資産の純変動 19,369,631 3,106,695

運用による純資産の純変動を運用活動から得た

現金純額に一致させるための調整：
 

投資有価証券の購入 (757,281,374) (121,460,360)

投資有価証券の売却手取額 605,865,487 97,174,765

売り渡し有価証券（未買戻し）の借入れ (106,092,149) (17,016,120)

売り渡し有価証券（未買戻し）の売り付け 160,813,817 25,792,928

デリバティブ取引の純決済額 487,465 78,185

投資有価証券に係る実現純利益 (17,679,888) (2,835,677)

投資有価証券に係る未実現評価損益の純変動 (5,894,836) (945,473)

デリバティブ取引に係る実現純損失 (492,956) (79,065)

デリバティブ取引に係る未実現評価損益の純変動 (560,746) (89,938)

資産および負債の変動：    

証券業者からの未収金 59,337,668  9,517,169

未収損害賠償請求 47,296 7,586

未収配当金および未収利息 (258,043) (41,388)

その他の資産 (96,428) (15,466)

証券業者への未払金 65,209,598 10,458,967

オコーナー・オルタナティブ・インベストメンツ・

エルエルシーへの未払金 121,181 19,436

未払分配金および未払利息 (23,342) (3,744)

未払費用およびその他の負債 (24,698) (3,961)

運用活動から得た現金純額 22,847,683 3,664,540

    

財務活動  

発行 6,496,492 1,041,972

買戻し (33,063,717) (5,303,090)

財務活動に支出した現金純額 (26,567,225) (4,261,117)

    

現金および現金等価物の純変動 (3,719,542) (596,577)

期首現在の現金および現金等価物 5,363,217 860,206

期末現在の現金および現金等価物 1,643,675 263,629

    

キャッシュ・フロー情報の補足の開示    

払込済利息 4,446,453  713,167

 

注記を参照のこと。
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グローバル・Ｍ＆Ａオポチュニティ・ファンド

財務書類に対する注記

2025年12月30日終了年度

 

１．組織

グローバル・Ｍ＆Ａオポチュニティ・ファンド（以下「ファンド」という。）は、ケイマン諸島で設立

され、ケイマン諸島の信託法に基づき登録され、2019年12月６日より運用を開始した免除トラストであ

る。ファンドは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法に基づいて登録されている。ファンドの投

資目的は、一貫して高度にリスク調整されたファンドの資産の価値の上昇を実現することである。主とし

て、公表された合併、買収または支配権争奪に関与する団体の有価証券に対する投資（当該有価証券を売

付けることによるものを含む。）を通じて、ファンドは、その投資目的を達成することを追求するが、管

理会社の意見において、魅力的な機会が存在する場合、ファンドは、他の種類の再編または企業事象に関

与する団体に対する投資も行うことがある。

2025年11月30日までの期間において、ファンドの投資顧問は、デラウェアの有限責任会社であり、1940

年投資顧問法（改正済）に基づく投資顧問会社として米国証券取引委員会に登録されているUBSアセット・

マネジメント（アメリカス）エルエルシー（以下「UBS AMアメリカス」という。）であった。UBS AMアメ

リカスはUBSグループ・エイ・ジー（以下「UBS」という。）の完全所有子会社であり、その組織構造内部

において、オコーナーは別個の事業部門として位置付けられていた。UBS AMアメリカスは、その関連会社

の人員を利用し、または一若しくは複数の関連会社を副投資顧問会社として起用して、ファンドの特定の

資産に関する投資助言を提供する権限を有していた。2025年11月30日までの期間において、ファンドの管

理会社は、アイルランドで設立された非公開有限責任会社であるUBSファンド・マネジメント（アイルラン

ド）リミテッドであった。

2025年12月１日付で、UBS AMアメリカスは、キャンター・フィッツジェラルドのアセット・マネジメン

ト部門内に新たに設立された法人であるオコーナー・オルタナティブ・インベストメンツ・エルエルシー

に対し、ファンドの投資運用業務を移管した。その結果、2025年12月１日より、（ⅰ）オコーナー・オル

タナティブ・インベストメンツ・エルエルシーがファンドの投資運用会社（以下「投資運用会社」とい

う。）として任命され、（ⅱ）UBS AMアメリカスはファンドの副投資顧問会社として任命され、（ⅲ）

カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ（アイルランド）リミテッドがファンドの管理会社とし

て任命された。投資運用会社への言及は、当該役割がオコーナー・オルタナティブ・インベストメンツ・

エルエルシーに移管されるまでの間はUBS AMアメリカスを指すものとし、またUBS AMアメリカスの取引お

よび方針・手続はオコーナー・オルタナティブ・インベストメンツ・エルエルシーに承継された。投資運

用会社は、1940年投資顧問法（改正済）に基づく投資顧問会社として米国証券取引委員会に登録されてい

る。当該取引に関する売買契約に従い、オコーナー事業部門の投資チームおよび一定のリソースは段階的

に投資運用会社に移行することとなっており、当該移行期間中、投資運用会社およびUBS AMアメリカス

は、当該人員が引き続きファンドに関する支援および投資運用サービスを提供するための一定の契約を締

結している。

ファンドの受託会社であるAFSコントロールド・サブシディアリー３・リミテッドは、ケイマン諸島で適

式に設立され、有効に存続する会社であり、MUFGオルタナティブ・ファンド・サービシズ（ケイマン）リ

ミテッドの（ケイマン諸島の銀行および信託会社法（改訂済）において意味するところによる）「被支配

子会社」としてケイマン諸島金融庁に登録されている。MUFGオルタナティブ・ファンド・サービシズ（ケ

イマン）リミテッドは、適式に設立され、有効に存続する会社であり、銀行および信託会社法の条項に

従って信託業務をおこなう免許を受けている。

ファンドの管理事務代行会社は、MUFGオルタナティブ・ファンド・サービシズ（アイルランド）リミ

テッドである（以下「管理事務代行会社」という。）。管理事務代行会社は、ファンドの帳簿および記録
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の維持を含む一定の管理事務代行業務をファンドに提供し、ファンドの受益証券の登録事務代行会社とし

て役割を果たす。

 

２．重要な会計方針の要約

投資運用会社は、ファンドの構造、目的および活動について評価し、投資会社としての特徴に合致して

いると判断した。よって、当該財務書類は、会計基準編纂書（以下「ASC」という。）第946号「金融サー

ビス－投資会社」に記載されるガイダンスを適用した。以下は、財務書類を作成する際に使用された重要

な会計方針および報告基準の概要である。

見積りの使用

本財務書類は、米国において一般に認められている会計原則（以下「GAAP」という。）に基づいて作成

されている。財務書類の作成にあたり、財務書類および添付の注記の金額に影響を与える見積りおよび条

件設定が経営陣に要求される。実際の結果は、かかる見積りとは異なることがある。

投資取引

売り渡し有価証券（未購入）を含む投資取引は、約定日ベースで計上される。配当金は配当権利落ち日

に認識され、利益は発生時に計上される。有価証券取引の実現損益は先入先出法による原価法により計上

される。

ファンドは通常、デリバティブ契約の満了、終了またはデリバティブ取引の決済時に実現損益を計上す

る。

金融商品の公正価値

ASC第820号「公正価値による測定」は、財務報告のための公正価値の定義を明確にし、公正価値測定に

使用される枠組みを確立し、公正価値測定についての開示規定を強化する。投資運用会社は、評価技法の

優先順位に基づいて、ファンドの金融資産を３段階の公正価値階層に分類した。評価階層は、測定日現在

の金融資産または負債の評価額に対するインプットが観察可能かどうかに基づいている。金融商品の評価

階層における分類は、公正価値測定に重要なインプットの最も低い段階に基づく。

公正価値階層の３つの段階は、以下の通りである。

第１段階 － 評価方法へのインプットは、活発な市場における同一の資産または負債の公表価格（調

整前）である。

第２段階 － 評価方法へのインプットには、活発な市場における類似の資産および負債の公表価格、

および資産または負債に関して直接または間接的に観察可能なインプットが含まれる。

第３段階 － 評価方法へのインプットは観察不可能であり、公正価値測定にとって重要である。これ

には、資産または負債に関する市場活動が、もしあったとしても、ほとんど存在しない

状況が含まれる。

公正価値とは、測定日における市場参加者間の秩序ある取引において、資産の売却により受け取る、ま

たは負債の譲渡により支払うであろう価格である。公正価値は、入手可能な場合には、観測可能な市場価

格またはパラメータに基づいているか、あるいは、市場標準モデルを用いた価格またはパラメータから算

出されている。これらの評価モデルには、一定レベルの推計と判断が含まれており、そのレベルは商品ま

たは市場の価格透明性と商品の複雑性によって決まる。公正価値で計上された資産および負債は、上述の

とおり、その価値を測定するために使用されたインプットに関連する判断の水準に基づいて、開示目的上

分類される。

観察可能なインプットの入手の可能性は、金融資産または負債によって変化し得るものであり、たとえ

ば商品の種類や、商品が新規なのか、活発な取引所で取引されているのか、流通市場で取引されているの

か、現在の市況等、多種多様な要因に影響される。評価が市場においてよりほとんど観測可能でないかま

たは観察不可能なモデルまたはインプットに基づいている限りにおいて、公正価値の決定は、より多くの

判断を必要とする。したがって、公正価値の算定において投資運用会社が行使した判断の度合いは、第１

段階に分類された資産および負債が最も小さく、第３段階に分類された資産および負債が最も大きいもの
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となる。公正価値の測定に使用されるインプットは、一定の場合、公正価値階層の複数の異なる段階に入

ることがある。

評価プロセスは、受託会社が承認した投資運用会社の評価方針および手続き（以下「評価方針」とい

う。）によって管理されている。評価方針は、すべての投資対象の評価を管理し、以下に述べる各投資タ

イプごとの評価指針および価格設定会議を規定している。さらに、評価方針は、評価委員会（以下「評価

委員会」という。）を設定する。評価委員会メンバーには、投資運用会社の法務チーム、コンプライアン

スチーム、ポートフォリオ会計チーム、評価チーム、市場リスク管理チームの代表者が含まれる。評価委

員会は、特に、評価方針の遂行について責任を負う。評価委員会は、必要と判断した場合、受託会社に問

題を上申する。また、評価委員会は、あらゆる新たな投資タイプおよび、未公開証券または観察不可能な

インプットに基づいて評価が行われる有価証券への投資に対して実施される評価方法についても、検討

し、承認する。評価委員会の投票権を持つメンバーは、資産管理グローバル評価チームの代表が議長を務

める非投資チームの人物であるが、評価委員会は、その結論に達する際に投資チームの人物から意見を得

ることができる。投資運用会社のポートフォリオ会計チームは、ファンドの管理事務代行会社の代表者が

出席する月次評価会議を開催し、評価プロセスおよび独立した情報源から著しく乖離する評価について話

し合う。これらの項目が解決できない場合は、適宜、評価委員会に上程される。

投資運用会社は、ファンドのすべての資産および負債の評価について責任を負う。管理事務代行会社は

また、評価方針に定義されるとおり、すべての資産および負債について独立したレビューを実施する。評

価方法に変更があった場合は、管理事務代行会社と評価委員会がレビューする。重要な変更があれば、受

託会社がレビューし、承認する。

評価委員会に加えて、投資運用会社は事前承認を必要とする取引に関する委員会（以下「TRPA委員会」

という。）を設置した。この委員会は、ポートフォリオ会計、税務、評価、法務、コンプライアンス、市

場リスク管理および情報技術を含む投資運用会社の内部管理チームの代表者で構成される。TRPA委員会お

よび他の下部ワーキング・グループの検討事項として、取引に先立つ新しい商品タイプの承認と、休眠商

品タイプの年次評価が行われる。休眠状態になった商品タイプは、取引に先立ってTRPA委員会の再承認が

必要となるであろう。TRPA委員会は、当該商品の公正価値の決定に使用する関連価格モデルまたは価格情

報源を評価し、評価方法について合意する。また、投資運用会社のポートフォリオ会計チームは、毎日の

損益報告をレビューし、投資評価の妥当性を評価するのに役立つように重大な変更を分析する。また、一

部の流動性の低い投資対象については、古いプライシングの見直しや価格のバック・テスティングを実施

し、その結果の概要が四半期ごとに評価委員会に報告され、レビューされる。

以下は、公正価値で測定される金融商品に使用される評価方法の説明であり、前記の評価階層に従った

当該金融商品の一般的な分類が含まれる。以下に開示されている評価方法は一般的なガイドラインであ

り、実際の評価方法は、最も適切な公正価値評価を提供するために、商品ごとに異なる可能性がある。こ

れらの金融商品の未実現評価損益の純変動額は、損益計算書に反映される。

上場商品および非上場商品

一般的に、証券取引所に上場されている金融商品の公正価値は、当該金融商品が売買されている主たる

取引所における最終の売却価格またはその日の公表終値によって決定される。上場されている普通株式の

公正価値は、この方法で決定される。上場投資信託の公正価値は、終値の公式な複合体によって決定され

る。上場オプションおよびワラントは、規制のある取引所で取引されている基準デリバティブ取引（以下

「デリバティブ」という。）を表している。米国以外の取引所で取引されているオプションおよびワラン

トの公正価値は、その商品が取引されている取引所の相場の決済価格によって決定される。米国の上場オ

プションおよびワラントの公正価値は、取引所の仲値によって決定される。上場普通株式、投資信託、オ

プションおよびワラントは、通常、公正価値階層の第１段階に分類される。

取引所外で取引され、証券業者により活発に提示されている証券は、一般的に公正価値階層の第２段階

に分類される。公表されることがほとんどないか、または価格決定ソースが公正価値を表すとみなされな

い場合には、投資運用会社が実施する分析など他のインプットおよび仮定を、公正価値階層の第３段階に
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当該証券を分類する可能性のある評価に使用することがある。通常、非上場商品の公正価値は、市場アプ

ローチ、収益アプローチまたは資産基準のアプローチに基づいている。投資運用会社は、当該有価証券の

費用、当該投資に係る未払利息および未払配当金、割引率、類似の上場有価証券の公正価値、支配力不足

に係る割引、市場性の欠如に係る割引、当該有価証券の取得以降の開発および評価に関連するその他の要

素を考慮することがある。また、投資運用会社は、第三者機関の評価代理人によって提供された独立した

評価を受けることができる。

債券

債券の公正価値は、市場価格、証券業者の気配値、外部の価格提供者または妥当な価格透明性のあるそ

の他の価格情報源を用いて決定される。市場価格に基づいて評価される債券の種類には、世界中の政府に

より保証される債券が含まれる。これらの債券は、通常、公正価値階層の第１段階に分類される。上述の

市場ほど活発ではないと考えられる市場で取引されているが、市場価格、証券業者の気配値、外部の価格

提供者または妥当な価格透明性のあるその他の価格情報源に基づいて評価されている債券には転換社債お

よび社債が含まれる。このような債券は通常、公正価値階層の第２段階に分類される。債券価格がほとん

ど提示されない場合、または価格決定情報源が公正価値を表すとみなされない場合には、投資運用会社が

実施する分析など他のインプットおよび仮定を、公正価値階層の第３段階に当該証券を分類する可能性の

ある評価に使用することがある。

店頭デリバティブ

店頭デリバティブの公正価値は、通常、取引相手方の相場に加え、観察可能な市場データに基づくイン

プットまたは観察可能な市場データによって裏付けられたインプットを使用した市場標準定量価格モデル

を使用して決定される。適切なモデルが、当該商品に固有の契約条項および特定のリスクに基づいて選択

される。評価モデルには、デリバティブの条件、観測可能な市場価格、金銭の時間的価値、信用スプレッ

ド、イールド・カーブ、ボラティリティの測定を含む（ただし、これらに限られない。）さまざまなイン

プットが必要である。ある種のスワップのように、流動性のある市場で取引される店頭デリバティブにつ

いては、一般的にモデルのインプットを検証・観察することができ、またモデルの選択は投資運用会社に

よる重要な判断を必要としない。また、これらのモデル評価は、取引の相手方または独立の当事者によっ

て提示された相場価格と比較することによって検証される。ファンドは、店頭オプション、ワラントおよ

び差金決済取引を行う。これらの金融商品への重要なインプットは、一般的に市場で観察可能なインプッ

トによって確認できるため、これらの金融商品は、通常、公正価値階層の第２段階に分類される。これら

の商品の中には、頻繁に取引されず、そのため価格形成の透明性がほとんどないかまたは全くないこと、

または評価モデルへの重要なインプットの最低レベルが容易に観察できないものがあることから、公正価

値階層の第３段階に分類されるものもある。

ファンドの機能通貨は米ドルであるが、ファンド受益証券の一部は円建てである。円建（ヘッジあり）

クラス受益証券については、外貨建の受益証券の純資産価額の変動を最小限に抑えるため、ファンドは管

理事務代行会社の関連会社と先渡為替取引を締結する。先渡為替取引の公正価値は、個々の取引について

の価格を算出するため、入手可能なさまざまな先渡通貨決済についての独立した仲値およびそれらの決済

日の間の補間的な価額を入手することにより決定される。これらの取引は、通常、公正価値階層の第２段

階に分類される。

階層別内訳

以下の表は、2025年12月30日現在の階層ごとの金融商品の公正価値を示している。

 

  第１段階

（米ドル）

 第２段階

（米ドル）

 第３段階
１

（米ドル）

 合計

資産         

         

投資有価証券：         

普通株式  320,234,709  10,904,233  276,462  331,415,404
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転換社債  －  3,145,195  －  3,145,195

社債  －  8,680,851  －  8,680,851

非上場株式  －  1,563,524  38,810  1,602,334

投資有価証券合計  320,234,709  24,293,803  315,272  344,843,784

         

デリバティブ取引：         

上場オプション

およびワラント

 

107,113  －  －  107,113

店頭取引オプション

およびワラント

 

－  1,258  －  1,258

差金決済取引  －  1,149,551  －  1,149,551

デリバティブ取引合計  107,113  1,150,809  －  1,257,922

資産合計  320,341,822  25,444,612  315,272  346,101,706

         

負債         

         

売り渡し有価証券（未買戻し）：        

普通株式  102,615,045  －  －  102,615,045

上場投資信託  305,837  －  －  305,837

売り渡し有価証券

（未買戻し）合計

 

102,920,882  －  －  102,920,882

         

デリバティブ取引：         

上場オプション

およびワラント

 

－  23,238  －  23,238

差金決済取引  －  387,675  －  387,675

デリバティブ取引合計  －  410,913  －  410,913

負債合計  102,920,882  410,913  －  103,331,795

１ 　 第３段階の投資は、ファンドにおいて重要とみなされなかった。

 

金融商品に関するより詳細な情報については、要約投資有価証券明細表を参照のこと。上表の差金決済

取引の残高は、取引先との相殺前の階層ごとの総額を基準として報告している。デリバティブ・ネッティ

ングに関する詳細は注記６を参照のこと。

現金および現金等価物

現金は、管理事務代行会社の関連会社で保有されている資金で構成されている。ファンドは、当該勘定

で損失を被ったことはなく、当該勘定で重大な信用リスクの影響を受けているとは考えていない。現金等

価物には、既知の金額の現金へ容易に換金可能であり、当初の満期が３か月以内であり、十分な信用の質

がある流動性の高い短期投資が含まれる。現金等価物は、投資目的ではなく、短期的な流動性要件を満た

すために保有されている。2025年12月30日現在、ファンドは現金等価物を保有していない。2025年12月30

日現在、ファンドは制限付現金および制限付現金等価物を保有していない。

証券業者からの未収金および証券業者への未払金

証券業者からの未収金および証券業者への未払金は、未収・未払手数料、未決済の受取債権および支払

債務の純額、外貨残高、現金、外貨、証拠金残高およびかかる証券業者で保有する担保に関する正味未実

現損益を含む。ファンドは、同一のマスター・ネッティング契約のもとで同一の取引相手方との間で実行

される正味デリバティブ・ポジションに関して認識される公正価値と、現金担保受取債権および支払債務

に対して認識される公正価値の金額を相殺しないことを選択した。証拠金残高は、ファンドの有価証券の

一部と証券業者が保有する現金残高によって担保されている。証拠金の借方残高に対して、ファンドは、

所定の指標金利とスプレッドに基づく変動金利を負担する。特定の有価証券への投資は、一定の制限のも

と、証券業者が有価証券を売却または再提供することができる条件で証券業者に差し入れられている。売
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却された有価証券に関連する証券業者の現金および有価証券のうち、まだ購入されていないものについて

は、その証券が購入されるまで一部制限される。

以下の表は、貸借対照表における証券業者からの未収金および証券業者への未払金の内訳を示してい

る。
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 証券業者からの未収金

（米ドル）

 証券業者への未払金

（米ドル）

未決済取引 －  (4,371,627)

差入担保現金 5,261,727  －  

証券業者からの未収金／

（証券業者への未払い金）純額 7,590,741  (60,837,971)
 

合計 12,852,468  (65,209,598) 

 

税金

現在、ケイマン諸島の政府によって課せられているインカム・ゲイン税またはキャピタル・ゲイン税は

ない。ファンドが支払う税金は、一定の投資収益に適用される源泉徴収税と、特定の管轄区域における

キャピタルゲイン税のみである。2025年12月30日終了年度について、本財務書類にその他の税負債または

税費用は計上されていない。

ASC第740号「法人税」は、財務書類において不確実な法人税の取扱いをどのように認識、測定、表示お

よび開示すべきかを規定している。ファンドは、ファンドの確定申告作成にあたり実施されるまたは実施

予定の法人税の取扱いについて、適切な税務当局により法人税の取扱いが「どちらかといえば」肯定され

るかどうか決めるために評価を行った。すべての重要な税務管轄地域および調査の対象となるオープン・

タックス・イヤーについてのこうした分析に基づき、重要な法人税の取扱いはすべて、「どちらかといえ

ば」の基準を満たすとされた。したがって、利息または制裁金を含むいかなる追加の税金費用も2025年12

月30日終了年度については計上されなかった。ファンドが利息および制裁金を計上する必要がある場合に

は、それらは損益計算書の支払利息およびその他費用にそれぞれ含まれる。

一般的に、ファンドが事業を行う管轄地域の税務当局は、確定申告が行われた日または証券取引が発生

した日から各期間内に、確定申告または証券取引の調査を開始することができる。よって、特定の確定申

告または証券取引は、引き続き調査の対象である。

外貨換算

ファンドの機能通貨は米ドルである。米ドル以外の通貨建の資産および負債は、独立の値付機関により

報告される為替レートの仲値で米ドルに換算される。米ドル以外の通貨建の投資有価証券の購入および売

却ならびに収益および費用は、当該取引日の為替レートでそれぞれ換算されている。当該換算から生じる

損益は、損益計算書の実現および未実現損益に含まれる。

最近公表された会計基準

2022年６月、FASBは、会計基準更新（ASU）第2022-03号「公正価値測定（トピック820）：契約上の売却

制限が付された持分証券の公正価値測定」を公表した。この改訂は、契約上の売却制限は持分証券の公正

価値を測定する際に考慮されるべきでないことを明確にし、企業が契約上の売却制限を別個の会計単位と

して認識することを禁じている。ASUの改訂は、ファンドに対して2024年12月15日以降に発効する。ファン

ドは、この新会計基準を採用し、その影響を評価した結果、ファンドの財務書類および関連する開示に重

要な影響を与えないものと判断している。

 

３．報酬

管理報酬

英文目論見書に定義されるとおり、投資運用会社には管理報酬が毎月後払いで支払われる。管理報酬

は、買戻しおよび成功報酬に先立ち、ファンドの純資産価額の年率1.10パーセントで計算される各暦日現

在で発生する。投資運用会社の関連会社が保有する受益証券は、管理報酬を一切負担しない。

成功報酬

英文目論見書に定義されるとおり、投資運用会社は、円建（ヘッジなし）クラス受益証券、円建（ヘッ

ジあり）クラス受益証券および米ドル建クラス受益証券に関する新規利益の15パーセントに相当する月次
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成功報酬を得る。成功報酬は各営業日に発生し、各暦月の最終営業日および受益証券の月内の買戻しまた

は譲渡時に支払われる。成功報酬は、該当する受益証券のクラスが表示されている通貨で計算され、報告

される。円建（ヘッジなし）クラス受益証券および円建（ヘッジあり）クラス受益証券に関しては、各成

功報酬は、かかる成功報酬を計算する対象期間におけるファンドの米ドル建て資産に関する為替レートの

変動による当該受益証券の純資産価額への影響を一切考慮せずに計算される。さらに、円建（ヘッジあ

り）クラス受益証券に関しては、成功報酬は、為替ヘッジに関する費用、損失を考慮に入れずに計算され

る。投資運用会社の関連会社が保有する受益証券は、いかなる成功報酬も負わない。

 

４．関連当事者

投資運用会社の関連会社であるUBSインベストメント・バンクは、ファンドの執行ブローカーおよびプラ

イム・ブローカーのひとつである。2025年12月30日終了年度において、ファンドにUBSインベストメント・

バンクとの投資取引に係る手数料およびその他手数料は発生しなかった。

一定の委託売買契約では、投資運用会社およびその関連会社が、ファンドおよびその他の関連ファンド

から支払われる仲介手数料に関連するソフトダラー・クレジットを受け取ることを定めている。当該クレ

ジットは、投資運用会社が、提供されるであろう調査および関連サービスのために使用することができ、

証券業者に対して支払われる。ソフトダラー・クレジットの使用によって投資運用会社が取得した調査

サービスは、ファンドまたは投資運用会社が管理するその他のファンドの利益のために利用することがで

きる。

オコーナー・オルタナティブ・インベストメンツ・エルエルシーに対する債務は、未払管理報酬および

未払成功報酬である。

 

５．リスク管理

ファンドは、その投資およびデリバティブ金融商品の価値変動を伴う市場リスクならびに取引相手方が

契約不履行に陥った場合の評価損から生じる信用リスクの影響を受ける。投資運用会社は、ファンドの市

場リスクおよび信用リスクの管理および監視において積極的な役割を果たし、正式な管理手続きを定めて

おり、これらは継続的にレビューされる。

投資運用会社は、投資運用会社およびその関連会社全体に渡る異なる分野の上級職員で構成される投資

リスク委員会を選任している。投資リスク委員会は定期的に開催され、リスク・マネージャーおよびリス

ク・コントロールによって実施された分析に基づいて、市場リスクおよび信用リスクに対するファンドの

潜在的なエクスポージャーを検討する。

市場リスク

投資運用会社は、個別ポジションおよびファンドの総額ポートフォリオのリスクパラメーターおよび予

想ボラティリティを監視する。さらに、投資運用会社は、各投資のリスクおよび利点の特徴を定期的に評

価したうえで、選択的かつ動的にポジションの規模設定を行い、ポートフォリオのリスクを制御すること

を目指す。定期的な値洗いポートフォリオのモニタリングは、投資運用会社が投資を監視するのに役立

つ。投資運用会社はまた、システミック・ポートフォリオ・リスク、および個々のポジション固有のリス

クを特定し、ヘッジするために独自の統計的モデルを開発し、使用している。投資運用会社は、一般的

に、認識される高付加価値のリスク・エクスポージャーに帰属するファンドのリターンの割合を高めるこ

とを目的として、一定のポートフォリオ・リスクのヘッジに努めているが、ファンドのポジションに内在

するすべての市場リスクまたはその他のリスクのヘッジを試みるものではない。

売り渡し有価証券（未買戻し）は、特定の金融商品を契約した価格で引き渡すというファンドの債務を

表し、その結果、市場で金融商品を時価で購入するコミットメントを生じる。したがって、売り渡し有価

証券（未買戻し）の売却を満たすファンドの最終的な債務は、貸借対照表で認識される金額を超えること

がある。
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例えば、渡航制限、閉鎖された国境、検疫、サプライチェーンの中断、消費者需要の低下、保護主義貿

易政策の増加、世界経済の成長の鈍化、貿易紛争のリスクおよび一部の国際貿易協定の変更の可能性な

ど、地域的および全世界的な感染症の拡大に関連するリスクは、当期中、ファンドが保有する投資に影響

を及ぼしており、今後においても現時点では予見できない方法で多くの国の経済に引き続き影響を及ぼ

し、ファンドが投資する市場に悪影響を及ぼす可能性がある。

信用リスク

ファンドのポジションは、現金、証券業者からの未収金およびデリバティブ資産を含むすべて、証券業

者、取引相手方およびその他の金融機関に保有されている。これらの当事者が債務を履行できない場合、

ファンドは信用リスクを負う。ファンドがこれらの企業と取引関係を結んだ結果、ファンドは一定の証券

業者に信用リスクを著しく集中させる可能性がある。ファンドがデリバティブまたは合成商品（CFD）に投

資する限度において、あるいはそれが店頭取引に影響する範囲において、ファンドは、取引相手方に関す

る信用リスクを負い、決済不履行のリスクも負うことがある。投資運用会社は、このリスクを最小限に抑

えるために、日次の証拠金モニタリングおよび管理手順を採用し、エクスポージャーレベルを監視してい

る。投資運用会社は、複数の事業体と取引を行い、より高い信用格付けの取引相手方に取引量を割り当て

ることにより、トレーディング活動に付随する信用リスクの分散を図っているが、その努力が成功する保

証はない。さらに、投資運用会社は、柔軟性を維持するために、可能な場合には複数の取引相手方にわ

たって活動を維持しようとする。投資運用会社の目標は、営業リスク、取引相手方信用リスク、取引相手

方決済リスクおよび金融リスクのバランスをとることである。さらに、取引相手方の信用リスクを軽減す

るためのマスター・ネッティング取引の使用に関する詳細については、注記６を参照のこと。

このような関係を日々監視すること以外にも、これらの関係はさまざまな契約によって支配されてい

る。一般的に、これらの契約は、店頭契約に関する国際スワップデリバティブ協会（以下「ISDA」とい

う。）の契約のような業界標準の契約である。これらの契約は、各当事者の基本的な権利、責任および義

務を定めたものである。これらの契約には、金融取引条件ならびに解約および債務不履行時の条項に関す

る情報も含まれている。ファンドの取引戦略は、これらの契約の存在に依拠している。ファンドの契約相

手方は、通常、個別の取引または契約全体を終了させることができる複数の特定事象を有している。これ

らの事象は一般的に、特定期間における運用資産の減少または一定の基準値を下回るパフォーマンスに最

も関連している。万一、「トリガーイベント」が発生した場合、取引相手方は個々の取引または契約全体

を終了させる権利を有しており、ファンドのポートフォリオに重大な影響を及ぼすことがある。ファンド

は、2025年12月30日終了年度について、いかなるトリガーイベントの発生も認識していない。特定のス

ワップ契約には、追加の担保を差し入れるか、特定の信用リスク関連事象が発生した時点で直ちに負債残

高を決済することをファンドに要求する条項が含まれている。

ファンドは、転換社債、社債および国債に投資している。そのような投資が売却または満期になるま

で、ファンドは、債券の期日到来時に発行体が債務を履行するかどうかに関連する信用リスクの影響を受

ける。

為替リスク

ファンドは、資産の一部を米ドル以外の通貨または米ドル以外の通貨建ての金融商品に投資することが

あり、その価格は米ドル以外の通貨を参照して決定される。しかし、ファンドは、有価証券およびその他

の資産を米ドルで評価している。ファンドは通常、外貨エクスポージャーの全部または一部をヘッジする

ことを目指している。ファンドの投資がヘッジされていない場合、ファンドの資産の価値は、米ドルの為

替相場ならびに様々な地域市場および通貨におけるファンドの投資の価格変化に伴って変動する。

 

６．デリバティブ取引

ファンドは通常の業務において、トレーディング目的でデリバティブ取引を行っている。デリバティブ

は、取引所取引または店頭取引のいずれかである。取引所で取引されるデリバティブは、規制された取引

所で取引される標準的な契約である。店頭取引は、取引相手方との間で締結される特定の契約である。店
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頭契約と取引所取引契約に関連するリスクの主な相違点は、信用リスクと流動性リスクである。取引所取

引の契約については、取引所や清算機関の役割により信用リスクは限定的である。店頭取引契約に係る取

引相手方信用リスクによるファンドの最大損失リスクは、受領した担保または支払った担保を差し引いた

未実現利益金額に、未決済の約定金額を加えた金額に限られる。2025年12月30日終了年度におけるデリバ

ティブ取引には、先渡為替取引、オプション取引、ワラントおよびスワップ取引が含まれている。これら

のデリバティブ取引の詳細は、次のとおりである。

先渡取引

ファンドは、投資目的を遂行する通常の過程において、為替リスクを負う。ファンドは、外国通貨の価

値の変動に対するエクスポージャーを得るため、またはその変動に対するヘッジのため、またはファンド

の機能通貨とファンドの円建（ヘッジなし）クラス受益証券の表示通貨との間での外国通貨の価値の変動

をヘッジするのために、店頭先渡取引を利用することがある。先渡取引とは、将来の定められた日に、定

められた価格で通貨を購入または売却することに二当事者が同意する現物市場取引である。このような契

約を締結する際、ファンドは為替相場が予想外に動くリスクを負うが、その場合、ファンドは先渡取引か

ら予定される利益を達成できず、損失を被る可能性がある。先渡取引は、規制されていない市場で取引さ

れており、典型的には現金決済によって清算される。

オプションおよびワラント

ファンドは、通常の投資目的の遂行において、株価リスク、金利リスクおよび為替リスクの影響を受け

る。ファンドは、株式、金利または外貨の価値の変動に対するエクスポージャーを得るため、またはヘッ

ジするために、取引所もしくは店頭オプションまたは取引所もしくは店頭ワラントを使用することができ

る。ワラントを含むオプションとは、プレミアム支払のために、オプションの売主から、またはオプショ

ンの売主に対して、所定の期限内に、または所定の期日に、所定の価格で金融商品を購入または売却する

権利を保有者に付与する契約のことである。ファンドによって締結されたオプションは、取引相手方に信

用リスクを生じさせるものではない。なぜなら、オプションはファンドに債務を負わせるものであり、取

引相手方には履行する債務がないからである。ファンドが売却したオプションは、ファンドの債務の充足

度が貸借対照表で認識される金額を上回る可能性があるため、オフバランスシート・リスクの対象とな

る。オプションおよびワラントは、通常、売却、行使または満了によって清算される。

スワップ

ファンドは、投資目的を遂行する通常の過程において、株価リスクの影響を受ける。ある場合には、

ファンドは株価エクスポージャーを得るため、または株価リスクをヘッジするためにスワップ契約を結ぶ

ことがある。スワップとは、CFDを含むもので、原株式の金額に基づいてキャッシュフローを交換すること

を二当事者間が合意する契約である。スワップは規制のない市場で取引され、清算されるか満期まで保有

される。契約金額または想定元本ではなく、未実現損益は、将来の近似キャッシュ・フローを表してい

る。ファンドは、調達額の支払いまたは受領に対し、合意された原株式数に基づいて株式リターンを受領

または支払うことを選択することができる。スワップは、原株式の価格変動と発生済の資金額に基づいて

時価評価され、変動がある場合には、その変動は、デリバティブ取引および為替に係る未実現評価損益の

純変動額として損益計算書に計上される。スワップのリスクには、契約の価値またはキャッシュ・フロー

に影響を与える市況の変動、ならびに取引相手方の契約に基づく債務の履行不能が含まれる。

下記の表は、2025年12月30日現在のファンド保有のデリバティブ取引について、同日終了年度の主なリ

スク・エクスポージャー、貸借対照表上の表示および四半期ごとの平均取引レベル別の内訳である。下表

の数値は、取引相手方のネッティングおよびデリバティブ取引に基づき受領したまたは担保として計上さ

れた現金の影響を除いているため、ファンドのネット・エクスポージャーを表すものではない。

 

  デリバティブ資産  デリバティブ負債
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主なリスク

エクスポージャー

デリバティブ

公正価値

（米ドル）

 

四半期の

平均想定元本
２

（米ドル）

 
四半期の

平均契約数
３

 

デリバティブ

公正価値

（米ドル）

 

四半期の

平均想定元本
２

（米ドル）

 
四半期の

平均契約数
３

株式 1,257,922  405,563,132  603,610  387,675  25,264,292  －

為替 －
１  －  －  23,238  33,610,268  －

デリバティブ

契約合計
1,257,922    410,913   

             

１ 2025年12月30日現在、未決済のデリバティブ取引はない。

２ 数値は、先渡為替取引およびスワップの平均想定元本の残高を反映している。

３ 数値は、オプションおよびワラントの平均契約株式同等物残高を反映している。

 

以下の表は、2025年12月30日終了年度の損益計算書上の主なリスク・エクスポージャー別および表示別

のデリバティブ活動に関連するファンドの損益を示したものである。これらの損益は、経済的にヘッジす

る目的でデリバティブ取引が実行された可能性があり、したがって、デリバティブ取引に係る一定の損益

が、有価証券に起因する一定の損益を相殺する可能性があるという文脈で考慮されなければならない。
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主なリスク・

エクスポージャー
    

デリバティブ取引

および為替に係る

実現損失純額

（米ドル）

 

デリバティブ取引および

為替に係る未実現評価

損益の純変動額

（米ドル）

株式     1,159,629  617,538

為替     (666,673)  (56,792)

合計     492,956  560,746

 

以下の表は、デリバティブ取引の主な商品種類別の公正価値を総額で示したものである。公正価値の総

額は、取引相手方のネッティングと担保の両方の影響を除外しているため、ファンドのエクスポージャー

を示すものではない。下表はまた、カウンターパーティ・ネッティングによる貸借対照表上の相殺額と、

デリバティブの価値まで反映された執行可能な信用補完契約に基づいて差し入れられ受領した現金および

有価証券担保額も示している。

 

認識された

デリバティブ

総額

（米ドル）

貸借対照表上

相殺された

総額

（米ドル）

貸借対照表上

相殺されない

金融商品

（米ドル）

貸借対照表に

表示された

デリバティブ

純額

（米ドル）

（受取）

差入

担保
＊

（米ドル）

純額

（米ドル）

デリバティブ資産

上場オプション

およびワラント
－  －  107,113 107,113 － 107,113

店頭取引オプション

およびワラント
－  －  1,258 1,258 － 1,258

差金決済取引 1,149,551  (322,266)  － 827,285 － 827,285

合計 1,149,551  (322,266)  108,371  935,656  － 935,656

デリバティブ負債  

上場オプション

およびワラント
(23,238)  －  － (23,238) 23,238 －

差金決済取引 (387,675)  322,266 － (65,409) 65,409 －

合計 (410,913)  322,266 － (88,647) 88,647 －

１　 差し入れられた担保は、取引相手方ごとに関連するデリバティブ負債の公正価値まで反映される。デリバティブ契約の想定エクスポージャーからデ

リバティブ資産の公正価値を控除した金額を担保として計上している。2025年12月30日現在、デリバティブ契約のために差し入れられた現金担保の

総額は5,261,727米ドルであり、これは、取引相手方ごとの総計で貸借対照表上の証券業者からの未収金に含まれている。

 

７．財務保証

ファンドは、さまざまな損失補償を含む契約を締結する。これらの取り決めによりファンドが影響を受

ける最大額は不明である。しかしながら、ファンドは、これまでこれらの契約による請求または損失を

被っておらず、損失のリスクは少ないと予測している。

 

８．受益証券

ファンドは、米ドル建クラス受益証券、円建（ヘッジあり）クラス受益証券および円建（ヘッジなし）

クラス受益証券の３つの個別のクラスの受益証券を発行している。あるクラスの受益証券に関連して生じ

るファンドの債務は、当該不可分の資産から充当されることになる。受託会社は、為替ヘッジのすべての

損益を円建（ヘッジあり）クラス受益証券に帰属させ、ファンドの他の資産および負債も、１つまたは複

数の特定の受益証券のクラスに帰属させることができる。

受益証券は、金融商品取引法第２条第３項第１号に基づく募集として、日本国内で公募されている。

受益証券は毎月、暦月の最初の営業日および受託会社が随時決定するその他の日に発行される。円建

（ヘッジなし）クラス受益証券および円建（ヘッジあり）クラス受益証券は、当初、受益証券１口当たり

１万円の申込価格で募集され、米ドル建クラス受益証券は、当初、受益証券１口当たり100米ドルの申込価

格で募集される。当初募集の後、受益証券は、引き続き、実勢の受益証券１口当たり純資産価格で継続募
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集される。ファンドは現在、円建（ヘッジなし）クラス受益証券、円建（ヘッジあり）クラス受益証券お

よび米ドル建クラス受益証券の単独のシリーズを提供しているが、投資運用会社は、将来、円建（ヘッジ

なし）クラス受益証券、円建（ヘッジあり）クラス受益証券および米ドル建クラス受益証券の追加シリー

ズの発行を決定することができる。ファンドにおける受益証券の当初募集の最低申込数は、特定の日本円

（または該当する場合、米ドル）の金額の募集に関して、（ⅰ）1,000万円（もしくはその米ドル相当

額）、または特定の受益証券口数による申込みに関して、（ⅱ）1,000口とする。

ファンドはまた、投資運用会社の関連会社に対して、米ドル建ての受益証券クラス（米ドル建（マネジ

メント）クラス受益証券）を提供する。当該受益証券は、管理報酬または成功報酬を負わない。ファンド

が取引および投資業務を開始した後に追加受益証券が発行されるため、投資運用会社の関連会社に発行さ

れる受益証券は、およそドル・ベースで買戻されるものと予想される。しかしながら、当該関連会社は、

法令により、ファンド設立後１年の時点で、ファンドの発行済受益証券の価額の３％を超えないように

ファンドへの投資を減らす必要があることがある。2025年12月30日現在、米ドル建（マネジメント）クラ

スの発行済受益証券は存在しない。

一般的に、受益証券保有者は、５営業日前に管理事務代行会社に書面で通知することにより、暦月の最

初の営業日をもって、受益証券の一部または全部の買戻しを請求する権利を有することになる。

2025年12月30日終了年度の受益証券取引は、以下の通りである。

 

2024年12月30日

現在の

発行済受益証券

口数

追加の

受益証券の

発行

受益証券の

買戻し

2025年12月30日

現在の

発行済受益証券

口数

円建（ヘッジなし）クラス 905,710 34,760 (125,623) 814,847

円建（ヘッジつき）クラス 548,872 － (179,080) 369,792

米ドル建クラス 478,674 19,000 (36,780) 460,894

 

９．財務ハイライト

以下は、2025年12月30日終了年度における受益証券１口当たりの情報、トータル・リターンおよび平均

純資産額に対する割合である。
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円建（ヘッジなし）

クラス

（日本円）

円建（ヘッジあり）

クラス

（日本円）

米ドル建

クラス

（米ドル）

受益証券１口当たりの運用実績    

期首現在純資産価格 17,768 10,523 122.06

運用からの利益（損失）：    

投資純損失 (606) (368) (4.34)

投資有価証券、デリバティブ取引

および為替に係る純利益 2,481 1,041 17.59

運用からの利益（損失）合計 1,875 673 13.23

期末現在純資産価格 19,643 11,196 135.31

    

トータル・リターン    

成功報酬控除前トータル・リターン 12.38 ％ 8.26 ％ 12.76 ％

成功報酬 (1.83) (1.86) (1.90)

成功報酬控除後トータル・リターン 10.55 ％ 6.40 ％ 10.86 ％

    

平均純資産額に対する割合    

成功報酬以外の費用 5.14 ％ 5.14 ％ 5.14 ％

成功報酬 1.82 1.80 1.83

費用合計 6.96 ％ 6.94 ％ 6.97 ％

    

投資純損失
１

(3.40)％ (3.38)％ (3.40)％

１　 計算には成功報酬の影響が含まれる。

 

財務ハイライトは、各クラス受益証券全体として計算したものである。各投資者の利回りおよび収益比

率は、資本取引の時期により上記とは異なることがある。

 

10．後発事象

投資運用会社は、財務書類が公表可能になった日付である2026年３月26日までのファンドの財務書類に

存在する後発事象の可能性について評価し、財務書類の修正または開示についての認識される／認識され

ない後発事象はないと判断した。
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③　投資有価証券明細表等

 

グローバル・Ｍ＆Ａオポチュニティ・ファンド

要約投資有価証券明細表

（米ドルで表示）

 

2025年12月30日現在

 

株数 公正価額 純資産

銘柄 （米ドル） 比率（％）

投資有価証券

普通株式

米州：

通信業   

Global Telesystems Inc. 114,589 23,647,732 12.37

Electronic Arts Inc. 93,658 19,139,012 10.01

Frontier Communications Parent, Inc. 428,913 16,324,429 8.54

その他  18,752,748 9.81

通信業合計  77,863,921 40.73

一般消費財・サービス  1,993,894 1.04

金融   

Comerica Incorporated 205,842 18,005,000 9.42

その他 39,217,014 20.51

金融合計 57,222,014 29.93

ヘルスケア   

Avidity Biosciences, Inc. 230,991 16,666,001 8.72

Exact Sciences Corporation 110,586 11,268,713 5.89

Hologic, Inc. 161,905 12,068,399 6.31

その他  5,878,381 3.08

ヘルスケア合計  45,881,494 24.00

資本財・サービス    

Air Lease Corporation 188,898 12,138,585 6.35

Dayforce, Inc. 254,610 17,624,104 9.22

Norfolk Southern Corporation 84,745 24,585,372 12.86

その他  472,545 0.25

資本財・サービス合計  54,820,606 28.68

情報技術  10,358,389 5.42

素材  3,086,634 1.61

不動産  2,318,335 1.22

米州合計（取得原価：248,655,073米ドル） 253,545,287 132.63
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株数 公正価額 純資産

銘柄 （米ドル） 比率（％）

投資有価証券（承前）

普通株式（承前）

アジア：

一般消費財・サービス 1,564 0.00

金融 6,891,460 3.60

ヘルスケア 674,513 0.35

資本財・サービス   

Toyota Industries Corporation 132,800 15,113,100 7.91

その他  3,115,125 1.63

資本財・サービス合計  18,228,225 9.54

情報技術  4,497,243 2.35

素材 1,210,153 0.64

アジア合計（取得原価：31,356,231米ドル） 31,503,158 16.48

    

欧州：   

通信業 2,807,804 1.47

生活必需品 1,051,707 0.55

金融 5,171,285 2.71

資本財・サービス 3,836,433 2.01

情報技術   

CyberArk Software Ltd. 65,015 29,342,570 15.35

素材  1,299,681 0.68

不動産 2,857,479 1.48

欧州合計（取得原価：42,162,390米ドル） 46,366,959 24.25

普通株式合計（取得原価：322,173,694米ドル） 331,415,404 173.36

    

転換社債    

米州：   

ヘルスケア   

Exact Sciences Corporation, 0.375%,

maturity of 03/15/2027

（取得原価：3,125,833米ドル） 3,002,000 3,145,195 1.65

転換社債合計（取得原価：3,125,833米ドル） 3,145,195 1.65

    

社債   

米州：   

通信業  6,452,160 3.38

金融  2,228,691 1.17

社債合計（取得原価：8,690,820米ドル）  8,680,851 4.55

    

非上場株式   

米州：   

一般消費財・サービス 1,451,718 0.76

金融  39,099 0.02

ヘルスケア 60,516 0.03

米州合計（取得原価：6,568,899米ドル） 1,551,333 0.81
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株数 公正価額 純資産

銘柄  （米ドル） 比率（％）

投資有価証券（承前）    

非上場株式（承前）    

欧州：    

資本財・サービス（取得原価：0米ドル）  51,001 0.03

非上場株式合計（取得原価：6,568,899米ドル）  1,602,334 0.84

投資有価証券合計

（取得原価：340,559,246米ドル） 344,843,784 180.40

    

売り渡し有価証券（未買戻し）   

普通株式   

米州：   

通信業 6,629,856 3.47

一般消費財・サービス 2,968,336 1.55

金融    

Fifth Third Bancorp 384,154 18,258,840 9.55

その他  10,068,507 5.28

金融合計  28,327,347 14.83

資本財・サービス 　   

Union Pacific Corporation 84,745 19,750,670 10.33

情報技術   

Palo Alto Networks, Inc. 143,140 26,745,709 13.99

その他  2,052,793 1.07

情報技術合計  28,798,502 15.06

米州合計（売値：87,135,541米ドル） 86,474,711 45.24

   

欧州：   

通信業 2,315,046 1.21

生活必需品 958,383 0.50

金融 4,953,111 2.59

資本財・サービス 3,742,653 1.96

素材 1,287,984 0.67

不動産 2,883,157 1.51

欧州合計（売値：12,602,724米ドル） 16,140,334 8.44

普通株式合計（売値：99,738,265米ドル） 102,615,045 53.68

上場投資信託   

米州：   

インデックス 131,812 0.07

情報技術 174,025 0.09

上場投資信託合計（売値：294,885米ドル） 305,837 0.16

売り渡し有価証券（未買戻し）合計

（売値：100,033,150米ドル） 102,920,882 53.84
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 公正価額 純資産

銘柄 （米ドル） 比率（％）

デリバティブ取引

先渡取引

米ドル建先渡為替取引（純額、売建） (23,238) (0.01)

    

オプションおよびワラント

上場オプションおよびワラント－ロング：

米州：

生活必需品 471 0.00

金融 98,810 0.06

ヘルスケア 2,283 0.00

資本財・サービス 2,539 0.00

情報技術 2,341 0.00

素材 237 0.00

不動産 432 0.00

上場オプションおよびワラント－ロング合計

（取得原価：20,499米ドル） 107,113 0.06

    

店頭取引オプションおよびワラント－ロング：

米州：

金融 597 0.00

資本財・サービス 661 0.00

店頭取引オプションおよびワラント－ロング合計

（取得原価：25,376米ドル） 　 1,258 0.00

    

スワップ

差金決済取引－ロング：

米州：

エネルギー (64,433) (0.03)

素材 42,810 0.02

不動産 (1,230) (0.00)

米州合計 (22,853) (0.01)

    

アジア：    

一般消費財・サービス  (750) (0.00)

不動産  (57,421) (0.03)

アジア合計  (58,171) (0.03)
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 公正価額 純資産

銘柄  （米ドル） 比率（％）

デリバティブ取引

（オプションおよびワラントを除く）（承前）    

スワップ（承前）    

差金決済取引－ロング（承前）：    

欧州：

一般消費財・サービス 572,964 0.30

生活必需品 57,372 0.03

エネルギー 120,430 0.06

金融 65,294 0.03

ヘルスケア 145,844 0.08

資本財・サービス 29,824 0.02

公益事業 4,604 0.00

欧州合計 996,332 0.52

差金決済取引合計－ロング合計 915,308 0.48

   

差金決済取引－ショート：   

米州：   

インデックス 47,555 0.02

エネルギー (50,422) (0.03)

米州合計 (2,867) (0.01)

    

欧州：   

一般消費財・サービス (11,552) (0.01)

エネルギー (39,579) (0.02)

金融 (45,354) (0.02)

ヘルスケア 8,233 0.00

素材 (62,313) (0.03)

欧州合計 (150,565) (0.08)

差金決済取引合計－ショート合計 (153,432) (0.09)

スワップ純額 761,876 0.39

デリバティブ取引合計

（取得原価純額：45,875米ドル） 847,009 0.44

    

デリバティブ取引は、ASC815「デリバティブおよびヘッジ」に従い、取引相手方によるネッティング

前の総額で反映されている。

 

注記を参照のこと。
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（２）2024年12月30日終了年度

①　貸借対照表

 

グローバル・Ｍ＆Ａオポチュニティ・ファンド

貸借対照表
（米ドルで表示）

 

2024年12月30日現在

 

（米ドル）  （千円）

資産  

現金および現金等価物 5,363,217  860,206

投資有価証券－公正価値

（取得原価：210,051,480米ドル） 200,632,204
 

32,179,399

デリバティブ資産（取得原価：54,239米ドル） 281,465  45,144

証券業者からの未収金 72,190,136  11,578,576

未収損害賠償請求 791,573  126,960

未収配当金および未収利息 92,607  14,853

その他の資産 77,050  12,358

資産合計 279,428,252  44,817,497

    

負債   

売り渡し有価証券（未買戻し）－公正価値

（売値：83,899,489米ドル） 78,978,245
 

12,667,321

デリバティブ負債（売値：13,855米ドル） 693  111

買戻未払金 1,762,324  282,659

管理会社への未払金 360,864  57,879

未払分配金および未払利息 92,886  14,898

未払費用およびその他の負債 375,638  60,249

負債合計 81,570,650  13,083,117

    

純資産 197,857,602  31,734,381

    

    

受益証券１口当たり純資産価格  

円建（ヘッジなし）クラス

（発行済口数905,710口を基準とする） 17,768円  

円建（ヘッジあり）クラス

（発行済口数548,872口を基準とする） 10,523円  

米ドル建クラス（発行済口数478,674口を基準とする） 122.06米ドル  19,577円

 

 

注記を参照のこと。

 

EDINET提出書類

カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ（アイルランド）リミテッド(E41178)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

 67/159



 
②　損益計算書

 

グローバル・Ｍ＆Ａオポチュニティ・ファンド

損益計算書
（米ドルで表示）

 

2024年12月30日終了年度

 

（米ドル） （千円）

 

投資有価証券、デリバティブ取引および為替に係る  

実現および未実現損益

投資有価証券および為替に係る実現純損失 (1,663,371) (266,788)

デリバティブ取引および為替に係る実現純損失 (4,421,245) (709,123)

投資有価証券および為替に係る未実現評価損益の純変動額 2,123,138 340,530

デリバティブ取引および為替に係る未実現評価損益の純変動額 17,536 2,813

投資有価証券、デリバティブ取引および為替に係る純損失 (3,943,942) (632,569)

    

投資収益  

利息 4,915,428 788,385

配当金（源泉徴収税571,737米ドル控除後） 8,001,347 1,283,336

投資収益合計 12,916,775 2,071,722

    

費用  

利息 2,890,821  463,659

分配金 2,576,004 413,165

管理報酬（注記３） 2,408,230 386,256

成功報酬（注記３） 1,036,665 166,271

販売報酬 1,093,604  175,403

その他の費用 965,918 154,924

費用合計 10,971,242 1,759,678

    

投資純利益 1,945,533 312,044

    

運用による純資産の純変動 (1,998,409) (320,525)

    

 

注記を参照のこと。
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グローバル・Ｍ＆Ａオポチュニティ・ファンド

純資産変動計算書
（米ドルで表示）

 

2024年12月30日終了年度

 

（米ドル） （千円）

運用

　　投資純利益 1,945,533 312,044

　　投資有価証券および為替に係る実現純損失 (1,663,371) (266,788)

　　デリバティブ取引および為替に係る実現純損失 (4,421,245) (709,123)

　　投資有価証券および為替に係る未実現評価損益の純変動額 2,123,138 340,530

　　デリバティブ取引および為替に係る未実現評価損益の純変動額 17,536 2,813

　　運用による純資産の純変動 (1,998,409) (320,525)

    

資本取引  

　　円建（ヘッジなし）クラスの発行 429,365 68,866

　　米ドル建クラスの発行 437,042 70,097

　　円建（ヘッジなし）クラスの買戻し (28,008,113) (4,492,221)

　　円建（ヘッジあり）クラスの買戻し (10,460,841) (1,677,814)

　　米ドル建クラスの買戻し (9,634,595) (1,545,293)

　　資本取引による純資産の純変動 (47,237,142) (7,576,365)

    

純資産の純変動 (49,235,551) (7,896,890)

期首現在の純資産 247,093,153 39,631,271

期末現在の純資産 197,857,602 31,734,381

    

 

注記を参照のこと。
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グローバル・Ｍ＆Ａオポチュニティ・ファンド

キャッシュ・フロー計算書
（米ドルで表示）

 

2024年12月30日終了年度

 

（米ドル） （千円）

運用活動

運用による純資産の純変動 (1,998,409) (320,525)

運用による純資産の純変動を運用活動から得た

現金純額に一致させるための調整：  

投資有価証券の購入 (440,722,115) (70,687,420)

投資有価証券の売却手取額 428,029,080 68,651,584

売り渡し有価証券（未買戻し）の借入れ (124,904,608) (20,033,450)

売り渡し有価証券（未買戻し）の売り付け 105,128,914 16,861,627

デリバティブ取引の純決済額 (4,316,406) (692,308)

投資有価証券に係る実現純損失 1,565,709 251,124

投資有価証券に係る未実現評価損益の純変動 (1,459,689) (234,120)

デリバティブ取引に係る実現純損失 4,421,245 709,123

デリバティブ取引に係る未実現評価損益の純変動 (17,536) (2,813)

資産および負債の変動：    

証券業者からの未収金 80,754,611  12,952,232

未収損害賠償請求 112,764 18,086

未収配当金および未収利息 85,206  13,666

その他の資産 63,543  10,192

証券業者への未払金 (16,388,483) (2,628,549)

管理会社への未払金 (232,055) (37,219)

未払分配金および未払利息 35,531 5,699

未払費用およびその他の負債 (58,348) (9,358)

運用活動から得た現金純額 30,098,954 4,827,571

    

財務活動  

発行 866,407 138,963

買戻し (51,511,040) (8,261,856)

財務活動に支出した現金純額 (50,644,633) (8,122,893)

    

    

現金および現金等価物の純変動 (20,545,679) (3,295,321)

期首現在の現金および現金等価物 25,908,896 4,155,528

期末現在の現金および現金等価物 5,363,217 860,206

    

    

キャッシュ・フロー情報の補足の開示    

払込済利息 2,896,235  464,527

 

注記を参照のこと。
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グローバル・Ｍ＆Ａオポチュニティ・ファンド

財務書類に対する注記

2024年12月30日終了年度

 

１．組織

グローバル・Ｍ＆Ａオポチュニティ・ファンド（以下「ファンド」という。）は、ケイマン諸島で設立

され、ケイマン諸島の信託法に基づき登録され、2019年12月６日より運用を開始した免除トラストであ

る。ファンドは、ケイマン諸島のミューチュアル・ファンド法に基づいて登録されている。ファンドの投

資目的は、一貫して高度にリスク調整されたファンドの資産の価値の上昇を実現することである。主とし

て、公表された合併、買収または支配権争奪に関与する団体の有価証券に対する投資（当該有価証券を売

付けることによるものを含む。）を通じて、ファンドは、その投資目的を達成することを追求するが、管

理会社の意見において、魅力的な機会が存在する場合、ファンドは、他の種類の再編または企業事象に関

与する団体に対する投資も行うことがある。

2024年４月１日より前は、ファンドの顧問は、デラウェアの有限責任会社であるUBSオコーナー・エルエ

ルシーであった。2024年４月１日付で、UBSオコーナー・エルエルシーの経営陣は組織再編および法定合併

を実施し、UBSオコーナー・エルエルシーがUBSアセット・マネジメント（アメリカス）エルエルシー（以

下「投資運用会社」または「UBS AMアメリカス」という。）（旧商号：UBSアセット・マネジメント（アメ

リカス）インク）に合併された。その結果、UBSオコーナー・エルエルシーは独立した法人としては存在し

なくなり、UBS AMアメリカスは、ファンドの投資運用者としての職務を含めたUBSオコーナー・エルエル

シーのすべての権利義務を承継した。したがって、UBS AMアメリカスの組織構造内部において、オコー

ナーは別個の事業部門として役割を果たす。UBS AMアメリカスはUBS AG（以下「UBS」という。）の完全所

有子会社であり、1940年投資会社法（改正済）に基づく投資顧問会社として米国証券取引委員会に登録さ

れている。

UBS AMアメリカスおよびその関連会社を通じて、より広範な投資運用業務および関連するファンド業務

がファンドに提供されるようにするため、（以下に定義する）受託会社およびUBS AMアメリカスは、

（ｉ）UBS AMアメリカスとファンドの既存の投資運用契約を終了すること、ならびに（ⅱ）受託会社、UBS

AMアメリカス、およびアイルランドで設立された非公開有限責任会社であるUBSファンド・マネジメント

（アイルランド）リミテッド（以下「管理会社」という。）によって、三者間の投資運用および再委託契

約を、同時に2024年４月１日（以下「効力発生日」とする。）付で締結することに合意した。

ファンドの信託証書に従って、効力発生日以降、管理会社はファンドの適法に任命された管理会社とな

り、その資格において、ファンドのポートフォリオ運用および管理事務業務の全般的な監督責任を含む、

ファンドのポートフォリオ運用および関連する役割に対する責任を負うことになる。投資運用契約に従っ

て、管理会社はUBS AMアメリカスを副投資顧問会社として選任し、UBS AMアメリカスに、契約に定められ

た条件ならびに管理会社および受託会社の継続的な監督のもとでファンドの投資一任運用権限および関連

するその他の一定の業務を行う権限を委託した。前述の変更がファンドの継続的な投資運用に影響を与え

ることは予想されず、引き続きUBS AMアメリカスの裁量に従うものとする。上記を踏まえ、2024年４月１

日より、この補足事項において別段の定めがない限り、かつ、文脈上別異に解すべき場合を除き、管理会

社への言及はすべて、各当事者の適用ある資格において行為する（ⅰ）UBSファンド・マネジメント（アイ

ルランド）リミテッドおよび（ⅱ）UBSアセット・マネジメント（アメリカス）エルエルシーを意味するも

のとする。

AFSコントロールド・サブシディアリー３・リミテッド（以下「受託会社」という。）は、ケイマン諸島

で適式に設立され、有効に存続する会社であり、MUFGオルタナティブ・ファンド・サービシズ（ケイマ

ン）リミテッドの（ケイマン諸島の銀行および信託会社法（改訂済）において意味するところによる）

「被支配子会社」としてケイマン諸島金融庁に登録されている。MUFGオルタナティブ・ファンド・サービ
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シズ（ケイマン）リミテッドは、適式に設立され、有効に存続する会社であり、銀行および信託会社法の

条項に従って信託業務をおこなう免許を受けている。

ファンドの管理事務代行会社は、MUFGオルタナティブ・ファンド・サービシズ（アイルランド）リミ

テッドである（以下「管理事務代行会社」という。）。管理事務代行会社は、ファンドの帳簿および記録

の維持を含む一定の管理事務代行業務をファンドに提供し、ファンドの受益証券の登録事務代行会社とし

て役割を果たす。

 

２．重要な会計方針の要約

管理会社は、ファンドの構造、目的および活動について評価し、投資会社としての特徴に合致している

と判断した。よって、当該財務書類は、会計基準編纂書（以下「ASC」という。）第946号「金融サービス

－投資会社」に記載されるガイダンスを適用した。以下は、財務書類を作成する際に使用された重要な会

計方針および報告基準の概要である。

 

見積りの使用

本財務書類は、米国において一般に認められている会計原則（以下「GAAP」という。）に基づいて作成

されている。財務書類の作成にあたり、財務書類および添付の注記の金額に影響を与える見積りおよび条

件設定が経営陣に要求される。実際の結果は、かかる見積りとは異なることがある。

 

投資取引

売り渡し有価証券（未購入）を含む投資取引は、約定日ベースで計上される。配当金は配当権利落ち日

に認識され、利益は発生時に計上される。有価証券取引の実現損益は先入先出法による原価法により計上

している。

 

金融商品の公正価値

ASC第820号「公正価値による測定」は、財務報告のための公正価値の定義を明確にし、公正価値測定に

使用される枠組みを確立し、公正価値測定についての開示規定を強化する。管理会社は、評価技法の優先

順位に基づいて、ファンドの金融資産を３段階の公正価値階層に分類した。評価階層は、測定日現在の金

融資産または負債の評価額に対するインプットが観察可能かどうかに基づいている。金融商品の評価階層

における分類は、公正価値測定に重要なインプットの最も低い段階に基づく。

公正価値階層の３つの段階は、以下の通りである。

第１段階 － 評価方法へのインプットは、活発な市場における同一の資産または負債の公表価格（調

整前）である。

第２段階 － 評価方法へのインプットには、活発な市場における類似の資産および負債の公表価格、

および資産または負債に関して直接または間接的に観察可能なインプットが含まれる。

第３段階 － 評価方法へのインプットは観察不可能であり、公正価値測定にとって重要である。これ

には、資産または負債に関する市場活動が、もしあったとしても、ほとんど存在しない

状況が含まれる。

公正価値とは、測定日における市場参加者間の秩序ある取引において、資産の売却により受け取る、ま

たは負債の譲渡により支払うであろう価格である。公正価値は、入手可能な場合には、観測可能な市場価

格またはパラメータに基づいているか、あるいは、市場標準モデルを用いた価格またはパラメータから算

出されている。これらの評価モデルには、一定レベルの推計と判断が含まれており、そのレベルは商品ま

たは市場の価格透明性と商品の複雑性によって決まる。公正価値で計上された資産および負債は、上述の

とおり、その価値を測定するために使用されたインプットに関連する判断の水準に基づいて、開示目的上

分類される。
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観察可能なインプットの入手の可能性は、金融資産または負債によって変化し得るものであり、たとえ

ば商品の種類や、商品が新規なのか、活発な取引所で取引されているのか、流通市場で取引されているの

か、現在の市況等、多種多様な要因に影響される。評価が市場においてよりほとんど観測可能でないかま

たは観察不可能なモデルまたはインプットに基づいている限りにおいて、公正価値の決定は、より多くの

判断を必要とする。したがって、公正価値の算定において管理会社が行使した判断の度合いは、第１段階

に分類された資産および負債が最も小さく、第３段階に分類された資産および負債が最も大きいものとな

る。公正価値の測定に使用されるインプットは、一定の場合、公正価値階層の複数の異なる段階に入るこ

とがある。

評価プロセスは、受託会社が承認した管理会社の評価方針および手続き（以下「評価方針」という。）

によって管理されている。評価方針は、すべての投資対象の評価を管理し、以下に述べる各投資タイプご

との評価指針および価格設定会議を規定している。さらに、評価方針は、評価委員会（以下「評価委員

会」という。）を設定する。評価委員会メンバーには、管理会社の法務チーム、コンプライアンスチー

ム、ポートフォリオ会計チーム、評価チーム、市場リスク管理チームの代表者が含まれる。評価委員会

は、特に、評価方針の遂行について責任を負う。評価委員会は、必要と判断した場合、受託会社に問題を

上申する。また、評価委員会は、あらゆる新たな投資タイプおよび、未公開証券または観察不可能なイン

プットに基づいて評価が行われる有価証券への投資に対して実施される評価方法についても、検討し、承

認する。評価委員会の投票権を持つメンバーは、資産管理グローバル評価チームの代表が議長を務める非

投資チームの人物であるが、評価委員会は、その結論に達する際に投資チームの人物から意見を得ること

ができる。管理会社のポートフォリオ会計チームは、ファンドの管理事務代行会社の代表者が出席する月

次評価会議を開催し、評価プロセスおよび独立した情報源から著しく乖離する評価について話し合う。こ

れらの項目が解決できない場合は、適宜、評価委員会に上程される。

管理会社は、ファンドのすべての資産および負債の評価について責任を負う。管理事務代行会社はま

た、評価方針に定義されるとおり、すべての資産および負債について独立したレビューを実施する。評価

方法に変更があった場合は、管理事務代行会社と評価委員会がレビューする。重要な変更があれば、受託

会社がレビューし、承認する。

評価委員会に加えて、管理会社は事前承認を必要とする取引に関する委員会（以下「TRPA委員会」とい

う。）を設置した。この委員会は、ポートフォリオ会計、税務、評価、法務、コンプライアンス、市場リ

スク管理および情報技術を含む管理会社の内部管理チームの代表者で構成される。TRPA委員会および他の

下部ワーキング・グループの検討事項として、取引に先立つ新しい商品タイプの承認と、休眠商品タイプ

の年次評価が行われる。休眠状態になった商品タイプは、取引に先立ってTRPA委員会の再承認が必要とな

るであろう。TRPA委員会は、当該商品の公正価値の決定に使用する関連価格モデルまたは価格情報源を評

価し、評価方法について合意する。また、管理会社のポートフォリオ会計チームは、毎日の損益報告をレ

ビューし、投資評価の妥当性を評価するのに役立つように重大な変更を分析する。また、一部の流動性の

低い投資対象については、古いプライシングの見直しや価格のバック・テスティングを実施し、その結果

の概要が四半期ごとに評価委員会に報告され、レビューされる。

以下は、公正価値で測定される金融商品に使用される評価方法の説明であり、前記の評価階層に従った

当該金融商品の一般的な分類が含まれる。以下に開示されている評価方法は一般的なガイドラインであ

り、実際の評価方法は、最も適切な公正価値評価を提供するために、商品ごとに異なる可能性がある。こ

れらの金融商品の未実現評価損益の純変動額は、損益計算書に反映される。

上場商品および非上場商品

一般的に、証券取引所に上場されている金融商品の公正価値は、当該金融商品が売買されている主たる

取引所における最終の売却価格またはその日の公表終値によって決定される。上場されている普通株式の

公正価値は、この方法で決定される。上場投資信託の公正価値は、終値の公式な複合体によって決定され

る。上場オプションおよびワラントは、規制のある取引所で取引されている基準デリバティブ取引（以下

「デリバティブ」という。）を表している。米国以外の取引所で取引されているオプションおよびワラン
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トの公正価値は、その商品が取引されている取引所の相場の決済価格によって決定される。米国の上場オ

プションおよびワラントの公正価値は、取引所の仲値によって決定される。上場普通株式、投資信託、オ

プションおよびワラントは、通常、公正価値階層の第１段階に分類される。

取引所外で取引され、証券業者により活発に提示されている証券は、一般的に公正価値階層の第２段階

に分類される。公表されることがほとんどないか、または価格決定ソースが公正価値を表すとみなされな

い場合には、管理会社が実施する分析など他のインプットおよび仮定を、公正価値階層の第３段階に当該

証券を分類する可能性のある評価に使用することがある。通常、非上場商品の公正価値は、市場アプロー

チ、収益アプローチまたは資産基準のアプローチに基づいている。管理会社は、当該有価証券の費用、当

該投資に係る未払利息および未払配当金、割引率、類似の上場有価証券の公正価値、支配力不足に係る割

引、市場性の欠如に係る割引、当該有価証券の取得以降の開発および評価に関連するその他の要素を考慮

することがある。また、管理会社は、第三者機関の評価代理人によって提供された独立した評価を受ける

ことができる。

債券

債券の公正価値は、市場価格、証券業者の気配値、外部の価格提供者または妥当な価格透明性のあるそ

の他の価格情報源を用いて決定される。市場価格に基づいて評価される債券の種類には、世界中の政府に

より保証される債券が含まれる。これらの債券は、通常、公正価値階層の第１段階に分類される。上述の

市場ほど活発ではないと考えられる市場で取引されているが、市場価格、証券業者の気配値、外部の価格

提供者または妥当な価格透明性のあるその他の価格情報源に基づいて評価されている債券には転換社債お

よび社債が含まれる。このような債券は通常、公正価値階層の第２段階に分類される。債券価格がほとん

ど提示されない場合、または価格決定情報源が公正価値を表すとみなされない場合には、管理会社が実施

する分析など他のインプットおよび仮定を、公正価値階層の第３段階に当該証券を分類する可能性のある

評価に使用することがある。
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店頭デリバティブ

店頭デリバティブの公正価値は、通常、取引相手方の相場に加え、観察可能な市場データに基づくイン

プットまたは観察可能な市場データによって裏付けられたインプットを使用した市場標準定量価格モデル

を使用して決定される。適切なモデルが、当該商品に固有の契約条項および特定のリスクに基づいて選択

される。評価モデルには、デリバティブの条件、観測可能な市場価格、金銭の時間的価値、信用スプレッ

ド、イールド・カーブ、ボラティリティの測定を含む（ただし、これらに限られない。）さまざまなイン

プットが必要である。ある種のスワップのように、流動性のある市場で取引される店頭デリバティブにつ

いては、一般的にモデルのインプットを検証・観察することができ、またモデルの選択は管理会社による

重要な判断を必要としない。また、これらのモデル評価は、取引の相手方または独立の当事者によって提

示された相場価格と比較することによって検証される。ファンドは、店頭オプション、ワラントおよび差

金決済取引を行う。これらの金融商品への重要なインプットは、一般的に市場で観察可能なインプットに

よって確認できるため、これらの金融商品は、通常、公正価値階層の第２段階に分類される。これらの商

品の中には、頻繁に取引されず、そのため価格形成の透明性がほとんどないかまたは全くないこと、また

は評価モデルへの重要なインプットの最低レベルが容易に観察できないものがあることから、公正価値階

層の第３段階に分類されるものもある。

ファンドの機能通貨は米ドルであるが、ファンド受益証券の一部は円建てである。円建（ヘッジあり）

クラス受益証券については、外貨建の受益証券の純資産価額の変動を最小限に抑えるため、ファンドは管

理事務代行会社の関連会社と先渡為替取引を締結する。先渡為替取引の公正価値は、個々の取引について

の価格を算出するため、入手可能なさまざまな先渡通貨決済についての独立した仲値およびそれらの決済

日の間の補間的な価額を入手することにより決定される。これらの取引は、通常、公正価値階層の第２段

階に分類される。

階層別内訳

以下の表は、2024年12月30日現在の階層ごとの金融商品の公正価値を示している。
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  第１段階

（米ドル）

 第２段階

（米ドル）

 第３段階
＊

（米ドル）

 合計

資産         

         

投資有価証券：         

普通株式  195,235,131  347,235  －  195,582,366

転換社債  －  －  263,900  263,900

社債  －  3,091,365  －  3,091,365

非上場株式  －  1,694,573  －  1,694,573

投資有価証券合計  195,235,131  5,133,173  263,900  200,632,204

         

デリバティブ取引：         

先渡為替取引  －  33,554  －  33,554

上場オプション

およびワラント

 

78,029  －  －  78,029

店頭取引オプション

およびワラント

 

1,640  －  －  1,640

差金決済取引  －  664,730  －  664,730

デリバティブ取引合計  79,669  698,284  －  777,953

資産合計  195,314,800  5,831,457  263,900  201,410,157

         

負債         

         

売り渡し有価証券（未買戻し）：        

普通株式  75,796,804  －  －  75,796,804

社債  －  349,911  －  349,911

上場投資信託  2,177,648  －  －  2,177,648

国債  653,882  －  －  653,882

売り渡し有価証券

（未買戻し）合計

 

78,628,334  349,911  －  78,978,245

         

デリバティブ取引：         

上場オプション

およびワラント

 

693  －  －  693

差金決済取引  －  496,488  －  496,488

デリバティブ取引合計  693  496,488  －  497,181

負債合計  78,629,027  846,399  －  79,475,426

＊ 　 第３段階の投資は、ファンドにおいて重要とみなされなかった。

 

金融商品に関するより詳細な情報については、要約投資有価証券明細表を参照のこと。上表の差金決済

取引の残高は、取引先との相殺前の階層ごとの総額を基準として報告している。デリバティブ・ネッティ

ングに関する詳細は注記６を参照のこと。

 

現金および現金等価物

現金は、管理事務代行会社の関連会社で保有されている資金で構成されている。ファンドは、当該勘定

で損失を被ったことはなく、当該勘定で重大な信用リスクの影響を受けているとは考えていない。現金等

価物には、既知の金額の現金へ容易に換金可能であり、当初の満期が３か月以内であり、十分な信用の質

がある流動性の高い短期投資が含まれる。現金等価物は、投資目的ではなく、短期的な流動性要件を満た

すために保有されている。2024年12月30日現在、ファンドは現金等価物を保有していない。2024年12月30

日現在、ファンドは制限付現金および制限付現金等価物を保有していない。

証券業者からの未収金および証券業者への未払金
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証券業者からの未収金および証券業者への未払金は、未収・未払手数料、未決済の受取債権および支払

債務の純額、外貨残高、現金、外貨、証拠金残高およびかかる証券業者で保有する担保に関する正味未実

現損益を含む。ファンドは、同一のマスター・ネッティング契約のもとで同一の取引相手方との間で実行

される正味デリバティブ・ポジションに関して認識される公正価値と、現金担保受取債権および支払債務

に対して認識される公正価値の金額を相殺しないことを選択した。証拠金残高は、ファンドの有価証券の

一部と証券業者が保有する現金残高によって担保されている。証拠金の借方残高に対して、ファンドは、

所定の指標金利とスプレッドに基づく変動金利を負担する。特定の有価証券への投資は、一定の制限のも

と、証券業者が有価証券を売却または再提供することができる条件で証券業者に差し入れられている。売

却された有価証券に関連する証券業者の現金および有価証券のうち、まだ購入されていないものについて

は、その証券が購入されるまで一部制限される。

以下の表は、貸借対照表における証券業者からの未収金および証券業者への未払金の内訳を示してい

る。

 

 証券業者からの未収金

（米ドル）

 証券業者への未払金

（米ドル）

未決済取引 9,497  －

差入担保現金 7,011,536  －  

証券業者からの未収金／

（証券業者への未払い金）純額 65,169,103  －
 

合計 72,190,136  －  

 

税金

現在、ケイマン諸島の政府によって課せられているインカム・ゲイン税またはキャピタル・ゲイン税は

ない。ファンドが支払う税金は、一定の投資収益に適用される源泉徴収税と、特定の管轄区域における

キャピタルゲイン税のみである。2024年12月30日終了年度について、本財務書類にその他の税負債または

税費用は計上されていない。

ASC第740号「法人税」は、財務書類において不確実な法人税の取扱いをどのように認識、測定、表示お

よび開示すべきかを規定している。ファンドは、ファンドの確定申告作成にあたり実施されるまたは実施

予定の法人税の取扱いについて、適切な税務当局により法人税の取扱いが「どちらかといえば」肯定され

るかどうか決めるために評価を行った。すべての重要な税務管轄地域および調査の対象となるオープン・

タックス・イヤーについてのこうした分析に基づき、重要な法人税の取扱いはすべて、「どちらかといえ

ば」の基準を満たすとされた。したがって、利息または制裁金を含むいかなる追加の税金費用も2024年12

月30日終了年度については計上されなかった。ファンドが利息および制裁金を計上する必要がある場合に

は、それらは損益計算書の支払利息およびその他費用にそれぞれ含まれる。

一般的に、ファンドが事業を行う管轄地域の税務当局は、確定申告が行われた日または証券取引が発生

した日から各期間内に、確定申告または証券取引の調査を開始することができる。よって、特定の確定申

告または証券取引は、引き続き調査の対象である。

外貨換算

ファンドの機能通貨は米ドルである。米ドル以外の通貨建の資産および負債は、独立の値付機関により

報告される為替レートの仲値で米ドルに換算される。米ドル以外の通貨建の投資有価証券の購入および売

却ならびに収益および費用は、当該取引日の為替レートでそれぞれ換算されている。当該換算から生じる

損益は、損益計算書の実現および未実現損益に含まれる。

最近公表された会計基準

2022年６月、FASBは、会計基準更新（ASU）第2022-03号「公正価値測定（トピック820）：契約上の売却

制限が付された持分証券の公正価値測定」を公表した。この改訂は、契約上の売却制限は持分証券の公正

価値を測定する際に考慮されるべきでないことを明確にし、企業が契約上の売却制限を別個の会計単位と
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して認識することを禁じている。ASUの改訂は、ファンドに対して2024年12月15日以降に発効する。ファン

ドは、この新会計基準がファンドの財務書類および関連する開示に重要な影響を与えないものと予想して

いる。

 

３．報酬

管理報酬

英文目論見書に定義されるとおり、管理会社には管理報酬が毎月後払いで支払われる。管理報酬は、買

戻しおよび成功報酬に先立ち、ファンドの純資産価額の年率1.10パーセントで計算される各暦日現在で発

生する。管理会社の関連会社が保有する受益証券は、管理報酬を一切負担しない。

成功報酬

英文目論見書に定義されるとおり、管理会社は、円建（ヘッジなし）クラス受益証券、円建（ヘッジあ

り）クラス受益証券および米ドル建クラス受益証券に関する新規利益の15パーセントに相当する月次成功

報酬を得る。成功報酬は各営業日に発生し、各暦月の最終営業日および受益証券の月内の買戻しまたは譲

渡時に支払われる。成功報酬は、該当する受益証券のクラスが表示されている通貨で計算され、報告され

る。円建（ヘッジなし）クラス受益証券および円建（ヘッジあり）クラス受益証券に関しては、各成功報

酬は、かかる成功報酬を計算する対象期間におけるファンドの米ドル建て資産に関する為替レートの変動

による当該受益証券の純資産価額への影響を一切考慮せずに計算される。さらに、円建（ヘッジあり）ク

ラス受益証券に関しては、成功報酬は、為替ヘッジに関する費用、損失を考慮に入れずに計算される。管

理会社の関連会社が保有する受益証券は、いかなる成功報酬も負わない。

 

４．関連当事者

管理会社の関連会社であるUBSインベストメント・バンクは、ファンドの執行ブローカーおよびプライ

ム・ブローカーのひとつである。2024年12月30日終了年度において、ファンドにUBSインベストメント・バ

ンクとの投資取引に係る手数料およびその他手数料は発生しなかった。

一定の委託売買契約では、管理会社およびその関連会社が、ファンドおよびその他の関連ファンドから

支払われる仲介手数料に関連するソフトダラー・クレジットを受け取ることを定めている。当該クレジッ

トは、管理会社が、提供されるであろう調査および関連サービスのために使用することができ、証券業者

に対して支払われる。ソフトダラー・クレジットの使用によって管理会社が取得した調査サービスは、

ファンドまたは管理会社が管理するその他のファンドの利益のために利用することができる。

管理会社に対する債務は、未払管理報酬および未払成功報酬である。

 

５．リスク管理

ファンドは、その投資およびデリバティブ金融商品の価値変動を伴う市場リスクならびに取引相手方が

契約不履行に陥った場合の評価損から生じる信用リスクの影響を受ける。管理会社は、ファンドの市場リ

スクおよび信用リスクの管理および監視において積極的な役割を果たし、正式な管理手続きを定めてお

り、これらは継続的にレビューされる。

管理会社は、管理会社およびその関連会社全体に渡る異なる分野の上級職員で構成される投資リスク委

員会を選任している。投資リスク委員会は定期的に開催され、リスク・マネージャーおよびリスク・コン

トロールによって実施された分析に基づいて、市場リスクおよび信用リスクに対するファンドの潜在的な

エクスポージャーを検討する。

市場リスク

管理会社は、個別ポジションおよびファンドの総額ポートフォリオのリスクパラメーターおよび予想ボ

ラティリティを監視する。さらに、管理会社は、各投資のリスクおよび利点の特徴を定期的に評価したう

えで、選択的かつ動的にポジションの規模設定を行い、ポートフォリオのリスクを制御することを目指

す。定期的な値洗いポートフォリオのモニタリングは、管理会社が投資を監視するのに役立つ。管理会社
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はまた、システミック・ポートフォリオ・リスク、および個々のポジション固有のリスクを特定し、ヘッ

ジするために独自の統計的モデルを開発し、使用している。管理会社は、一般的に、認識される高付加価

値のリスク・エクスポージャーに帰属するファンドのリターンの割合を高めることを目的として、一定の

ポートフォリオ・リスクのヘッジに努めているが、ファンドのポジションに内在するすべての市場リスク

またはその他のリスクのヘッジを試みるものではない。

売り渡し有価証券（未買戻し）は、特定の金融商品を契約した価格で引き渡すというファンドの債務を

表し、その結果、市場で金融商品を時価で購入するコミットメントを生じる。したがって、売り渡し有価

証券（未買戻し）の売却を満たすファンドの最終的な債務は、貸借対照表で認識される金額を超えること

がある。

例えば、渡航制限、閉鎖された国境、検疫、サプライチェーンの中断、消費者需要の低下、保護主義貿

易政策の増加、世界経済の成長の鈍化、貿易紛争のリスクおよび一部の国際貿易協定の変更の可能性な

ど、地域的および全世界的な感染症の拡大に関連するリスクは、当期中、ファンドが保有する投資に影響

を及ぼしており、今後においても現時点では予見できない方法で多くの国の経済に引き続き影響を及ぼ

し、ファンドが投資する市場に悪影響を及ぼす可能性がある。

信用リスク

ファンドのポジションは、現金、証券業者からの未収金およびデリバティブ資産を含むすべて、証券業

者、取引相手方およびその他の金融機関に保有されている。これらの当事者が債務を履行できない場合、

ファンドは信用リスクを負う。ファンドがこれらの企業と取引関係を結んだ結果、ファンドは一定の証券

業者に信用リスクを著しく集中させる可能性がある。ファンドがデリバティブまたは合成商品（CFD）に投

資する限度において、あるいはそれが店頭取引に影響する範囲において、ファンドは、取引相手方に関す

る信用リスクを負い、決済不履行のリスクも負うことがある。管理会社は、このリスクを最小限に抑える

ために、日次の証拠金モニタリングおよび管理手順を採用し、エクスポージャーレベルを監視している。

管理会社は、複数の事業体と取引を行い、より高い信用格付けの取引相手方に取引量を割り当てることに

より、トレーディング活動に付随する信用リスクの分散を図っているが、その努力が成功する保証はな

い。さらに、管理会社は、柔軟性を維持するために、可能な場合には複数の取引相手方にわたって活動を

維持しようとする。管理会社の目標は、営業リスク、取引相手方信用リスク、取引相手方決済リスクおよ

び金融リスクのバランスをとることである。さらに、取引相手方の信用リスクを軽減するためのマス

ター・ネッティング取引の使用に関する詳細については、注記６を参照のこと。

このような関係を日々監視すること以外にも、これらの関係はさまざまな契約によって支配されてい

る。一般的に、これらの契約は、店頭契約に関する国際スワップデリバティブ協会（以下「ISDA」とい

う。）の契約のような業界標準の契約である。これらの契約は、各当事者の基本的な権利、責任および義

務を定めたものである。これらの契約には、金融取引条件ならびに解約および債務不履行時の条項に関す

る情報も含まれている。ファンドの取引戦略は、これらの契約の存在に依拠している。ファンドの契約相

手方は、通常、個別の取引または契約全体を終了させることができる複数の特定事象を有している。これ

らの事象は一般的に、特定期間における運用資産の減少または一定の基準値を下回るパフォーマンスに最

も関連している。万一、「トリガーイベント」が発生した場合、取引相手方は個々の取引または契約全体

を終了させる権利を有しており、ファンドのポートフォリオに重大な影響を及ぼすことがある。ファンド

は、2024年12月30日終了年度について、いかなるトリガーイベントの発生も認識していない。特定のス

ワップ契約には、追加の担保を差し入れるか、特定の信用リスク関連事象が発生した時点で直ちに負債残

高を決済することをファンドに要求する条項が含まれている。

ファンドは、転換社債、社債および国債に投資している。そのような投資が売却または満期になるま

で、ファンドは、債券の期日到来時に発行体が債務を履行するかどうかに関連する信用リスクの影響を受

ける。

為替リスク
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ファンドは、資産の一部を米ドル以外の通貨または米ドル以外の通貨建ての金融商品に投資することが

あり、その価格は米ドル以外の通貨を参照して決定される。しかし、ファンドは、有価証券およびその他

の資産を米ドルで評価している。ファンドは通常、外貨エクスポージャーの全部または一部をヘッジする

ことを目指している。ファンドの投資がヘッジされていない場合、ファンドの資産の価値は、米ドルの為

替相場ならびに様々な地域市場および通貨におけるファンドの投資の価格変化に伴って変動する。

 

６．デリバティブ取引

ファンドは通常の業務において、トレーディング目的でデリバティブ取引を行っている。デリバティブ

は、取引所取引または店頭取引のいずれかである。取引所で取引されるデリバティブは、規制された取引

所で取引される標準的な契約である。店頭取引は、取引相手方との間で締結される特定の契約である。店

頭契約と取引所取引契約に関連するリスクの主な相違点は、信用リスクと流動性リスクである。取引所取

引の契約については、取引所や清算機関の役割により信用リスクは限定的である。店頭取引契約に係る取

引相手方信用リスクによるファンドの最大損失リスクは、受領した担保または支払った担保を差し引いた

未実現利益金額に、未決済の約定金額を加えた金額に限られる。2024年12月30日終了年度におけるデリバ

ティブ取引には、先渡為替取引、オプション取引、ワラントおよびスワップ取引が含まれている。これら

のデリバティブ取引の詳細は、次のとおりである。

先渡取引

ファンドは、投資目的を遂行する通常の過程において、為替リスクを負う。ファンドは、外国通貨の価

値の変動に対するエクスポージャーを得るため、またはその変動に対するヘッジのため、またはファンド

の機能通貨とファンドの円建（ヘッジなし）クラス受益証券の表示通貨との間での外国通貨の価値の変動

をヘッジするのために、店頭先渡取引を利用することがある。先渡取引とは、将来の定められた日に、定

められた価格で通貨を購入または売却することに二当事者が同意する現物市場取引である。このような契

約を締結する際、ファンドは為替相場が予想外に動くリスクを負うが、その場合、ファンドは先渡取引か

ら予定される利益を達成できず、損失を被る可能性がある。先渡取引は、規制されていない市場で取引さ

れており、典型的には現金決済によって清算される。

オプションおよびワラント

ファンドは、通常の投資目的の遂行において、株価リスク、金利リスクおよび為替リスクの影響を受け

る。ファンドは、株式、金利または外貨の価値の変動に対するエクスポージャーを得るため、またはヘッ

ジするために、取引所もしくは店頭オプションまたは取引所もしくは店頭ワラントを使用することができ

る。ワラントを含むオプションとは、プレミアム支払のために、オプションの売主から、またはオプショ

ンの売主に対して、所定の期限内に、または所定の期日に、所定の価格で金融商品を購入または売却する

権利を保有者に付与する契約のことである。ファンドによって締結されたオプションは、取引相手方に信

用リスクを生じさせるものではない。なぜなら、オプションはファンドに債務を負わせるものであり、取

引相手方には履行する債務がないからである。ファンドが売却したオプションは、ファンドの債務の充足

度が貸借対照表で認識される金額を上回る可能性があるため、オフバランスシート・リスクの対象とな

る。オプションおよびワラントは、通常、売却、行使または満了によって清算される。

スワップ

ファンドは、投資目的を遂行する通常の過程において、株価リスクの影響を受ける。ある場合には、

ファンドは株価エクスポージャーを得るため、または株価リスクをヘッジするためにスワップ契約を結ぶ

ことがある。スワップとは、CFDを含むもので、原株式の金額に基づいてキャッシュフローを交換すること

を二当事者間が合意する契約である。スワップは規制のない市場で取引され、清算されるか満期まで保有

される。契約金額または想定元本ではなく、未実現損益は、将来の近似キャッシュ・フローを表してい

る。ファンドは、調達額の支払いまたは受領に対し、合意された原株式数に基づいて株式リターンを受領

または支払うことを選択することができる。スワップは、原株式の価格変動と発生済の資金額に基づいて

時価評価され、変動がある場合には、その変動は、デリバティブ取引および為替に係る未実現評価損益の
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純変動額として損益計算書に計上される。スワップのリスクには、契約の価値またはキャッシュ・フロー

に影響を与える市況の変動、ならびに取引相手方の契約に基づく債務の履行不能が含まれる。

下記の表は、2024年12月30日現在のファンド保有のデリバティブ取引について、同日終了年度の主なリ

スク・エクスポージャー、貸借対照表上の表示および四半期ごとの平均取引レベル別の内訳である。下表

の数値は、取引相手方のネッティングおよびデリバティブ取引に基づき受領したまたは担保として計上さ

れた現金の影響を除いているため、ファンドのネット・エクスポージャーを表すものではない。
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  デリバティブ資産  デリバティブ負債

     

主なリスク

エクスポージャー

デリバティブ

公正価値

（米ドル）

 

四半期の

平均想定元本
２

（米ドル）

 
四半期の

平均契約数
３

 

デリバティブ

公正価値

（米ドル）

 

四半期の

平均想定元本
２

（米ドル）

 
四半期の

平均契約数
３

株式 744,399  38,465,238  887,642  497,181  30,375,131  69

為替 33,554  44,487,535  －  －
１  －  －

デリバティブ

契約合計
777,953    497,181   

             

１ 2024年12月30日現在、未決済のデリバティブ取引はない。

２ 数値は、先渡為替取引およびスワップの平均想定元本の残高を反映している。

３ 数値は、オプションおよびワラントの平均契約株式同等物残高を反映している。

 

以下の表は、2024年12月30日終了年度の損益計算書上の主なリスク・エクスポージャー別および表示別

のデリバティブ活動に関連するファンドの損益を示したものである。これらの損益は、経済的にヘッジす

る目的でデリバティブ取引が実行された可能性があり、したがって、デリバティブ取引に係る一定の損益

が、有価証券に起因する一定の損益を相殺する可能性があるという文脈で考慮されなければならない。

 

主なリスク・

エクスポージャー
    

デリバティブ取引

および為替に係る

実現損失純額

（米ドル）

 

デリバティブ取引および

為替に係る未実現評価

損益の純変動額

（米ドル）

株式     569,451  380,458

為替     (4,990,696)  (362,922)

合計     (4,421,245)  17,536

 

以下の表は、デリバティブ取引の主な商品種類別の公正価値を総額で示したものである。公正価値の総

額は、取引相手方のネッティングと担保の両方の影響を除外しているため、ファンドのエクスポージャー

を示すものではない。下表はまた、カウンターパーティ・ネッティングによる貸借対照表上の相殺額と、

デリバティブの価値まで反映された執行可能な信用補完契約に基づいて差し入れられ受領した現金および

有価証券担保額も示している。

 

認識された

デリバティブ

総額

（米ドル）

貸借対照表上

相殺された

総額

（米ドル）

貸借対照表に

表示された

デリバティブ

純額

（米ドル）

貸借対照表上

相殺されない

金融商品

（米ドル）

（受取）

差入

担保
＊

（米ドル）

純額

（米ドル）

デリバティブ資産

先渡為替取引 33,554  －  33,554 － － 33,554

上場オプション

およびワラント
－  －  78,029 78,029 － 78,029

店頭取引オプション

およびワラント
－  －  1,640 1,640 － 1,640

差金決済取引 664,730  (496,488)  168,242 － － 168,242

合計 698,284  (496,488)  281,465  79,669  － 281,465
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デリバティブ負債

上場オプション

およびワラント
－  －  (693) (693) 693 －

差金決済取引 (496,488)  496,488 － － － －

合計 (496,488)  496,488 (693) (693) 693 －

１　 差し入れられた担保は、取引相手方ごとに関連するデリバティブ負債の公正価値まで反映される。デリバティブ契約の想定エクスポージャーからデ

リバティブ資産の公正価値を控除した金額を担保として計上している。2024年12月30日現在、デリバティブ契約のために差し入れられた現金担保の

総額は7,011,536米ドルであり、これは、取引相手方ごとの総計で貸借対照表上の証券業者からの未収金に含まれている。

 

７．財務保証

ファンドは、さまざまな損失補償を含む契約を締結する。これらの取り決めによりファンドが影響を受

ける最大額は不明である。しかしながら、ファンドは、これまでこれらの契約による請求または損失を

被っておらず、損失のリスクは少ないと予測している。

 

８．受益証券

ファンドは、米ドル建クラス受益証券、円建（ヘッジあり）クラス受益証券および円建（ヘッジなし）

クラス受益証券の３つの個別のクラスの受益証券を発行している。あるクラスの受益証券に関連して生じ

るファンドの債務は、当該不可分の資産から充当されることになる。受託会社は、為替ヘッジのすべての

損益を円建（ヘッジあり）クラス受益証券に帰属させ、ファンドの他の資産および負債も、１つまたは複

数の特定の受益証券のクラスに帰属させることができる。

受益証券は、金融商品取引法第２条第３項第１号に基づく募集として、日本国内で公募されている。

受益証券は毎月、暦月の最初の営業日および受託会社が随時決定するその他の日に発行される。円建

（ヘッジなし）クラス受益証券および円建（ヘッジあり）クラス受益証券は、当初、受益証券１口当たり

１万円の申込価格で募集され、米ドル建クラス受益証券は、当初、受益証券１口当たり100米ドルの申込価

格で募集される。当初募集の後、受益証券は、引き続き、実勢の受益証券１口当たり純資産価格で継続募

集される。ファンドは現在、円建（ヘッジなし）クラス受益証券、円建（ヘッジあり）クラス受益証券お

よび米ドル建クラス受益証券の単独のシリーズを提供しているが、管理会社は、将来、円建（ヘッジな

し）クラス受益証券、円建（ヘッジあり）クラス受益証券および米ドル建クラス受益証券の追加シリーズ

の発行を決定することができる。ファンドにおける受益証券の当初募集の最低申込数は、特定の日本円

（または該当する場合、米ドル）の金額の募集に関して、（ⅰ）1,000万円（もしくはその米ドル相当

額）、または特定の受益証券口数による申込みに関して、（ⅱ）1,000口とする。

ファンドはまた、管理会社の関連会社に対して、米ドル建ての受益証券クラス（米ドル建（マネジメン

ト）クラス受益証券）を提供する。当該受益証券は、管理報酬または成功報酬を負わない。ファンドが取

引および投資業務を開始した後に追加受益証券が発行されるため、管理会社の関連会社に発行される受益

証券は、およそドル・ベースで買戻されるものと予想される。しかしながら、当該関連会社は、法令によ

り、ファンド設立後１年の時点で、ファンドの発行済受益証券の価額の３％を超えないようにファンドへ

の投資を減らす必要があることがある。2024年12月30日現在、米ドル建（マネジメント）クラスの発行済

受益証券は存在しない。

一般的に、受益証券保有者は、５営業日前に管理会社に書面で通知することにより、暦月の最初の営業

日をもって、受益証券の一部または全部の買戻しを請求する権利を有することになる。

2024年12月30日終了年度の受益証券取引は、以下の通りである。
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2023年12月29日

現在の

発行済受益証券

口数

追加の

受益証券の

発行

受益証券の

買戻し

2024年12月30日

現在の

発行済受益証券

口数

円建（ヘッジなし）クラス 1,154,609 3,888 (252,787) 905,710

円建（ヘッジつき）クラス 700,413 － (151,541) 548,872

米ドル建クラス 555,589 3,888 (80,515) 478,674

 

９．財務ハイライト

以下は、2024年12月30日終了年度における受益証券１口当たりの情報、トータル・リターンおよび平均

純資産額に対する割合である。

 
 

円建（ヘッジなし）

クラス

（日本円）

円建（ヘッジあり）

クラス

（日本円）

米ドル建

クラス

（米ドル）

受益証券１口当たりの運用実績    

期首現在純資産価格 15,551 10,834 118.79

運用からの利益（損失）：    

投資純損失 145 97 1.07

投資有価証券、デリバティブ取引

および為替に係る純利益（損失） 2,072 (408) 2.20

運用からの利益（損失）合計 2,217 (311) 3.27

期末現在純資産価格 17,768 10,523 122.06

    

トータル・リターン    

成功報酬控除前トータル・リターン 14.79 ％ (2.41)％ 3.23 ％

成功報酬 (0.53) (0.46) (0.48)

成功報酬控除後トータル・リターン 14.26 ％ (2.87)％ 2.75 ％

    

平均純資産額に対する割合    

成功報酬以外の費用 4.55 ％ 4.54 ％ 4.55 ％

成功報酬 0.49 0.47 0.47

費用合計 5.04 ％ 5.01 ％ 5.02 ％

    

投資純利益
１

0.86 ％ 0.90 ％ 0.89 ％

１　 計算には成功報酬の影響が含まれる。

 

財務ハイライトは、各クラス受益証券全体として計算したものである。各投資者の利回りおよび収益比

率は、資本取引の時期により上記とは異なることがある。
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10．後発事象

管理会社は、財務書類が公表可能になった日付である2025年３月27日までのファンドの財務書類に存在

する後発事象の可能性について評価し、財務書類の修正または開示についての認識される／認識されない

後発事象はないと判断した。
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２　ファンドの現況

　純資産額計算書

米ドル建クラス受益証券 （2026年４月末日現在）

 米ドル（ｄは除く。） 円（ｄは除く。）

ａ．資産総額 149,274,563 23,942,147,160

ｂ．負債総額 81,436,039 13,061,526,295

ｃ．純資産総額（ａ－ｂ） 67,838,525 10,880,621,025

ｄ．発行済口数 491,981口

ｅ．１口当たり純資産価格（ｃ／ｄ） 137.89 22,116

 

円建（ヘッジなし）クラス受益証券 （2026年４月末日現在）

 円（ｄは除く。）

ａ．資産総額 34,825,328,134

ｂ．負債総額 18,998,794,595

ｃ．純資産総額（ａ－ｂ） 15,826,533,540

ｄ．発行済口数 789,797口

ｅ．１口当たり純資産価格（ｃ／ｄ） 20,039

 

円建（ヘッジあり）クラス受益証券 （2026年４月末日現在）

 円（ｄは除く。）

ａ．資産総額 8,735,129,083

ｂ．負債総額 4,765,408,744

ｃ．純資産総額（ａ－ｂ） 3,969,720,339

ｄ．発行済口数 351,942口

ｅ．１口当たり純資産価格（ｃ／ｄ） 11,279

 

第三部　特別情報

第１　管理会社の概況

１　管理会社の概況

＜訂正前＞

（１）資本の額

2025年９月末日現在、管理会社の授権資本金は10,000,000ユーロ（約17億750万円）であり、払込済株

式資本金は1,575,100ユーロ（約２億6,895万円）である。なお、管理会社は、１株当たり１ユーロの株

式1,575,100株を発行済である。過去５年間、資本の額の増減はない。

（後略）

 

＜訂正後＞

（１）資本の額

2026年４月末日現在、管理会社の授権資本金は10,000,000ユーロ（約18億7,370万円）であり、払込済

株式資本金は1,575,100ユーロ（約２億9,513万円）である。なお、管理会社は、１株当たり１ユーロの

株式1,575,100株を発行済である。過去５年間、資本の額の増減はない。

（後略）
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２　事業の内容及び営業の概況

＜訂正前＞

管理会社は、投資ビークルに対するファンド管理業務を提供する事業に従事している。2025年８月末日

現在、管理会社の運用資産は約206,624,961,631ユーロ（約35兆2,812億円）となっている。

2025年８月末日現在、管理会社は220本の投資ビークル（930のサブ・ファンド）を管理している。管理

会社が管理している投資ビークルの内訳は以下の通りである。

 

国別 種類別 投資ビークル数 サブ・ファンド数

ルクセンブルグ籍
契約型・クローズドエンド型投資信託 ８ ８

会社型・クローズドエンド型投資信託 ２ ３

米国籍 契約型・クローズドエンド型投資信託 １ １

ガーンジー籍 契約型・オープンエンド型投資信託 １ １

アイルランド籍

契約型・オープンエンド型投資信託 33 181

会社型・オープンエンド型投資信託 111 594

契約型・クローズドエンド型投資信託 33 36

会社型・クローズドエンド型投資信託 31 106

合計 220 930

 

＜訂正後＞

管理会社は、投資ビークルに対するファンド管理業務を提供する事業に従事している。2026年３月末日

現在、管理会社の運用資産は約225,890,503,926ユーロ（約42兆3,251億円）となっている。

2026年３月末日現在、管理会社は232本の投資ビークル（963のサブ・ファンド）を管理している。管理

会社が管理している投資ビークルの内訳は以下の通りである。

 

国別 種類別 投資ビークル数 サブ・ファンド数

ルクセンブルグ籍
契約型・クローズドエンド型投資信託 ８ ８

会社型・クローズドエンド型投資信託 ２ ３

米国籍 契約型・クローズドエンド型投資信託 １ １

ガーンジー籍 契約型・オープンエンド型投資信託 １ １

ケイマン籍 契約型・オープンエンド型投資信託 １ １

アイルランド籍

契約型・オープンエンド型投資信託 31 176

会社型・オープンエンド型投資信託 121 627

契約型・クローズドエンド型投資信託 34 37

会社型・クローズドエンド型投資信託 33 109

合計 232 963
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３　管理会社の経理状況

「３　管理会社の経理状況」については、以下の内容に更新されます。

 

ａ．　管理会社の直近事業年度の日本文の財務書類は、英国およびアイルランドにおける法令に準拠して作

成された原文の財務書類を翻訳したものである（ただし、円換算部分を除く。）。これは、「特定有価

証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則」第328条第５項ただし書の規定の適用によるものである。

 

ｂ．　管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第

７項に規定する外国監査法人等をいう。）であるアーンスト・アンド・ヤングから監査証明に相当する

と認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当す

るもの（訳文を含む。）が当該財務書類に添付されている。

 

ｃ．　管理会社の原文の財務書類は、ユーロで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額につい

て、2026年４月30日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１ユーロ＝187.37

円）を使用して換算された円換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
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（１）貸借対照表

 

カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ（アイルランド）リミテッド

財政状態計算書

2025年３月31日現在

 

  2025年  2024年

 注記 ユーロ  千円  ユーロ  千円

固定資産         

無形固定資産 12 10,192,760  1,909,817  11,522,250  2,158,924

金融資産 13 24,594,318  4,608,237  21,810,859  4,086,701

  34,787,078  6,518,055  33,333,109  6,245,625

流動資産         

債権：１年以内に期限到来 14 23,886,837  4,475,677  13,631,762  2,554,183

現金および現金等価物 15 31,368,993  5,877,608  28,404,365  5,322,126

  55,255,830  10,353,285  42,036,127  7,876,309

債務：１年以内に期限到来 16 (24,262,121) (4,545,994) (26,503,588) (4,965,977)

純流動資産  30,993,709  5,807,291  15,532,539  2,910,332

流動負債控除後資産合計  65,780,787  12,325,346  48,865,648  9,155,956

純資産  65,780,787  12,325,346  48,865,648  9,155,956

         

資本金および準備金         

資本として表示される

払込請求済株式資本 19 1,575,100  295,126  1,575,100  295,126

その他の準備金 20 38,790,000  7,268,082  38,790,000  7,268,082

損益勘定 20 25,415,687  4,762,137  8,500,548  1,592,748

株式資本合計  65,780,787  12,325,346  48,865,648  9,155,956

         

 

本財務書類は、取締役会により承認され、発行を許可された。

 

[署名]  [署名]

取締役  取締役

   

2025年６月25日   

 

14ページから28ページ（訳注：原文のページ）の注記は、本財務書類の一部である。
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（２）損益計算書

 

カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ（アイルランド）リミテッド

包括利益計算書

2025年３月31日終了年度

 

  2025年  2024年

 注記 ユーロ  千円  ユーロ  千円

取引高 ４ 30,557,488  5,725,557  25,277,338  4,736,215

粗利益  30,557,488  5,725,557  25,277,338  4,736,215

管理事務費用  (25,595,861) (4,795,896) (25,882,232) (4,849,554)

営業利益／（損失） ５ 4,961,627  929,660  (604,894) (113,339)

グループ会社からの収益  19,000,000  3,560,030  8,000,000  1,498,960

受取利息および類似収益 ９ 953,825  178,718  559,113  104,761

税引前利益  24,915,452  4,668,408  7,954,219  1,490,382

利益に係る税金 10 (313) (59) 303,216  56,814

当期利益  24,915,139  4,668,350  8,257,435  1,547,196

         

 

2025年中、その他の包括利益はなかった（2024年：０ユーロ）。

 

14ページから28ページ（訳注：原文のページ）の注記は、本財務書類の一部である。
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カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ（アイルランド）リミテッド

株主持分変動計算書

2025年３月31日終了年度

 

 払込請求済株式資本  その他の準備金  損益勘定  資本合計

 ユーロ  千円  ユーロ  千円  ユーロ  千円  ユーロ  千円

2024年４月１日現

在 1,575,100  295,126  38,790,000  7,268,082  8,500,548  1,592,748  48,865,648  9,155,956

当期包括利益                

当期利益 －  －  －  －  24,915,139  4,668,350  24,915,139  4,668,350

当期包括利益合計 －  －  －  －  24,915,139  4,668,350  24,915,139  4,668,350

                

所有者拠出金およ

び

所有者配当金                

配当金：自己資本 －  －  －  －  (8,000,000) (1,498,960) (8,000,000) (1,498,960)

所有者との取引合

計 －  －  －  －  (8,000,000) (1,498,960) (8,000,000) (1,498,960)

2025年３月31日現

在 1,575,100  295,126  38,790,000  7,268,082  25,415,687  4,762,137  65,780,787  12,325,346

                

 

14ページから28ページ（訳注：原文のページ）の注記は、本財務書類の一部である。
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カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ（アイルランド）リミテッド

株主持分変動計算書

2024年３月31日終了年度

 

 払込請求済株式資本  その他の準備金  損益勘定  資本合計

 ユーロ  千円  ユーロ  千円  ユーロ  千円  ユーロ  千円

2023年４月１日現

在 1,575,100  295,126  38,790,000  7,268,082  2,743,113  513,977  43,108,213  8,077,186

当期包括利益                

当期利益 －  －  －  －  8,257,435  1,547,196  8,257,435  1,547,196

当期包括利益合計 －  －  －  －  8,257,435  1,547,196  8,257,435  1,547,196

                

所有者拠出金およ

び

所有者配当金                

配当金：自己資本 －  －  －  －  (2,500,000) (468,425) (2,500,000) (468,425)

所有者との取引合

計 －  －  －  －  (2,500,000) (468,425) (2,500,000) (468,425)

2024年３月31日現

在 1,575,100  295,126  38,790,000  7,268,082  8,500,548  1,592,748  48,865,648  9,155,956

                

 

14ページから28ページ（訳注：原文のページ）の注記は、本財務書類の一部である。
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カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ（アイルランド）リミテッド

キャッシュ・フロー計算書

2025年３月31日終了年度

 

 2025年  2024年

 ユーロ  千円  ユーロ  千円

営業活動からのキャッシュ・フロー        

当期利益 24,915,139  4,668,350  8,257,435  1,547,196

調整：        

無形固定資産の償却 1,329,490  249,107  1,329,490  249,107

受取利息 (953,824) (178,718) (559,113) (104,761)

税金費用 －  －  (303,216) (56,814)

配当金収益 (19,000,000) (3,560,030) (8,000,000) (1,498,960)

債権の（増加） (255,077) (47,794) (1,425,915) (267,174)

債務の（減少）／増加 (427,270) (80,058) 66,651  12,488

グループ会社に対する未払金の（減少）／増

加 (1,814,195) (339,926) (9,336,332) (1,749,349)

受取法人税 －  －  371,375  69,585

営業活動から生じた／（に使用された）

現金純額 3,794,263  710,931  (9,599,625) (1,798,682)

        

投資活動からのキャッシュ・フロー        

受取利息 953,824  178,718  559,113  104,761

受取配当金 9,000,000  1,686,330  3,000,000  562,110

子会社の資本化 (2,783,459) (521,537) (585,900) (109,780)

投資活動から生じた現金純額 7,170,365  1,343,511  2,973,213  557,091

        

財務活動からのキャッシュ・フロー        

支払配当金 (8,000,000) (1,498,960) (2,500,000) (468,425)

財務活動（に使用された）現金純額 (8,000,000) (1,498,960) (2,500,000) (468,425)

        

現金および現金等価物の純増加／（減少） 2,964,628  555,482  (9,126,412) (1,710,016)

現金および現金等価物期首残高 28,404,365  5,322,126  37,530,777  7,032,142

現金および現金等価物期末残高 31,368,993  5,877,608  28,404,365  5,322,126

        

現金および現金等価物期末残高は

以下の項目で構成される：        

現金および現金等価物 31,368,993  5,877,608  28,404,365  5,322,126

 31,368,993  5,877,608  28,404,365  5,322,126

        

 

14ページから28ページ（訳注：原文のページ）の注記は、本財務書類の一部である。
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カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ（アイルランド）リミテッド

純有利子負債の分析

2025年３月31日終了年度

 

 2024年４月１日現在  キャッシュ・フロー  2025年３月31日現在

 ユーロ  千円  ユーロ  千円  ユーロ  千円

現金および現金等価物 28,404,365  5,322,126  2,964,628  555,482  31,368,993  5,877,608

 28,404,365  5,322,126  2,964,628  555,482  31,368,993  5,877,608

            

 

14ページから28ページ（訳注：原文のページ）の注記は、本財務書類の一部である。
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カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ（アイルランド）リミテッド

財務書類に対する注記

2025年３月31日終了年度

 

１．一般情報

 

当社は、2003年11月27日にアイルランドで設立され、登録番号は377914である。

当社は、2011年欧州共同体（譲渡性のある証券を投資対象とする投資信託）規則（改正済）（2011年法

律第352号）に基づき、アイルランド中央銀行（以下「中央銀行」という。）からUCITS管理会社として行

為することが認可されている。当社は、2013年欧州連合（オルタナティブ投資ファンド運用会社）規則に

基づき、中央銀行からオルタナティブ投資ファンド運用会社として認可されている。

当社の直接の親会社は、アイルランドで設立された会社であるカーン・グローバル・ファイナンシャ

ル・サービス・リミテッドである。最終の親会社は、アイルランドで設立された会社であるフィールド

ポート・ホールディングス・リミテッドである。各事業体の連結財務諸表は、www.cro.ieで閲覧可能であ

る。

 

２．会計方針

 

2.1　財務書類の作成の基礎

本財務書類は、財務報告基準第102号「英国およびアイルランド共和国で適用される財務報告基準」およ

び2014年会社法を含むアイルランドの法律に準拠して作成されている。

財務報告基準第102号に準拠した財務書類の作成には、一定の重要な会計上の見積りが必要となる。ま

た、経営陣は当社の会計方針の適用について判断を下す必要がある（注記３参照）。

以下の主要な会計方針が適用される。

 

2.2　連結財務書類作成の免除

当社は、EEA参加国の法律に基づいて設立された親会社によって、より大きなグループの連結財務書類に

含まれる子会社であり、親会社でもある。また、そのため2014年会社法の第299条に基づく連結財務書類の

作成義務が免除されている。

 

2.3　継続企業

取締役会は、当社が予見可能な将来にわたって事業を継続するための資源を有していると合理的に見込

んでいる。当社は近年、収益において着実な成長を記録しており、通常の市場リスクおよび事業運営リス

クがあるとしても予見可能な将来にわたってこの成長が継続すると見込んでいる。したがって、当社は業

績および予測を検討し、現在の経済状況の影響を考慮した上で、財務書類の作成において引き続き継続企

業の前提を採用している。
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2.4　外貨換算

 

機能通貨および表示通貨

当社の機能通貨および表示通貨はユーロである。

 

取引および残高

外貨建取引は、取引日の直物為替レートを使用して、機能通貨に換算される。

各期末において、外貨建の貨幣性項目は期末レートを使用して換算される。取得原価で測定される非貨

幣性項目は取引日の為替レートを使用して換算され、公正価値で測定される非貨幣性項目は公正価値決定

時の為替レートを使用して測定される。

取引の決済および外貨建貨幣性資産および外貨建貨幣性負債の期末為替レートでの換算から生じる為替

差損益は、適格キャッシュ・フロー・ヘッジとしてその他の包括利益に繰り延べられる場合を除き、損益

計算書に認識される。

すべての為替差損益は、包括利益計算書の「管理事務費用」に計上される。

 

2.5　収益

収益は、経済的便益が当社に流入する可能性が高く、かつ収益が信頼性をもって測定できる範囲におい

て認識される。収益は、割引、リベート、付加価値税およびその他の売上税を除き、受領または受領可能

な対価の公正価値で測定される。収益を認識する際は、以下の基準も満たす必要がある。

 

サービスの提供

サービス提供契約による収益は、以下の条件がすべて充足された場合、契約の進捗段階に応じてサービ

スが提供された期間に認識される。

・　収益額が信頼性をもって測定できること、

・　当社が契約に基づく対価を受領する可能性が高いこと、

・　報告期間末日における契約の進捗度が信頼性をもって測定できること、および

・　発生費用および契約完了に必要な費用が信頼性をもって測定できること。

 

2.6　利息収益および利息費用

利息収益および利息費用は、実効金利法を使用して損益計算書に認識される。

 

2.7　年金

 

確定拠出年金制度

当社は従業員を対象に確定拠出制度を運営している。確定拠出制度は、当社が別の事業体に一定の拠出

金を支払う年金制度である。拠出金が支払われた後は、当社はそれ以上の支払い義務を負わない。

拠出金は、支払いが発生した時点で損益計算書に費用として計上される。未払いの金額は、財政状態計

算書に負債として発生基準で表示される。年金制度の資産は、当社とは別に、独立して管理されるファン

ドで保管されている。
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2.8　税制

税金は損益計算書に認識される。ただし、その他の包括利益として認識される収益および費用の項目、

または資本に直接認識される項目に関連する場合には、それぞれ、その他の包括利益に認識される、また

は資本に直接認識される。

当期法人税は、当社が営業活動を行い収益を得た国において報告日までに制定されている、または実質

的に制定されている税率および税法に基づいて、測定される。

 

2.9　無形資産

 

のれん

のれんは、関連会社および合弁会社の株式取得のために支払われた対価から、識別可能な資産および負

債の公正価値を差し引いた金額を表す。のれんは、見積耐用年数にわたり定額法で損益計算書で償却され

る。買収した事業に係るのれんの見積耐用年数は、５年から10年である。耐用年数は、対象となる事業の

価値が識別可能な純資産の価値を上回ると予想される期間を基準として決定される。

のれんは、帳簿価額が回収できない可能性を示唆する事象または状況の変化が発生した場合に、減損が

検討される。

 

その他の無形資産

無形資産は当初、取得原価で認識される。認識後、取得原価モデルに基づき、無形資産は取得原価より

減価償却累計額および減損損失累計額を控除した金額で測定される。

各報告日において当社は、減損の兆候があるかどうかを評価する。兆候がある場合、売却費用を除いた

公正価値および使用中の価値のうちいずれか高い方が、当該資産の回収可能価額と定められる。帳簿価格

が回収可能価額を超える場合、減損損失が認識される。

すべての無形資産は、有限の耐用年数があるとみなされる。耐用年数について信頼性のある見積りがで

きない場合、耐用年数は10年を超えないものとする。

見積耐用年数は以下のとおりである。

 

のれん 10年

 

2.10　投資有価証券の評価

当社の子会社への投資は非上場株式によるものであるため、取得原価より減損損失累計額を控除した金

額で計上されている。

信頼性をもって時価が測定できる非上場株式への投資は、各報告日において時価に再測定される。再測

定による損益は、当該期間の包括利益計算書に計上される。信頼性をもって時価が測定できない場合、当

該投資は取得原価より減損損失累計額を控除した金額で計上される。

 

2.11　債権

短期債権は、取引価格から減損損失を控除した金額で測定される。貸付金は当初は取引費用を除いた公

正価値で測定され、その後は、実効金利法を使用して減損損失を控除した償却原価で測定される。

 

2.12　現金および現金等価物

現金および現金等価物（マネー・マーケット・ファンドへの投資を含む）は、現金および24時間以内の

通知により違約金なしで払戻可能な金融機関預金で表される。現金等価物とは、取得日から３か月以内に
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満期を迎える短期かつ流動性の高い投資であり、価値の変動について僅少なリスクしか負わず、既知の金

額の現金に容易に換金可能なものである。

 

2.13　債務

短期債務は、取引価格で測定される。銀行借入を含むその他の金融負債は、当初は取引費用を除いた公

正価値で測定され、その後は、実効金利法を使用して償却原価で測定される。

 

2.14　金融商品

当社は、すべての金融商品に対して、FRS第102号「基礎的金融商品」セクション11の規定を適用するこ

とを選択した。

金融商品は、当社がその商品の契約条項の当事者となった時点で、当社の財政状態計算書に認識され

る。

金融資産および金融負債は、法的強制力のある権利が存在し、かつ純額で決済するまたは資産の実現と

負債の決済を同時に行う意図がある場合に相殺され、財務書類には純額が表示される。

 

基礎的金融資産

売掛金およびその他の債権ならびに現金および現金等価物を含む基礎的金融資産は、当初は（金融資産

の初期測定を除く取引費用が調整されるが、その後は損益を通じて公正価値で測定される）取引価格で測

定され、その後は、実効金利法を使用して、減損引当金を除いた償却原価で計上される。ただし、資金調

達取引に該当する契約の場合、その契約は市場金利で割り引かれた将来の受取額の現在価値で測定され

る。

割引の影響が軽微な場合、割引は除外される。当社の現金および現金等価物、売掛金ならびに営業サイ

クルに応じて期限が到来する大部分のその他の債権は、このカテゴリーの金融商品に分類される。

 

金融資産の減損

各報告期末において、償却原価で測定される金融資産は、減損の客観的な証拠の有無について評価され

る。資産が減損した場合、減損損失は、その帳簿価額と見積りキャッシュ・フローを当該資産本来の実効

金利で割り引いた現在価値との差額である。減損損失は、損益計算書に認識される。

取得原価および償却原価で測定される金融資産は、各報告期末において、減損の客観的な証拠の有無に

ついて評価される。減損の客観的な証拠が認められた場合、減損損失は、包括利益計算書に認識される。

償却原価で測定される金融資産については、減損損失は、当該資産の帳簿価額と見積りキャッシュ・フ

ローを当該資産本来の実効金利で割り引いた現在価値との差額として測定される。金融資産に変動金利が

ある場合、減損損失を測定するための割引率は、契約に基づいて決定された現在の実効金利となる。

減損損失に関連する事象に好ましい変化があった場合、減損の戻入れの可能性を検討することができ

る。この戻入れによって、現在の帳簿価額が減損が認識されなかった場合の本来の帳簿価額を超えること

はない。減損の戻入れは、損益計算書に認識される。
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基礎的金融負債

金融負債および資本性金融商品は、締結された契約上の取決めの実質的内容に従って分類される。資本

性金融商品とは、当社の負債をすべて控除した後の資産に対する残余持分を示す契約である。

買掛金およびその他の債務を含む基礎的金融負債は、当初は（金融負債の初期測定を除く取引費用が調

整されるが、その後は損益を通じて公正価値で測定される）取引価格で測定される。これが資金調達取引

に該当する場合、負債性金融商品は市場金利で割り引かれた将来の支払額の現在価値で測定されるが、割

引の影響が軽微な場合は割引が除外される。

買掛金とは、通常の業務過程において仕入先から取得した物品およびサービスに対する支払い義務であ

る。買掛金は、１年以内に支払い期限が到来する場合、流動負債に分類される。それ以外の場合には非流

動負債とされる。買掛金は、当初は取引価格で測定され、その後は、実効金利法を使用して償却原価で測

定される。割引の影響が軽微な場合、割引は除外される。

 

金融資産の認識中止

金融資産は、将来キャッシュ・フローを受け取る契約上の権利が消滅する場合もしくは決済される場

合、または当社が当該資産を相手方当事者に譲渡し、所有に関するリスクおよび報酬の実質的にすべてを

移転する場合に、認識を中止する。相手方当事者への譲渡後も、所有に関する重要なリスクおよび報酬が

留保される場合には、当社は保持部分に対応する価値を引き続き認識する。

 

金融負債の認識中止

金融負債は、当社の契約上の義務が満了する場合または免除もしくは解除される場合に、認識を中止す

る。

 

相殺

金融資産および金融負債は、法的強制力のある権利が存在し、かつ純額で決済するまたは資産の実現と

負債の決済を同時に行う意図がある場合に相殺され、その純額が財政状態計算書に計上される。2025年３

月31日現在、相殺はなかった（2024年：０ユーロ）。

 

2.15　配当金

株式配当金は、法的に支払義務が発生した時点で認識される。中間株式配当金は、支払われた時点で認

識される。期末株式配当金は、株主総会において承認された時点で認識される。

 

2.16　資本管理方針

当社の資本管理における目的は、株主へ利益を提供し、その他のステークホルダーに便益を提供し続け

る当社の能力を保護すること、および当社の安定性と成長を支え、事業の発展の基礎となる強固な資本基

盤を維持することである。
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３．会計方針の採用の判断および見積りの不確実性の主な発生要因

 

財務書類の作成には、方針の採用ならびに資産および負債、収益および費用の報告金額に影響を及ぼす

判断、見積りおよび仮定を実施することが経営陣に要求される。

判断および見積りは、継続的に評価され、歴史的経験ならびに状況に応じて合理的であると考えられる

将来の出来事の予想を含むその他の要素に基づいている。

当社は、将来に関する見積りおよび仮定を実施する。その結果生じる会計上の見積りは、定義上、関連

する実際の結果と一致することは稀である。次の会計年度において、資産および負債の帳簿価額に重要な

調整をもたらす可能性のある重大なリスクを伴う見積りおよび仮定については、以下に記載される。

 

未収収益

会計方針に従い、収益は発生主義で認識される。当社は多数の顧客を有し、これらの顧客には主として

後払いで請求が行われる。収益を適切な期間に正確に反映するため、当社は、それぞれの顧客について、

最終請求日から会計年度末日までの期間にかかる未収収益（もしあれば）を算出している。この未収収益

の増減は、営業成績に重大な影響を及ぼす可能性がある。そのため、当社はそれぞれの顧客に関して入手

可能なすべてのデータを用いて、期間を通じて一貫した基準で未収収益を算出している。

 

償却目的の耐用年数の設定

無形資産はのれんで構成される。すべての無形資産は、有限の耐用年数を有するとみなされる。資産の

耐用年数の変更は、当該期間の償却費用に重大な影響を及ぼす。取締役会は、これらの資産の耐用年数を

定期的に見直し、将来の経済的利用可能性および対象資産の物理的状態を考慮した残存耐用年数に関する

最新の見解を反映させるため、必要に応じて変更している。

 

４．取引高

 

事業クラス別の取引高の分析は、以下のとおりである。

 

 2025年  2024年

 ユーロ  ユーロ

管理報酬収益 29,920,553  24,526,417

販売会社報酬収益 636,935  750,921

30,557,488  25,277,338

 

すべての取引高は、主としてアイルランドの登録されたファンドから得られた、管理報酬、ポートフォ

リオ運用報酬および販売会社報酬によって生じた。
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５．税引前経常利益

 

営業利益／（損失）は、以下を計上後に表示される。

 

 2025年  2024年

 ユーロ  ユーロ

のれんを含む無形資産の減価償却 1,329,490  1,329,490

為替差異 36,692  (17,754)

確定拠出年金制度の費用 361,243  401,849

 

６．監査報酬

 

当年度中、当社は、当社の監査人から以下の業務の提供を受けた。

 

 2025年  2024年

 ユーロ  ユーロ

当社の財務書類の監査に対する未払監査報酬 39,225  36,300

 

2025年３月31日終了年度および2024年３月31日終了年度において、監査人が当社に提供したその他の業

務はない。

 

７．従業員

 

取締役報酬を含む人件費は、以下のとおりであった。

 

 2025年  2024年

 ユーロ  ユーロ

賃金および給与 10,367,932  10,913,754

従業員国民保険 1,098,063  1,179,598

従業員年金費用 361,243  401,849

 11,827,238  12,495,201

 

上記の賃金および給与は、当社にフルタイムで勤務する従業員に関するものである。業務執行取締役

は、取締役報酬を受領せず、グループの従業員としてグループ会社を通じて報酬を受け取る。管理事務費

用に含まれる人件費は、グループ内の他の事業体に雇用されているものの、当社に特有の職務を遂行する

従業員の人件費をグループ間で配分したものである。

取締役を含む年間平均従業員数は、以下のとおりである。

 

 2025年  2024年

 人数  人数

従業員合計 146  157

 

８．取締役報酬
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 2025年  2024年

 ユーロ  ユーロ

取締役報酬 235,000  220,000

 235,000  220,000

 

９．未収利息および類似の収益

 

 2025年  2024年

 ユーロ  ユーロ

現金預金にかかる利息収益 397  16,408

マネー・マーケット・ファンドからの利息収益 953,428  542,705

 953,825  559,113

 

10．税金

 

 2025年  2024年

 ユーロ  ユーロ

法人税    

前期に関する調整 313  (303,216)

当期税金合計 313  (303,216)

 

当年度の税金費用に影響を与える要因

当年度に課税された税率は、アイルランドの法人税の標準税率12.5％（2024年：12.5％）よりも低く

（2024年：低く）なる。この差は以下のように説明される。

 

 2025年  2024年

 ユーロ  ユーロ

税引前経常利益 24,915,451  7,954,219

    

アイルランドの法人税の標準税率12.5％

（2024年：12.5％）を乗じた経常利益 3,114,431  994,277
    

以下に対する影響：    

のれんおよび減損の非課税償却 166,186  166,186

のれんの償却および減損を除く

税務上控除対象外の費用 21,050  16,435

減価償却超過年度の資本控除 (480) (480)

海外所得に対する高税率の税金 119,228  69,889

前期の税金費用に関する調整 313  (303,216)

二重課税の軽減措置 (2,375,000) (1,000,000)

グループの軽減措置 (1,045,415) (246,307)
    

当期税金費用合計 313  (303,216)

 

将来の税金費用に影響を与える可能性がある要因

将来の税金費用に影響を与える可能性がある要因はなかった。
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11．配当金

 

 2025年  2024年

 ユーロ  ユーロ

宣言された配当金 8,000,000  2,500,000

 8,000,000  2,500,000

 

12．無形資産

 

   のれん

   ユーロ

取得原価    

2024年４月１日現在   13,713,869

2025年３月31日現在   13,713,869

    

減価償却    

2024年４月１日現在   2,191,619

所有資産にかかる当年度の費用   1,329,490

2025年３月31日現在   3,521,109

    

簿価純額    

2025年３月31日現在   10,192,760

2024年３月31日現在   11,522,249
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13．金融資産

 

   子会社への投資

   ユーロ

費用または評価    

2024年４月１日現在   21,810,859

追加   2,783,459

2025年３月31日現在   24,594,318

 

子会社

当社の子会社は以下のとおりである。

 

名称 登録事務所 株式分類 保有持分

カーン・グローバル・ファンド・

マネージャーズ（ルクセンブルグ）

エス・エイ

ルクセンブルグ、L-2350、

ジャン・ピレ通り３番 普通 100％

カーン・グローバル・ファンド・

マネージャーズ（ユーケー）

リミテッド

英国、EC3V 3NF、ロンドン、

コーンヒル29-30 普通 100％

 

2025年３月31日現在の株式資本および準備金の合計、ならびに当該日終了年度の子会社の損益は、以下

のとおりである。

 

名称

株式資本および

準備金の合計  利益／（損失）

 ユーロ  ユーロ

カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ

（ルクセンブルグ）エス・エイ 35,397,315  18,515,914

カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ

（ユーケー）リミテッド 1,748,732  (801,876)

 

14．債権：１年以内に期限到来する金額

 

 2025年  2024年

 ユーロ  ユーロ

売掛金 2,767,581  2,495,995

未収配当金 15,000,000  5,000,000

前払金 100,339  89,403

未収収益 6,018,917  6,046,364

 23,886,837  13,631,762
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15．現金および現金等価物

 

 2025年  2024年

 ユーロ  ユーロ

銀行預金 3,644,115  1,816,468

最低資本要件の一部として保有される制限付現金 27,724,877  26,587,897

 31,368,992  28,404,365

 

16．債務：１年以内に期限到来する金額

 

 2025年  2024年

 ユーロ  ユーロ

買掛金 35,897  421,557

グループ会社に対する未払金 22,343,115  24,157,310

税金および社会保険料 404,919  598,304

未払金 1,464,790  1,321,542

繰延収益 13,400  4,875

 24,262,121  26,503,588

 

 2025年  2024年

 ユーロ  ユーロ

その他の税金および社会保険料    

源泉課税（PAYE）／社会保険料（PRSI）管理 404,158  316,201

付加価値税（VAT）管理 761  282,103

 404,919  598,304

 

17．金融商品

 

金融資産および金融負債は、すべて償却原価で測定される。

 

18．金融リスク管理の目的および方針

 

当社は、信用リスクおよび流動性リスクを含む様々なリスクの影響を受ける。当社は、いかなる投資も

保有していないため、マネー・マーケット・ファンドおよび外貨建金融資産および負債にかかる為替リス

クを除き、市場リスク・エクスポージャーが発生しない。取締役会は、これらのリスク管理に関する方針

を検討し、承認する。その概要は以下のとおりである。
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信用リスク

信用リスクは、取引相手方が期日までに契約上の義務を履行できないリスクである。当社が信用リスク

の集中にさらされる可能性のある金融資産は、主に現金、売掛金、未収収益、関連当事者に対する債権で

ある。信用リスクへの最大エクスポージャーは、これらの金融資産の簿価と同額となる。現金は、信用格

付がＡ（2024年：Ａ）のアライド・アイリッシュ銀行に保有されている。現金はまた、信用格付がAAAm

（2024年：AAAm）のJPモルガン・リクイディティ・ファンドにも投資されている。当社は、アイルランド

中央銀行の定める最低資本要件に従い、現金を預金している。

 

市場リスク

市場リスクは、金融商品の市場価値の変動に起因する潜在的な損失を示す。当社の市場リスクへのエク

スポージャーは、金利、為替レート、経済状況全般など、様々な要因によって左右される。現金の大部分

はユーロ建で保有されており、為替リスクの影響を受けることはない。マネー・マーケット・ファンドの

年間利息は953,428ユーロ（2024年度：542,705ユーロ）である。しかしながら、当社は最低資本要件を満

たすために現金預金を維持する義務がある。

 

為替リスク

当社は、機能通貨（ユーロ）以外の通貨建の資産および負債を保有している。そのため、為替レートの

変動により他の通貨建ての金融商品の価値が変動するため、当社は為替リスクにさらされている。当社の

営業費用／負債の大部分は当社の機能通貨であるユーロ建てであるため、外貨リスクは最小限に抑えられ

ている。また、収益の大部分もユーロ建てで請求されている。当社は、運用資産残高（AUM）が外貨建ての

場合、運用資産残高に基づく手数料収入について間接的に外貨リスクにさらされている。当社のAUMは、

ユーロ、英ポンド、米ドル、カナダ・ドル、スウェーデン・クローナ、または日本円建である。

 

流動性リスク

流動性リスクは、当社が金融負債に関連する契約上の義務の履行に困難が生じるリスクである。期末現

在、当社の金融負債は、関連当事者に対する債務、買掛金、および未払費用である。当社は、契約上の義

務の履行において、流動性に関する懸念が生じると予想していない。

 

19．株式資本

 

 2025年  2024年

 ユーロ  ユーロ

授権済    

１株1.00ユーロの普通株式10,000,000株

（2024年：10,000,000株） 10,000,000  10,000,000

割当済、払込請求済かつ全額払込済    

１株1.00ユーロの普通株式1,575,100株

（2024年：1,575,100株） 1,575,100  1,575,100

 

20．準備金

 

その他の準備金

その他の準備金は、親会社から支払われ準備金に計上された資本拠出金を表す。当社は、投資者または

いかなる者に対しても、資本拠出金の見返りにサービス費用を負担する義務またはいかなる種類の経済的

利益を移転する義務も負わない。当社は、資本拠出金を返済する義務を負わない。カーン・グローバル・
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ファイナンシャル・サービス・リミテッド（以下「CGFS」という。）は、2025年３月31日終了年度中、当

社に対して０ユーロ（2024年：０ユーロ）の資本拠出金を提供した。

 

損益計算書

残高は、株主への分配に利用可能な累積利益を表す。

当年度中、親会社であるカーン・グローバル・ファイナンシャル・サービス・リミテッドに対して、取

締役会は8,000,000ユーロ（2024年：2,500,000ユーロ）の配当金を宣言した。

 

21．年金債務

 

当該制度の資産は、当社の資産から独立して管理されるファンドにおいて分別保管されている。年金費

用は、当社がファンドに支払うべき拠出金を表しており、361,243ユーロ（2024年：401,849ユーロ）で

あった。報告日現在、年金制度に支払われるべき拠出金は合計63,736ユーロ（2024年：63,952ユーロ）で

あり、債務に含まれている。

 

22．関連当事者取引

 

当社は完全子会社であるため、FRS第102号の免除規定を適用し、他のグループ会社との取引の詳細を開

示していない。したがって、当社の財務書類には、直接の親会社であるCGFSの完全所有会社との取引の開

示が含まれていない。

 

 2025年  2024年

 ユーロ  ユーロ

関連当事者取引    

カーン・ケイマン・リミテッド 10,104  9,131

関連当事者からの未収金／（に対する未払金）    

カーン・ケイマン・リミテッド 19,235  9,131

 

23．偶発債務およびコミットメント

 

2025年３月31日または2024年３月31日現在、当社は偶発債務またはコミットメントを保有していなかっ

た。
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24．最終親会社

 

当社の直接の親会社は、アイルランドで登録されたカーン・グローバル・ファイナンシャル・サービ

ス・リミテッドである。当社の最終親会社は、アイルランドで登録されたフィールドポート・ホールディ

ングス・リミテッドである。

当社は、EEA参加国の法律に基づいて設立された持株会社が作成した、より大きなグループの同日までの

連結財務書類に含まれているため、連結財務書類の作成が免除されている。

 

25．重要な事象

 

2024年６月24日付で、Ｎ.Ｊ.ウィーラン氏が取締役に就任し、クリストフ・ドーシュ氏が取締役を辞任

した。

当年度において、取締役会は親会社であるカーン・グローバル・ファイナンシャル・サービス・リミ

テッドに対し、8,000,000ユーロの配当を宣言した。

当年度において、開示を必要とするその他の重要な事象はなかった。

 

26．後発事象

 

決算日から本財務書類の署名日までの間に、後発事象はなかった。

 

27．財務書類の承認

 

取締役会は、2025年６月25日付で、本財務書類の発行を承認した。
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第２　その他の関係法人の概況

１　名称、資本金の額及び事業の内容

＜訂正前＞

（１）AFSコントロールド・サブシディアリー３・リミテッド（以下「受託会社」という。）

（イ）資本金の額

2025年４月末日現在、１米ドル（約149.39円）

（中略）

（２）MUFGオルタナティブ・ファンド・サービシズ（アイルランド）リミテッド（以下「管理事務代行会

社」という。）

（イ）資本金の額

2025年４月末日現在、1,300,001ユーロ（約２億2,198万円）

（中略）

（４）ＳＭＢＣ日興証券株式会社（以下「代行協会員」および「日本における販売会社」という。）

（イ）資本金の額

2025年10月30日現在、1,350億円

（後略）

 

＜訂正後＞

（１）AFSコントロールド・サブシディアリー３・リミテッド（以下「受託会社」という。）

（イ）資本金の額

2026年４月末日現在、１米ドル（約160.39円）

（中略）

（２）MUFGオルタナティブ・ファンド・サービシズ（アイルランド）リミテッド（以下「管理事務代行会

社」という。）

（イ）資本金の額

2026年４月末日現在、1,300,001ユーロ（約２億4,358万円）

（中略）

（４）ＳＭＢＣ日興証券株式会社（以下「代行協会員」および「日本における販売会社」という。）

（イ）資本金の額

2026年４月28日現在、1,350億円

（後略）

 

第３　投資信託制度の概要

＜訂正前＞

１．ケイマン諸島における投資信託制度の概要

（中略）

1.3　ケイマン諸島投資信託統計によると、2025年第一四半期時点で、活動中の規制を受けている投資信託の

数は12,919（3,155のマスター・ファンドを含む。）および活動中の登録されている私募ファンドの数は

17,376であった。またそれに加え、現在適用可能な免除規定に従った相当数の未登録投資信託が存在して

いる。

（中略）

３．規制を受ける投資信託の四つの型

 

3.1　免許投資信託
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この場合、投資信託によってCIMAに対して、投資信託および投資信託に対する業務提供者の詳細を記述

した規制強化電子様式提出（以下「REEFS」という。）申請書による目論見書がその概要とともに提出さ

れ、登録時および毎年4,482米ドルの手数料が納入されなければならない。設立計画推進者が健全な評判

を有し、投資信託を管理するのに十分な専門性を有した、取締役または場合によっては管理者もしくは役

員として適格かつ適正な者が存在しており、かつファンドの業務および受益権を募ることが適切な方法で

行われると考えられるものとCIMAが判断した場合には、免許が与えられる。それぞれの場合に応じて、投

資信託の取締役、受託会社およびジェネラル・パートナーに関する詳細な情報が要求される。この投資信

託は、著名な評判を有する機関が設立計画推進者であって、投資信託管理者としてケイマン諸島の免許を

受けた者が選任されない投資信託に適している（第3.2項参照）。

3.2　管理投資信託

この場合、投資信託は、そのケイマン諸島における主たる事務所として免許投資信託管理者の事務所を

指定する。目論見書が、投資信託および投資信託に対する業務提供者の詳細を要約したREEFS申請書とと

もにCIMAに対して提出されなければならない。投資信託管理者は、設立計画推進者が健全な評判の者であ

ること、投資信託の管理が投資信託管理の十分な専門性を有する健全な評判の者により管理されること、

投資信託業務および受益権を募る方法が適切に行われること、および投資信託がケイマン諸島において設

立または設定されていない場合には、CIMAにより承認された国または領土において設立または設定されて

いることを満たしていることが要求される。当初手数料および年間手数料は4,482米ドルである。投資信

託管理者は主たる事務所を提供している投資信託（もしくはいずれかの設立計画推進者、その取締役、受

託会社、もしくはジェネラル・パートナー）がミューチュアル・ファンド法に違反しており、支払不能と

なっており、またはその他債権者もしくは投資者に対して害を与える方法で行動しているものと信じる理

由があるときは、CIMAに対して報告しなければならない。

3.3　登録投資信託（第４（３）条投資信託）

規制投資信託の第三の類型はさらに三つの類型に分けられる。

（ⅰ）一投資者当たりの最低投資額が100,000米ドルであるもの

（ⅱ）受益権が公認の証券取引所に上場されているもの

（ⅲ）投資信託が（ミューチュアル・ファンド法で定義される）マスター・ファンドであり、下記のい

ずれかに該当するもの

（Ａ）一投資者当たりの最低投資額が100,000米ドルであるもの、または

（Ｂ）受益権が公認の証券取引所に上場されているもの

上記の（ⅰ）および（ⅱ）に分類される投資信託は、目論見書および投資信託と業務提供者の一定の詳

細内容をREEFS申請書でCIMAに対して届け出なければならず、かつ4,268米ドルの当初手数料および年間手

数料を支払わなければならない。上記の（ⅲ）に分類される投資信託で、販売用書類が存在しない場合、

投資信託は、マスター・ファンドの一定の詳細内容をREEFS申請書でCIMAに対して届け出なければなら

ず、かつ3,201米ドルの当初手数料および年間手数料を支払わなければならない。

（後略）

 

＜訂正後＞

１．ケイマン諸島における投資信託制度の概要

（中略）

1.3　ケイマン諸島投資信託統計（https://www.cima.ky/investment-statistics）によると、2026年第一四

半期時点で、活動中の規制を受けている投資信託の数は13,008（3,184のマスター・ファンドを含む。）

および活動中の登録されている私募ファンドの数は17,910であった。またそれに加え、現在適用可能な免

除規定に従った相当数の未登録投資信託が存在している。

（中略）

３．規制を受ける投資信託の四つの型
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3.1　免許投資信託

この場合、投資信託によってCIMAに対して、投資信託および投資信託に対する業務提供者の詳細を記述

した規制強化電子様式提出（以下「REEFS」という。）申請書による目論見書がその概要とともに提出さ

れ、登録時および毎年5,030米ドルの手数料が納入されなければならない。設立計画推進者が健全な評判

を有し、投資信託を管理するのに十分な専門性を有した、取締役または場合によっては管理者もしくは役

員として適格かつ適正な者が存在しており、かつファンドの業務および受益権を募ることが適切な方法で

行われると考えられるものとCIMAが判断した場合には、免許が与えられる。それぞれの場合に応じて、投

資信託の取締役、受託会社およびジェネラル・パートナーに関する詳細な情報が要求される。この投資信

託は、著名な評判を有する機関が設立計画推進者であって、投資信託管理者としてケイマン諸島の免許を

受けた者が選任されない投資信託に適している（第3.2項参照）。

3.2　管理投資信託

この場合、投資信託は、そのケイマン諸島における主たる事務所として免許投資信託管理者の事務所を

指定する。目論見書が、投資信託および投資信託に対する業務提供者の詳細を要約したREEFS申請書とと

もにCIMAに対して提出されなければならない。投資信託管理者は、設立計画推進者が健全な評判の者であ

ること、投資信託の管理が投資信託管理の十分な専門性を有する健全な評判の者により管理されること、

投資信託業務および受益権を募る方法が適切に行われること、および投資信託がケイマン諸島において設

立または設定されていない場合には、CIMAにより承認された国または領土において設立または設定されて

いることを満たしていることが要求される。当初手数料および年間手数料は5,030米ドルである。投資信

託管理者は主たる事務所を提供している投資信託（もしくはいずれかの設立計画推進者、その取締役、受

託会社、もしくはジェネラル・パートナー）がミューチュアル・ファンド法に違反しており、支払不能と

なっており、またはその他債権者もしくは投資者に対して害を与える方法で行動しているものと信じる理

由があるときは、CIMAに対して報告しなければならない。

3.3　登録投資信託（第４（３）条投資信託）

規制投資信託の第三の類型はさらに三つの類型に分けられる。

（ⅰ）一投資者当たりの最低投資額が100,000米ドルであるもの

（ⅱ）受益権が公認の証券取引所に上場されているもの

（ⅲ）投資信託が（ミューチュアル・ファンド法で定義される）マスター・ファンドであり、下記のい

ずれかに該当するもの

（Ａ）一投資者当たりの最低投資額が100,000米ドルであるもの、または

（Ｂ）受益権が公認の証券取引所に上場されているもの

上記の（ⅰ）および（ⅱ）に分類される投資信託は、目論見書および投資信託と業務提供者の一定の詳

細内容をREEFS申請書でCIMAに対して届け出なければならず、かつ5,030米ドルの当初手数料および年間手

数料を支払わなければならない。上記の（ⅲ）に分類される投資信託で、販売用書類が存在しない場合、

投資信託は、マスター・ファンドの一定の詳細内容をREEFS申請書でCIMAに対して届け出なければなら

ず、かつ3,750米ドルの当初手数料および年間手数料を支払わなければならない。

（後略）
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独立監査人の監査報告書

 

グローバル・Ｍ＆Ａオポチュニティ・ファンドの受託会社御中

 

意見

我々は、2025年12月30日現在の要約投資有価証券明細表を含む貸借対照表ならびに同日終了年度の関連す

る損益計算書、純資産変動計算書およびキャッシュ・フロー計算書、ならびに関連する注記（以下「財務書

類」と総称する。）で構成される、グローバル・Ｍ＆Ａオポチュニティ・ファンド（以下「ファンド」とい

う。）の財務書類の監査を行った。

我々は、添付の財務書類は、米国において一般に認められる会計原則に準拠して、ファンドの2025年12月

30日現在の財務状態、ならびに同日終了年度の運用実績、純資産変動およびキャッシュ・フローを、すべて

の重要な点について適正に表示しているものと認める。

 

意見の根拠

我々は、米国において一般に認められる監査基準（以下「GAAS」という。）に準拠して監査を実施した。

これらの基準に基づく我々の責任は、我々の報告書の「財務書類監査に関する監査人の責任」の項でさらに

説明されている。我々は、監査に関連する倫理的要求に従い、ファンドから独立し、その他の倫理的責任を

果たすことが求められている。我々は、我々が収集した監査証拠が、我々の監査意見の根拠を提供するため

に十分かつ適切であると確信している。

 

財務書類に対する経営陣の責任

経営陣は、米国において一般に認められる会計原則に準拠して、本財務書類を作成し適正に表示すること

に責任を負っている。これには、不正によるか誤謬によるかを問わず、重大な虚偽表示のない財務書類の作

成および適正な表示に関する内部統制の構築、実施および維持が含まれている。

財務書類の作成にあたり、経営陣は、財務書類が公表される日から１年間ファンドが継続企業として事業

を継続することができるかどうかについて、重要な疑義を生じさせるような状況または事象があるかどうか

を総合的に考慮して評価することが要求されている。

 

財務書類監査に関する監査人の責任

我々の目的は、財務書類全体に不正または誤りによる重大な虚偽表示がないかどうかの合理的な確信を得

ることであり、我々の意見を含む監査報告書を発行することにある。合理的な保証とは、高水準の保証であ

るが、絶対的な保証ではないため、GAASに準拠して実施される監査が、重大な虚偽表示が存在する場合に必

ず発見するという保証ではない。不正によって生じた重要な虚偽表示を検出しないリスクは、不正が共謀、

偽造、意図的な省略、虚偽表示、内部統制の無効化などが含まれるため、過誤による重大な虚偽表示を検出

しないリスクよりも高い。虚偽表示は、個別または全体として、財務書類に基づく合理的な利用者の判断に

影響を及ぼす可能性が大きいと判断される場合には、重要であるとみなされる。
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GAASに準拠した監査を実施するにあたり、我々は：

・　監査を通じて、専門的な判断を行い、職業的専門家としての懐疑心を維持する。

・　不正または誤りによる財務書類の重要な虚偽表示のリスクを識別し、評価し、それらのリスクに対

応する監査手続を立案し、実施する。当該手続は、財務書類の金額および開示に関する証拠を試査

を含む。

・　状況に応じて適切な監査手続きを立案するために、監査に関連する内部統制を理解することである

が、ファンドの内部統制の有効性について意見を表明することを目的とするものではない。した

がって、そのような意見は表明されていない。

・　経営陣によって採用された会計方針の適切性および経営陣によって行われた重要な会計見積の合理

性の評価し、財務書類の全体的な表示に関する評価する。

・　我々の判断において、ファンドが適正な期間継続企業として事業を継続する能力に重要な疑義を生

じさせるような状況または事象が、全体として考慮されているか否かを結論付ける。

我々は、監査の計画範囲と時期、重大な監査結果、および監査中に特定した特定の内部統制関連事項など

に関して、管理担当者とのコミュニケーションを求められている。

 

 

アーンスト・アンド・ヤング・リミテッド

 

2026年３月26日
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Report of Independent Auditors

The Trustee

Nineteen77 Global Merger Arbitrage Opportunity Fund

 

Opinion

 

We have audited the financial statements of Nineteen77 Global Merger Arbitrage Opportunity Fund (the “Trust”), which

comprise the statement of assets and liabilities, including the condensed schedule of investments, as of December 30,

2025, and the related statements of operations, changes in net assets and cash flows for the year then ended, and the

related notes (collectively referred to as the “financial statements”).

 

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the

Trust at December 30, 2025, and the results of its operations, changes in its net assets and its cash flows for the year then

ended in accordance with accounting principles generally accepted in the United States of America.

 

Basis for Opinion

 

We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in the United States of America

(GAAS). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit

of the Financial Statements section of our report. We are required to be independent of the Trust and to meet our other

ethical responsibilities in accordance with the relevant ethical requirements relating to our audit. We believe that the

audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

 

Responsibilities of Management for the Financial Statements

 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with

accounting principles generally accepted in the United States of America, and for the design, implementation, and

maintenance of internal control relevant to the preparation and fair presentation of financial statements that are free of

material misstatement, whether due to fraud or error.

 

In preparing the financial statements, management is required to evaluate whether there are conditions or events,

considered in the aggregate, that raise substantial doubt about the Trust’s ability to continue as a going concern for one

year after the date that the financial statements are available to be issued.

 

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

 

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free of material

misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion. Reasonable

assurance is a high level of assurance but is not absolute assurance and therefore is not a guarantee that an audit

conducted in accordance with GAAS will always detect a material misstatement when it exists. The risk of not detecting

a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion,

forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control. Misstatements are considered

material if there is a substantial likelihood that, individually or in the aggregate, they would influence the judgment made

by a reasonable user based on the financial statements.
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In performing an audit in accordance with GAAS, we:

 

・　Exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit.

 

・　Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error,

and design and perform audit procedures responsive to those risks. Such procedures include examining, on a test

basis, evidence regarding the amounts and disclosures in the financial statements.

 

・　Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are

appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the

Trust’s internal control. Accordingly, no such opinion is expressed.

 

・　Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of significant accounting

estimates made by management, as well as evaluate the overall presentation of the financial statements.

 

・　Conclude whether, in our judgment, there are conditions or events, considered in the aggregate, that raise

substantial doubt about the Trust’s ability to continue as a going concern for a reasonable period of time.

 

We are required to communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope

and timing of the audit, significant audit findings, and certain internal control-related matters that we identified during

the audit.

 

 

Ernst & Young Ltd.

March 26, 2026

 

 

（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が

別途保管している。

 

次へ
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独立監査人の監査報告書

カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ（アイルランド）リミテッドの株主各位

 

財務書類監査に関する報告

 

意見

我々は、包括利益計算書、財政状態計算書、株主持分変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、ならびに

注記２に記載される重要な会計方針の要約を含む関連する財務書類に対する注記から構成される2025年３月

31日に終了した年度のカーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ（アイルランド）リミテッドの財務

書類の監査を行った。財務書類を作成する際に適用されている財務報告の枠組みは、アイルランドの法律お

よび財務報告評議会によって英国で公表された財務報告基準第102号「英国およびアイルランド共和国で適用

される財務報告基準」である。

 

財務書類に対する我々の意見は、以下のとおりである。

・　2025年３月31日現在の当社の資産、負債および財政状態ならびに同日に終了した年度の当社の利益

について、真実かつ公正な概観を提供しており、

・　財務報告基準第102号「英国およびアイルランド共和国で適用される財務報告基準」に準拠して適正

に作成されており、かつ、

・　2014年会社法の要件に準拠して適正に作成されている。

 

意見の根拠

我々は、国際監査基準（アイルランド）（以下「ISA（アイルランド）」という。）および適用される法律

に準拠して監査を実施した。これらの基準に基づく我々の責任は、本報告書の「財務書類監査に関する監査

人の責任」の項で詳述されている。我々は、アイルランド監査・会計監督当局（以下「IAASA」という。）に

より公表された倫理基準を含む、我々のアイルランドにおける財務書類の監査に関連する倫理的要件に従

い、当社に対して独立性を保持しており、また、当該規定で定められるその他の倫理的責任を果たした。

 

我々は、我々が収集した監査証拠が、我々の監査意見の根拠を提供するために十分かつ適切であると確信

している。

 

継続企業の前提に関する結論

財務書類の監査において、我々は、取締役会が財務書類の作成において継続企業の前提の会計基準を使用

することが適切であると結論付けている。

 

我々が行った監査業務に基づき、個別にまたは全体として、財務書類の発行が承認される日から少なくと

も12か月以内の期間において、当社が継続企業として存続する能力に対して重大な疑義を生じさせるような

事象または状況に関する重要な不確実性を識別していない。

 

継続企業の前提に関する我々の責任および取締役会の責任については、本報告書の関連する項目に記載さ

れている。しかしながら、将来のすべての事象または状況を予見することはできないため、本報告書は当社

が継続企業として存続する能力を保証するものではない。

 

その他の記載内容
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取締役会は、その他の記載内容に対して責任を有している。その他の記載内容は、財務書類およびその監

査報告書以外の年次報告書に含まれる情報で構成される。我々の財務書類に対する意見の対象範囲には、そ

の他の記載内容は含まれておらず、本報告書において明確に表明されたものを除き、我々はいかなる保証の

結論も表明しない。

 

我々の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容が財務書類または

我々が入手した監査知識との間に重大な相違があるかどうか、または重大な虚偽表示が表示されているか否

かを検討することである。当該重大な相違または明らかに重大な虚偽表示を識別した場合、我々は、財務書

類に重大な虚偽表示があるか、またはその他の記載内容に重大な虚偽表示があるのかどうか判断することが

求められる。我々が実施した業務に基づき、その他の記載内容において重大な虚偽表示があると結論付けた

場合、我々は当該事実を報告することが求められる。

 

この点について、我々が報告すべき事項はない。

 

2014年会社法により規定されるその他の事項に対する意見

監査の過程で実施した業務のみに基づく我々の意見は、以下のとおりである。

・　財務書類が作成された会計年度の取締役報告書に記載された情報は、財務書類と整合している。

・　取締役報告書は、2014年会社法第28条で要求されるサステナビリティ報告を含まない点を除き、適

用される法的要件に準拠して作成されている。

 

我々は、我々が知り、また信じる限りにおいて、監査目的上必要と考えるすべての情報および説明を入手

した。

 

我々の意見では、当社の会計記録は、財務書類を容易にかつ適切に監査するのに十分であり、財務書類は

会計記録と一致している。

 

我々が例外的に報告することが求められる事項

監査の過程で我々が入手した当社およびその環境に関する知識および理解に基づき、取締役報告書におい

て重大な虚偽表示は識別していない。

 

2014年会社法は、同法第305条から第312条で要求されている取締役報酬および取引の開示が行われていな

い場合、我々が意見としてこれを報告することを求めている。この点について、我々が報告すべき事項はな

い。
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財務書類に対する取締役会の責任

２ページ（訳注：原文のページ）に記載されている取締役会の責任についての記載で詳述のとおり、取締

役会は、真実かつ公正な概観を与える適用される枠組みに従って本財務書類を作成すること、また、不正に

よるか過誤によるかを問わず、重大な虚偽表示のない財務書類を作成するために取締役会が必要と判断する

内部統制に責任を負っている。

 

財務書類を作成するにあたり、取締役会は、当社が継続企業として存続する能力があるかどうかを評価

し、必要に応じて継続企業に関連する事項を開示する責任があり、また、経営陣が当社の清算もしくは事業

停止の意図があるか、またはそうする以外に現実的な代替案がない場合を除き、継続企業の前提の会計基準

を使用する責任を負っている。

 

財務書類監査に関する監査人の責任

我々の目的は、財務書類全体に不正または過誤による重大な虚偽表示がないか否かの合理的な確証を得る

ことにあり、我々の意見を含む監査報告書を発行することにある。合理的な保証とは、高水準の保証である

が、絶対的な保証ではないため、ISA（アイルランド）に準拠して実施される監査が、重大な虚偽表示が存在

する場合に必ず発見するという保証ではない。虚偽表示は、不正または過誤から発生する可能性があり、個

別または全体として、かかる財務書類に基づいて行われる利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすと合理的

に見込まれる場合には、重要であるとみなされる。

 

本財務書類の監査に対する我々の責任の詳細は、以下のIAASAのウェブサイトに掲載されている。

https://iaasa.ie/wp-

content/uploads/docs/media/IAASA/Documents/auditstandards/Description_of_auditors_responsibilit

ies_for_audit.pdf.

この記載は、我々の監査報告書の一部を形成するものである。

 

我々の監査業務の目的および我々が責任を引き受ける対象

我々の報告書は、2014年会社法の第391条に準拠して、当社の株主全体のためにのみ作成されている。我々

の監査業務は、我々が監査報告書で当社の株主に述べることが要求されている事項を、株主に対して表明す

るために行われ、それ以外の目的はない。法律により許容される限りにおいて、我々は、我々の監査業務に

関して、本書に関して、または我々が形成した意見に関して、当社および当社の株主全体以外の何人に対し

ても責任を引き受けず、かつ、負わないものとする。

 

 

キーラン・ダリー

アーンスト・アンド・ヤングを代表して署名

勅許会計士、法定監査法人

ダブリン

2025年６月25日
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INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT TO THE MEMBERS OF
CARNE GLOBAL FUND MANAGERS (IRELAND) LIMITED

　

Report on the audit of the financial statements

 

Opinion

We have audited the financial statements of Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (‘the Company’) for the

year ended 31 March 2025, which comprise the Statement of Comprehensive Income, Statement of Financial Position,

Statement of Changes in Equity, Statement of Cash Flows and notes to the financial statements, including the summary

of significant accounting policies set out in note 2. The financial reporting framework that has been applied in their

preparation is Irish Law and FRS 102 The Financial Reporting Standard applicable in the UK and Republic of Ireland

issued in the United Kingdom by the Financial Reporting Council.

 

In our opinion the financial statements:

・　give a true and fair view of the assets, liabilities and financial position of the Company as at 31 March 2025 and

of its profit for the year then ended;

・　have been properly prepared in accordance with FRS 102 The Financial Reporting Standard applicable in the UK

and Republic of Ireland; and

・　have been properly prepared in accordance with the requirements of the Companies Act 2014.

 

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (Ireland) (ISAs (Ireland)) and applicable

law. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the

Financial Statements section of our report. We are independent of the Company in accordance with ethical requirements

that are relevant to our audit of financial statements in Ireland, including the Ethical Standard issued by the Irish

Auditing and Accounting Supervisory Authority (IAASA), and we have fulfilled our other ethical responsibilities in

accordance with these requirements.

 

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

 

Conclusions relating to going concern

In auditing the financial statements, we have concluded that the directors’ use of the going concern basis of accounting

in the preparation of the financial statements is appropriate.

 

Based on the work we have performed, we have not identified any material uncertainties relating to events or conditions

that, individually or collectively, may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern for

a period of at least twelve months from the date when the financial statements are authorised for issue.

 

Our responsibilities and the responsibilities of the directors with respect to going concern are described in the relevant

sections of this report. However, because not all future events or conditions can be predicted, this statement is not a

guarantee as to the Company’s ability to continue as a going concern.
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Other information

The directors are responsible for the other information. The other information comprises the information included in the

annual report other than the financial statements and our auditor’s report thereon. Our opinion on the financial statements

does not cover the other information and, except to the extent otherwise explicitly stated in our report, we do not express

any form of assurance conclusion thereon.

 

Our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially

inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially

misstated. If we identify such material inconsistencies or apparent material misstatements, we are required to determine

whether there is a material misstatement in the financial statements or a material misstatement of the other information.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we

are required to report that fact.

 

We have nothing to report in this regard.

 

Opinions on other matters prescribed by the Companies Act 2014

In our opinion, based solely on the work undertaken in the course of the audit, we report that:

・　the information given in the directors’ report for the financial year ended for which the financial statements are

prepared is consistent with the financial statements; and

・　the directors’ report, other than those parts relating to sustainability reporting where required by Part 28 of the

Companies Act 2014, has been prepared in accordance with applicable legal requirements.

 

We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, are necessary for

the purposes of our audit.

 

In our opinion the accounting records of the Company were sufficient to permit the financial statements to be readily and

properly audited and the financial statements are in agreement with the accounting

records.

 

Matters on which we are required to report by exception

Based on the knowledge and understanding of the Company and its environment obtained in the course of the audit, we

have not identified material misstatements in the directors' report.

 

The Companies Act 2014 requires us to report to you if, in our opinion, the disclosures required by sections 305 to 312

of the Act, which relate to disclosure of directors’ remuneration and transactions are not complied with by the Company.

We have nothing to report in this regard.

 

Respective responsibilities

 

Responsibilities of directors for the financial statements

As explained more fully in the directors’ responsibilities statement set out on page 2, the directors are responsible for the

preparation of the financial statements in accordance with the applicable financial reporting framework that give a true

and fair view, and for such internal control as they determine is necessary to enable the preparation of financial

statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

 

In preparing the financial statements, the directors are responsible for assessing the Company’s ability to continue as a

going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of

accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic

alternative but to do so.

 

EDINET提出書類

カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ（アイルランド）リミテッド(E41178)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

154/159



Auditor’s responsibilities for the audit of the financial statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from

material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion.

Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs

(Ireland) will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are

considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic

decisions of users taken on the basis of these financial statements.

 

A further description of our responsibilities for the audit of the financial statements is located on the IAASA's website at:

https://iaasa.ie/wp-content/uploads/docs/media/IAASA/Documents/auditstandards/Description_of_auditors_responsibilit

ies_for_audit.pdf. This description forms part of our auditor's report.

 

The purpose of our audit work and to whom we owe our responsibilities

Our report is made solely to the Company’s members, as a body, in accordance with section 391 of the Companies Act

2014. Our audit work has been undertaken so that we might state to the Company’s members those matters we are

required to state to them in an auditor’s report and for no other purpose. To the fullest extent permitted by law, we do

not accept or assume responsibility to anyone other than the Company and the Company’s members, as a body, for our

audit work, for this report, or for the opinions we have formed.

 

 

Kieran Daly

for and on behalf of

Ernst & Young Chartered Accountants and Statutory Audit Firm

Dublin, 25 June 2025

 

（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が

別途保管している。
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独立監査人の監査報告書

 

グローバル・Ｍ＆Ａオポチュニティ・ファンドの受託会社御中

 

意見

我々は、2024年12月30日現在の要約投資有価証券明細表を含む貸借対照表ならびに同日終了年度の関連す

る損益計算書、純資産変動計算書およびキャッシュ・フロー計算書、ならびに関連する注記（以下「財務書

類」と総称する。）で構成される、グローバル・Ｍ＆Ａオポチュニティ・ファンド（以下「ファンド」とい

う。）の財務書類の監査を行った。

我々は、添付の財務書類は、米国において一般に認められる会計原則に準拠して、ファンドの2024年12月

30日現在の財務状態、ならびに同日終了年度の運用実績、純資産変動およびキャッシュ・フローを、すべて

の重要な点について適正に表示しているものと認める。

 

意見の根拠

我々は、米国において一般に認められる監査基準（以下「GAAS」という。）に準拠して監査を実施した。

これらの基準に基づく我々の責任は、我々の報告書の「財務書類監査に関する監査人の責任」の項でさらに

説明されている。我々は、監査に関連する倫理的要求に従い、ファンドから独立し、その他の倫理的責任を

果たすことが求められている。我々は、我々が収集した監査証拠が、我々の監査意見の根拠を提供するため

に十分かつ適切であると確信している。

 

財務書類に対する経営陣の責任

経営陣は、米国において一般に認められる会計原則に準拠して、本財務書類を作成し適正に表示すること

に責任を負っている。これには、不正によるか誤謬によるかを問わず、重大な虚偽表示のない財務  書類の

作成および適正な表示に関する内部統制の構築、実施および維持が含まれている。

財務書類の作成にあたり、経営陣は、財務書類が公表される日から１年間ファンドが継続企業として事業

を継続することができるかどうかについて、重要な疑義を生じさせるような状況または事象があるかどうか

を総合的に考慮して評価することが要求されている。

 

財務書類監査に関する監査人の責任

我々の目的は、財務書類全体に不正または誤りによる重大な虚偽表示がないかどうかの合理的な確信を得

ることであり、我々の意見を含む監査報告書を発行することにある。合理的な保証とは、高水準の保証であ

るが、絶対的な保証ではないため、GAASに準拠して実施される監査が、重大な虚偽表示が存在する場合に必

ず発見するという保証ではない。不正によって生じた重要な虚偽表示を検出しないリスクは、不正が共謀、

偽造、意図的な省略、虚偽表示、内部統制の無効化などが含まれるため、過誤による重大な虚偽表示を検出

しないリスクよりも高い。虚偽表示は、個別または全体として、財務書類に基づく合理的な利用者の判断に

影響を及ぼす可能性が大きいと判断される場合には、重要であるとみなされる。
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GAASに準拠した監査を実施するにあたり、我々は：

・　監査を通じて、専門的な判断を行い、職業的専門家としての懐疑心を維持する。

・　不正または誤りによる財務書類の重要な虚偽表示のリスクを識別し、評価し、それらのリスクに対

応する監査手続を立案し、実施する。当該手続は、財務書類の金額および開示に関する証拠を試査

を含む。

・　状況に応じて適切な監査手続きを立案するために、監査に関連する内部統制を理解することである

が、ファンドの内部統制の有効性について意見を表明することを目的とするものではない。した

がって、そのような意見は表明されていない。

・　経営陣によって採用された会計方針の適切性および経営陣によって行われた重要な会計見積の合理

性の評価し、財務書類の全体的な表示に関する評価する。

・　我々の判断において、ファンドが適正な期間継続企業として事業を継続する能力に重要な疑義を生

じさせるような状況または事象が、全体として考慮されているか否かを結論付ける。

我々は、監査の計画範囲と時期、重大な監査結果、および監査中に特定した特定の内部統制関連事項など

に関して、管理担当者とのコミュニケーションを求められている。

 

 

アーンスト・アンド・ヤング・リミテッド

 

2025年３月27日

 

EDINET提出書類

カーン・グローバル・ファンド・マネージャーズ（アイルランド）リミテッド(E41178)

訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券）

157/159



 
Report of Independent Auditors

The Trustee

Nineteen77 Global Merger Arbitrage Opportunity Fund

 

Opinion

 

We have audited the financial statements of Nineteen77 Global Merger Arbitrage Opportunity Fund (the “Trust”), which

comprise the statement of assets and liabilities, including the condensed schedule of investments, as of December 30,

2024, and the related statements of operations, changes in net assets and cash flows for the year then ended, and the

related notes (collectively referred to as the “financial statements”).

 

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the

Trust at December 30, 2024, and the results of its operations, changes in its net assets and its cash flows for the year then

ended in accordance with accounting principles generally accepted in the United States of America.

 

Basis for Opinion

 

We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in the United States of America

(GAAS). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit

of the Financial Statements section of our report. We are required to be independent of the Trust and to meet our other

ethical responsibilities in accordance with the relevant ethical requirements relating to our audit. We believe that the

audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

 

Responsibilities of Management for the Financial Statements

 

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with

accounting principles generally accepted in the United States of America, and for the design, implementation, and

maintenance of internal control relevant to the preparation and fair presentation of financial statements that are free of

material misstatement, whether due to fraud or error.

 

In preparing the financial statements, management is required to evaluate whether there are conditions or events,

considered in the aggregate, that raise substantial doubt about the Trust’s ability to continue as a going concern for one

year after the date that the financial statements are available to be issued.

 

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

 

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free of material

misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that includes our opinion. Reasonable

assurance is a high level of assurance but is not absolute assurance and therefore is not a guarantee that an audit

conducted in accordance with GAAS will always detect a material misstatement when it exists. The risk of not detecting

a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion,

forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control. Misstatements are considered

material if there is a substantial likelihood that, individually or in the aggregate, they would influence the judgment made

by a reasonable user based on the financial statements.
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In performing an audit in accordance with GAAS, we:

 

・　Exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit.

 

・　Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error,

and design and perform audit procedures responsive to those risks. Such procedures include examining, on a test

basis, evidence regarding the amounts and disclosures in the financial statements.

 

・　Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are

appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the

Trust’s internal control. Accordingly, no such opinion is expressed.

 

・　Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of significant accounting

estimates made by management, as well as evaluate the overall presentation of the financial statements.

 

・　Conclude whether, in our judgment, there are conditions or events, considered in the aggregate, that raise

substantial doubt about the Trust’s ability to continue as a going concern for a reasonable period of time.

 

We are required to communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope

and timing of the audit, significant audit findings, and certain internal control-related matters that we identified during

the audit.

 

 

Ernst & Young Ltd.

March 27, 2025

 

 

（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が

別途保管している。
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